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前期基本計画

１．前期基本計画の位置づけ

　基本計画は、基本構想で示した将来都市像「人 みどり 子育て 選ばれる安心快適都市 四街道」
を実現するため、基本目標、施策分野ごとに４７の施策、１３４の具体的な取り組みを体系的
に定めるものです。さらに子育て世代を中心とした若い世代の転入促進・定住促進の観点から、
特に先導的な役割を担う事業を四街道未来創造プロジェクトとして設定します。
　この基本計画は、基本構想の計画期間である１０か年のうち、当初の５か年を対象とする前
期の計画で、平成２６年度を初年度とし、平成３０年度を目標年度とします。

２．人口の見通し

　本市では、子育て支援や魅力的な住環境の整備を推進し、市内の良質な住宅地へ人口流入を
図ることで、引き続き、人口増加基調を維持していくことをめざします。
　目標年度である平成３０年度末の人口及び世帯数を、以下のように設定します。

年　　　　度 人　　　　　口 世　　帯　　数

平成30年度 92,000人 36,500世帯

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（常住人口）
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３．財政の見通し

　少子高齢化の進行などに伴う人口構成の変化や昨今の経済情勢は、歳入の多くを個人市民税
に依存する本市の財政運営に大きな影響を及ぼしています。
　一方、行政需要については、子育て支援策をはじめ、社会保障関係施策の充実が求められる
など一層の多様化が見込まれるとともに、老朽化が進む公共施設等の維持管理経費の増加や更
新にかかる経費の発生などにより、経常的経費の増加に伴う財政構造の硬直化の進行が懸念さ
れるところです。
　このため、今後も、行財政改革の一層の推進により、経費の削減、財源の確保に取り組むと
ともに、本市の魅力を高める各種施策を実施するなかで、若い世代や子育て世代の転入と定住
を促進し、人口増加基調を維持することにより、市税収入をはじめとした歳入の安定的な確保
を図るなど、持続可能な財政構造を構築していきます。
　これらを踏まえた上で、将来都市像実現に向けた施策を着実かつ計画的に推進するた
め、効果的な政策事業の選定を行うとともに、国・県支出金や市債など特定財源の効率的
な活用に努めることにより、平成２６年度から平成３０年度までの財政規模（普通会計）を
１２３，１５７百万円、政策事業費を２０，３１６百万円としました。

平成２６年度～３０年度の財政見通し� 　（単位：百万円、％）

区　　　分 金　　額 構　成　比

歳
　
　
入

市 税 56,352 45.8 

地 方 交 付 税 等 17,958 14.6 

国・ 県 支 出 金 24,039 19.5 

市 債 15,979 13.0 

（うち臨時財政対策債） 8,087 6.6

そ の 他 8,829 7.1 

計 123,157 100.0 

歳
　
　
出

計 画 事 業 費 86,782 70.5 

政 策 事 業 費 20,316 16.5 

そ の 他 事 業 費 66,466 54.0 

人 件 費 24,851 20.2 

公 債 費 11,524 9.3 

（うち臨時財政対策債償還費） 4,291 3.5

計 123,157 100.0 

※政 策 事 業 費：投資的経費、新規事業にかかる経費等。
　そ の 他 事 業 費：政策事業費を除く、扶助費、物件費、維持補修費など、経常的経費等。
　臨時財政対策債：地方交付税の振替措置として発行する市債であり、その元利償還額に
　　　　　　　　　ついては後年度、全額交付税で補てんされるもの。
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将来都市像

人 みどり 子育て
選ばれる安心快適都市 四街道

４．四街道未来創造プロジェクト

　本市が掲げる将来都市像「人 みどり 子育て 選ばれる安心快適都市 四街道」の実現に向け、
“住んでみたいまち”そして“いつまでも住み続けたいまち”として“選ばれる四街道市”となるこ
とをめざし、次代を担う子どもたちのために、活気あふれるまちとして未来につなぐ『四街道
未来創造プロジェクト』を推進します。
　四街道未来創造プロジェクトは、子育て世代を中心とした若い世代の転入促進・定住促進の
観点から特に先導的な役割を担う事業を設定し、重点的に推進するもので、「充実した子育て
環境創造プロジェクト」、「シティセールスプロジェクト」、「魅力的な住環境創造プロジェクト」
の３つのプロジェクトで構成されます。
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～充実した子育て環境創造プロジェクト～

≪プロジェクトの背景と方向性≫

　少子化、核家族化、都市化など、家庭や子どもを取り巻く環境はめまぐるしく変化しており、
安心して子どもを産み、育てられる環境が求められています。
　本市は多様化する子育てに対するニーズに的確に対応し、保育、子ども医療、教育など、子
育て環境を一層向上させていくことで、子育て世代を中心とした若い世代の転入と定住人口の
増加を図っていきます。

≪プロジェクト推進事業≫

子ども・子育て支援事業計画推進事業
　子ども・子育て支援法に基づく「子ども・子育て支援事業計画」を策定し、推進することに
より、市民とともに地域の子育て環境の整備・充実を図ります。

保育所等緊急整備事業
　民設・民営による新たな認可保育所の建設に対して補助金を交付し、保育所の整備を促進
することで、待機児童の解消を図ります。

休日・病児・病後児保育事業
　保護者の勤務形態の多様化により、休日も家庭で保育ができない保護者のため、休日保育
を実施し、また、医療機関との連携により病児・病後児保育を実施することで、子育て支援
を推進します。

簡易保育所入所児童保護者助成事業
　簡易保育所（認可外保育所）を利用する、保育に欠ける児童の保護者に対し、認可保育所の
月額保育料との差額を全額支給（上限あり）することで、簡易保育所の利用を促進し、待機児
童の解消を図ります。

こどもルーム運営事業
　就労等により昼間保護者がいない家庭の児童（小学校６年生まで）をこどもルームで預か
り、保育することで、児童の放課後の居場所づくりと保護者が安心して働くことのできる環
境を整え、良好な子育て環境の維持を図ります。

プレーパーク運営事業
　子どもの冒険心や好奇心を引き出す遊び場として、自然の中で思いきり遊べる場所（プレー
パーク）を運営することで、放課後の子どもたちの安全な居場所を確保し、良好な子育て環
境の維持を図ります。



35

yotsukaido

前期基本計画

子ども医療対策事業
　中学校３年生までの医療費無料化を継続することで、保護者の経済的負担の軽減を図り、
子育てしやすい環境をつくります。

小中一貫教育推進事業
　市内の小・中学校の中からモデル校を選定し、小中一貫教育のあり方について実践研究を
行い、成果を市内全小・中学校へ広めることで、子どもの学力向上、豊かな心の育成、基本
的生活習慣の確立を図ります。また、小・中連携を推進することで小学校から中学校への円
滑な移行を実現し、不登校などの防止にもつなげることで、教育環境の向上を図ります。

小学校・中学校施設設備維持管理事業
　市内の小学校、中学校の普通教室にエアコンを設置し、児童・生徒の教育環境の向上を図
ります。

少人数学級推進事業
　少人数学級または少人数指導、ティームティーチングを中学校３年生まで拡大することに
より、きめ細かな指導の一層の充実を図ります。

外国語教育推進事業
　中学校生徒の英語検定受験時に、検定料の補助を行うことで生徒の語学力の向上を図ると
ともに、保護者の経済的負担を軽減することで教育環境の充実を図ります。
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～シティセールスプロジェクト～

≪プロジェクトの背景と方向性≫

　将来的な人口の減少が予測されるなか、本市が市内外の人から「選ばれる」ためにはさまざま
な面からの魅力の発信、創出が必要です。
　「シティセールス」は、市内外の人の関心を高め、市の認知度の向上を図るために、市の魅力
を効果的に発信するとともに、新たな魅力の創出にも積極的に取り組んでいく活動です。
　本市はシティセールスを推進することにより、市の認知度を高め、本市を訪れる交流人口の
増加、そして子育て世代を中心とした若い世代の転入と定住人口の増加を図っていきます。

≪プロジェクト推進事業≫

シティセールス推進事業
　本市が持つさまざまな魅力を積極的に市内外に発信することにより、認知度の向上と、イ
メージアップを図ります。

イベント事業
　テレビ局などにおける公開番組の共催や各種イベントの共催・後援を行い、またそれらを
市の情報としてさまざまなメディアを通して発信することで、市の認知度の向上を図ります。

広報事業
　市政だより、ホームページ、フェイスブック、ＬＩＮＥ（ライン）などを活用し、市政に関
する情報を積極的に発信していくことで、市の認知度の向上を図ります。

ドラマチック四街道推進事業
　本市で暮らす市民の何気ない日常のなかにある魅力を多くの市民とともに、さまざまな手
法、媒体を活用しながら、四街道ならではの魅力として高めていきます。

みんなで地域づくりセンター運営事業
　地域づくりの総合的な調整・助言を行うコーディネーターをみんなで地域づくりセンター
に配置し、市民活動の連携促進や活動のＰＲ等を行い、市民活動のさらなる活性化を支援す
ることで、新たな魅力創出につなげます。

コラボ四街道事業
　ＮＰＯ、ボランティア団体、自治会その他自主的に地域づくり活動を行う市民団体が、市
の地域づくりや地域課題の解決を図るための事業を提案し、自主的に、または市と協力して
事業を実施することで、市の魅力創出を図ります。
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地域ブランド創生事業
　市民が自主的に取り組む四街道ブランド創生のための活動を支援することで、四街道なら
ではの魅力創出を図ります。

観光支援事業
　みんなで地域づくりセンターとの連携により、本市のお勧めの観光資源を基にした旅行商
品や体験プログラムを企画・運営する着地型旅行商品の開発や地元産品のＰＲ活動の支援に
より市の魅力向上を図ります。
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～魅力的な住環境創造プロジェクト～

≪プロジェクトの背景と方向性≫

　本市には谷津田や里山、樹林など数多くの貴重なみどりが残されており、豊かなみどりは本
市の大きな魅力の一つとなっています。これら貴重な財産を守り、育て、次世代に引き継いで
いくことは、みどり豊かな住宅都市である本市の住環境の質を高めることにつながります。ま
た、良好な住機能の維持・向上や公共交通の充実は“住みたいまち”、“住み続けたいまち”の重
要な要素となります。本市は、自然環境と都市機能が調和した魅力的な住環境を創造すること
で、まちの魅力をより一層高め、子育て世代を中心とした若い世代の転入と定住人口の増加を
図っていきます。

≪プロジェクト推進事業≫

緑化推進事業
　「みどりの基本計画」や「みどりの基本計画行動計画」に基づき、公共施設や民有地において、
緑地を保全し、緑化を推進します。また、緑化フェアを開催するほか、市民協働による栗山
みどりの保全事業を進めることで、本市の豊かなみどりを維持・保全し、住環境の向上を図
ります。

都市公園・緑地維持管理事業
　都市公園内の施設の点検保守管理、樹木管理、遊具等施設修繕を計画的に行うとともに、
都市緑地の適正な管理を行うことで快適な住環境の整備を図ります。

住生活基本計画推進事業
　市民の豊かな住生活の実現をめざし、住宅ストックの有効活用や良質な住宅の維持、居住
の安定の確保などのさまざまな観点から、バランスのよい住宅政策を推進するため、住生活
基本計画を策定し、総合的かつ計画的に住生活の安定と向上を図ります。

空き家等対策事業
　地域景観の悪化、ゴミなどの不法投棄等の誘発、防災や防犯機能の低下など、さまざまな
問題の発生が懸念される空き家等に対応するため、空き家等の実態調査を進め、空き家等の
効果的な対策を推進することにより、地域における居住環境の向上を図ります。

三世代同居・近居支援事業
　介護、子育てなど親世帯と子世帯がお互いに協力できる環境づくりを促進する親元同居・
近居等への支援を行うことで、住環境の向上と子育て世代を中心とした若い世代の定住促進
を図ります。
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建築防災行政事業
　耐震相談会を実施するとともに、木造住宅に対する耐震診断費補助金や耐震改修工事費補
助金を支給し、民間住宅の耐震化を促進することで、安全で良好な住環境の向上を図ります。

都市計画道路整備事業
　都市計画道路３・３・１号山梨臼井線及び都市計画道路３・４・７号南波佐間内黒田線の
整備を進めることで、市街地間の結節性の向上や利便性の向上を図ります。

四街道駅北口広場再整備事業
　公共交通における南口広場との機能分担を踏まえながら、一般車の一時乗降場及び公共交
通施設の機能的な再配置を行うなど、四街道駅北口広場を再整備することで、交通環境の向
上を図ります。

物井駅西口広場歩行者デッキ整備事業
　物井駅自由通路と都市計画道路物井１号線を直結する歩行者デッキを設置することで、駅
利用者の利便性の向上を図ります。

中心市街地等活性化事業
　商店、地域、行政等の連携強化と、情報発信、イベント企画、また空き店舗等の活用を促
進することにより、中心市街地の活性化を図ることで、買い物などの利便性の向上を図りま
す。

交通計画推進事業
　公共交通空白地域改善のため、新たな公共交通システムを構築することで、交通環境の向
上を図ります。
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四街道未来創造プロジェクト事業一覧

プロジェクト名 事業名
（★の事業は、新規または新たな取り組みを含む事業）

施策№
具体的取り組み№

充実した子育て
環境創造
プロジェクト

★子ども・子育て支援事業計画推進事業

・保育所等緊急整備事業

★休日・病児・病後児保育事業

★簡易保育所入所児童保護者助成事業

・こどもルーム運営事業

・プレーパーク運営事業

・子ども医療対策事業

★小中一貫教育推進事業

★小学校・中学校施設設備維持管理事業

・少人数学級推進事業

★外国語教育推進事業

施策1（1）

施策1（2）

施策1（2）

施策1（2）

施策1（2）

施策1（3）

施策2（3）

施策17（1）

施策17（2）

施策17（2）

施策17（1）

シティセールス
プロジェクト

★シティセールス推進事業

・イベント事業

・広報事業

・ドラマチック四街道推進事業

・みんなで地域づくりセンター運営事業

・コラボ四街道事業

・地域ブランド創生事業

★観光支援事業

施策43（1）

施策43（2）

施策43（3）

施策43（2）

施策41（1）

施策41（1）施策43（2）

施策43（2）

施策43（3）

魅力的な住環境創造
プロジェクト

・緑化推進事業

★都市公園・緑地維持管理事業

★住生活基本計画推進事業

★空き家等対策事業

★三世代同居・近居支援事業

・建築防災行政事業

・都市計画道路整備事業

★四街道駅北口広場再整備事業

★物井駅西口広場歩行者デッキ整備事業

・中心市街地等活性化事業

★交通計画推進事業

施策29（1）

施策29（2）

施策30（1）

施策30（1）

施策30（1）

施策13（3）

施策34（2）

施策35（2）施策38（1）

施策35（2）施策38（2）

施策39（1）

施策36（2）

定住人口の増加

☆子育て世代を中心とした若い世代の転入促進・定住促進の観点から、特に先導的な役割を担
う事業を設定し、重点的に推進していきます。
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５．前期基本計画の推進にあたって

　基本構想に掲げる将来都市像の実現に向け、前期基本計画を効果的かつ着実に推進するため、
次の取組方針に基づき、計画を推進していくものとします。

【取組方針】

（１）　前期基本計画の推進に向けた基本的な考え方
　本市はこれまで市民自治のまちづくりという基本理念のもと、市民が主体的に市政に参加・
協働する「みんなで地域づくり」のしくみを整えてきました。
　前期基本計画における各施策をより効果的に推進していくためには、行政のみならず、市
民一人ひとり、地域の自治会そして市内に立地する事業所など、さまざまな主体の取り組み
と、相互の連携や協働によるまちづくりが必要です。
　そのため、前期基本計画では、自助・共助・公助の視点から、各施策において、市民、地
域、事業所の、それぞれの活動の目安として期待される役割を示しました。「市民」の役割＝
自助、「地域」・「事業所」の役割＝共助、施策の「具体的な取り組み」＝公助になります。
　前期基本計画の主な実施主体である行政と、市民、地域、事業所が、施策ごとの役割を果
たしていくことで、みんなが主役のまちづくりを進めていきます。

（２）　行政評価・予算・計画進行管理の関連づけの強化
　基本構想に掲げられた６つの基本目標を達成するためには、４７の施策の着実な推進が重
要となります。前期基本計画の計画的な推進と施策・事業の実効性を確保するため、計画と
行政評価、予算の連携の強化による「PDCA サイクル（計画（Plan）- 実施（Do）- 評価（Check）
- 改善（Action）」の確立を図ります。
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（３）　庁内推進体制
　前期基本計画の推進にあたっては、「（仮称）総合計画推進本部」を設置し、庁内での目標と
情報の共有を図りながら全庁的な事業展開を進めるとともに、着実な推進に向けた進行管理
を行います。

（４）　計画推進状況の公表
　前期基本計画の進捗状況については、透明性を確保するため、市ホームページなどの情報
媒体による公表に努めます。
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前期基本計画

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

前期基本計画書の構成

　視覚的に見やすいよう見開き２ページとし、以下の構成としました。

①	現況と課題 本市の現況と今後解決すべき課題を記載しています。
②	基本方針 課題を解決するための基本的な考え方を記載しています。

③	具体的な取り組み
基本方針を踏まえ、課題を解決するための具体的な取り組みを
項目ごとに整理して記載しています。

④	取り組みごとの主な事業
具体的な取り組みで記載した内容を実現するため、市が実施す
る主な事業を具体的な取り組み内容ごとに記載しています。

⑤	施策指標

施策を推進するための指標を設定し、指標の説明と現況値及び
平成３０年度の目標値を設定しています。なお、現況値につい
ては、原則として平成２４年度実績または平成２５年４月１日
現在の数値を記載しています。

⑥	期待される役割
各施策を効果的かつ着実に推進するためには、協働によるまち
づくりが必要です。本項目では、市民、地域及び事業所に期待
される役割の代表的なものを記載しています。

⑦	用語の意味 専門的な用語の解説を記載しています。
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人 みどり 子育て 選ばれる安心快適都市 四街道
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前期基本計画

人 みどり 子育て 選ばれる安心快適都市 四街道
四街道未来創造プロジェクト





分野別基本計画

基本目標１
だれもが健康でいきいき暮らせるまち

基本目標２
安全・安心を実現するまち

基本目標３
豊かな心を育み学ぶ喜びを実感できるまち

基本目標４
みどりと都市が調和したうるおいのあるまち

基本目標５
にぎわいと活力にあふれるまち

基本目標６
ともに創る将来に向けて持続可能なまち



だれもが健康でいきいき暮らせるまち



基本目標１

だれもが健康でいきいき暮らせるまち
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基本目標１　だれもが健康でいきいき暮らせるまち
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四街道市統計書（資料：こども保育課） 中央保育所

保育所定員数の推移（各年４月１日）

１　

子
育
て
環
境
の
整
備
・
推
進

施策分野【子ども家庭支援】

施策１　子育て環境の整備・推進

現況と課題

・ 一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会の実現をめざし、「子ど
も・子育て支援法」が制定されました。それに伴い、市町村に「子ども・子育て支援
事業計画」の策定が義務づけられました。

・保育サービスに対するニーズに応えるため、保育所の設置支援や、病後児保育の実
施、一時保育＊の拡充など、保育サービスの充実に努めています。待機児童＊は都
市部においては大きな課題となっており、本市においても待機児童の解消には至っ
ていません。

・保育需要が高まるなか、今後子育て世帯の転入に対応できるよう、計画的に保育施
設を確保することが必要です。

・子どもの安全な遊び場に対するニーズが高まっています。プレーパークの充実や児
童センターの機能の充実が求められており、異年齢の子ども同士の交流や高齢者と
の交流の場となることが期待されています。

・子育てに関する情報は、ソーシャルネットワークサービス＊の利用が活発化してい
ることを踏まえ、新たな情報発信手段を検討するなど、子育て支援に参加したい市
民も情報を得られるようにしていくことが必要です。

基本方針

●仕事と子育ての両立のため、保育内容の充実や施設の整備を進め、保育サービ
スを向上させます。

●地域全体で子どもたちを見守り支える社会をめざし、子どもたちがいきいきと
成長できる環境づくりを総合的に推進します。
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前期基本計画

＊一時保育
就労や緊急時、育児に
伴う保護者の心理的及
び肉体的負担の軽減の
ため一時的に実施する
保育。

＊待機児童
保護者の就労などのた
め保育所への入所申請
をしているものの、定
員超過などにより入所
できない児童。

＊ソーシャルネット
ワークサービス

人と人とのつながりを
促進・サポートする、
コミュニティ型の Web
サイト。

＊病児・病後児保育
児童が病中または病気
の回復期にあって集団
保育が困難な期間、保
育所・医療機関等に併
設された専用スペース
等において行う保育
サービス。

＊こどもルーム
保護者の就労などのた
めに家庭で監護ができ
ない児童を対象に、放
課後や夏休みなどの学
校休業日に遊びや生活
の場を提供する施設。

＊子育て支援センター
子育てに関する相談や
子育てする親同士の交
流の場を提供するなど、
地域の子育て家庭に対
する育児支援を行う機
関。

＊ファミリー・
　サポート・センター
子育ての援助を行いた
い人と援助を受けたい
人をつなぐ役割を持つ
機関。

具体的な取り組み

(1) 子ども・子育て支援事業計画の推進
・ 「子ども・子育て支援事業計画」を策定し、行政と地域住民が一体となった子育て

支援体制の確立をめざします。

(2) 保育サービスの充実
・ 一時保育や休日保育、病児・病後児保育＊など、多様化する保育ニーズに対応す

る各種保育サービスの充実に努めます。
・ 民間活力の導入を中心とした保育施設の充実と認可外保育所を利用する保護者へ

の助成拡充により、待機児童の解消に努めます。
・ 放課後の児童の安全な居場所を確保するため、既存のこどもルーム＊の充実を図

ります。

(3) 地域における子育て環境の充実
・ 児童の健全育成に向け児童センターの機能の充実を図ります。
・ 子育て支援センター＊による総合的な子育て支援を充実します。
・ ファミリー・サポート・センター＊の周知と、活動の充実を図ります。
・ 子育てに関する情報を、多様な手段を用いて発信します。また、子育て中の保護

者の交流の場を提供します。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　容 担当課
子ども・子育て支援事業計
画推進事業

「子ども・子育て支援事業計画」を策定・推
進します。 こども保育課

保育所等緊急整備事業 保育所の設置に対し、補助金を交付します。 こども保育課

中央・千代田保育所保育運
営事業（子育て支援事業）

子育て支援センターすずらん、千代田つど
いの広場を運営します。

中央保育所
千代田保育所

施策指標

指標名 指標の説明 現況値 目標値
待機児童数 保育所待機児童の人数 36人 0人

期待される役割

市　民 自ら子育てについて学び考え、自覚と責任を持って子育てを行う。

地　域 子育てに対する理解と関心を深め、地域での子育て支援に取り組む。

事業所 子育てと仕事の両立が可能となるよう雇用環境の整備に取り組む。
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前期基本計画

幼稚園・保育園一覧

番号 区分 名称 所在地

1 公立 中央保育所 鹿渡８９５－３３

2 公立 千代田保育所 千代田５－３０

3 公立 中央保育所分園 みそら２－１３

4 私立	
（認可保育所（園）） さつき保育園 鹿渡１０９４

5 私立	
（認可保育所（園）） 四街道保育園 四街道３－１０－９

6 私立	
（認可保育所（園）） 大日保育園 大日８９５

7 私立	
（認可保育所（園）） エンゼルステーション保育園 四街道１－１３－１

8 私立	
（認可保育所（園）） ゆうゆう保育園 和良比６８６－１

9 私立	
（認可保育所（園）） 認定こども園　たけのこ保育園 下志津新田２５３１－９

10 私立	
（認可保育所（園）） ココファン・ナーサリーもねの里 もねの里３－１１

11 私立	
（認可保育所（園）） ミルキーホーム四街道園 鹿渡１１２４－３

12 私立（簡易保育所） ちびっこランド四街道北園 栗山１０５２－６

13 私立（簡易保育所） ひよこ保育園 四街道２－５－２３

14 私立（簡易保育所） かるがも保育園四街道園 四街道１－１８－３

15 私立 みどりがおか幼稚園 大日３９３

16 私立 さくらがおか幼稚園 大日８６

17 私立 四街道旭幼稚園 小名木７７－３

18 私立 四街道さつき幼稚園 下志津新田２５３１－９

19 私立 つぼみ幼稚園 大日１９７

20 私立 千代田幼稚園 千代田５－６５

21 私立 くりやま幼稚園 栗山２９６

22 私立 第二コスモス幼稚園 千代田１－３０

23 私立 みそら幼稚園 みそら４－１６－１
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基本目標１　だれもが健康でいきいき暮らせるまち
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資料：家庭支援課

DV・児童虐待の通告件数及びその内容

２　

家
庭
相
談
・
家
庭
支
援
の
充
実

施策分野【子ども家庭支援】

施策２　家庭相談・家庭支援の充実

現況と課題
・ 核家族化の進展や地域における人とのつながりが希薄になったことなどから、家庭

問題についての適切なアドバイスが受けられず、不安を抱える家庭が増加していま
す。また、子どもや家庭に関わる問題は複雑化・深刻化しており適切な対応が必要
とされています。

・ 家庭内におけるさまざまな問題に対応するため、本市では相談や支援を利用しやす
い体制づくりに取り組んでいます。きめ細かな対応が可能となるよう、さらなる相
談支援体制の充実が求められています。

・ ＤＶ＊や児童虐待に対する市民の意識や理解は、徐々に浸透しつつあります。しか
し、相談件数や通告の件数が増加していることから、より一層の相談支援体制の強
化やさらなる市民への啓発活動が必要です。

・ 子育てに関する経済的負担は少子化の一因となっており、その軽減が求められてい
ます。

・ ひとり親で子育てする家庭は増加傾向にあります。経済的支援のほか、自立に向け
ての就業支援など、ひとり親家庭の生活の安定に向けた支援が必要です。

基本方針

●ＤＶや児童虐待から市民の生命と人権が守られるよう、通告・相談への対応強
化や保護、自立支援の各段階に応じた切れ目のない支援を推進します。

●ひとり親家庭や問題を抱える家庭の生活安定のため、相談支援体制の充実や経
済的負担の軽減、自立に向けた支援等を推進します。
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前期基本計画

＊ＤＶ
ドメスティック　
バイオレンス
(Domestic Violence)
の略称。配偶者や恋人
など親しい関係にある
相手からの暴力の意。

具体的な取り組み

(1) 相談支援体制の充実
・ 家庭内におけるさまざまな相談に対応するため、臨床心理士を配置するとともに、

ケースワーカーや相談員などの相談援助者の専門性を高め、相談支援体制の充実を
図ります。

(2) ＤＶ・児童虐待防止対策の推進
・ 配偶者等からの暴力や児童虐待を早期に発見し、迅速に対応できる体制づくりを推

進します。
・ 「四街道市児童及び配偶者等に対する暴力防止対策地域協議会（Ｃ

キ ャ ン ピ ー

ＡＮＰＹ）」の活動
を強化するとともに、ＤＶ・児童虐待防止の啓発に努めます。

(3) 経済的支援の充実
・ 児童手当や子ども医療費助成などにより子育てにおける経済的負担の軽減を図りま

す。

(4) ひとり親家庭への支援
・ ひとり親家庭に対する医療費等助成などの経済的支援を行うとともに、高等技能訓

練促進費等事業や母子自立支援員による就業支援体制の充実を図り、ひとり親家庭
の自立を支援します。

・ ひとり親家庭の児童を対象とした学習支援や親子の交流の場の提供など、ひとり親
家庭の子育てを支援します。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　　容 担当課

家庭児童相談事業 問題を抱える家庭の相談、助言、支援・指導を
行います。 家庭支援課

児童虐待防止・ＤＶ被害者
支援事業

協議会の開催や被害者の安全確保のための保護
を行います。 家庭支援課

子ども医療対策事業 中学校３年生までの児童の医療費（保険診療によ
る自己負担分）について全額助成します。 家庭支援課

ひとり親家庭等支援事業 経済的支援、就業支援のほか、ひとり親家庭の
児童への学習支援などを行います。 家庭支援課

期待される役割

市　民 家庭において、子どもや配偶者等の人権を尊重する。

地　域 子どもは地域で見守るとの意識で、悩みや問題を抱える親に必要に応じ手を
差し伸べる。

事業所 多様な子育て家庭を理解し、子育てとの両立が可能な職場環境の整備に配慮
していく。
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基本目標１　だれもが健康でいきいき暮らせるまち
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四街道市統計書（資料：高齢者支援課）

介護保険認定状況

３　

高
齢
者
の
生
活
支
援

施策分野【高齢者支援】

施策３　高齢者の生活支援

現況と課題

・ 社会状況や高齢化の進行により、多様化する高齢者ニーズへの対応の必要性が高
まっています。

・ 地域で自立して生活できるよう、要介護者の増加を抑制するための取り組みが必要
とされています。本市では多くの高齢者が参加する介護予防教室を市内各所で実施
しています。今後も参加機会の拡充や参加者を増やす取り組みが必要です。

・ 介護保険サービスの対象とならない高齢者にも地域で自立した生活を送るための
サービスが必要です。

・ 介護保険については、居宅サービスの充実と地域密着型サービス＊等の施設整備が
進んでいます。しかし、施設サービスについては不足が生じていることから、将来
の需要を見込んだ計画的な整備が必要です。

基本方針

●高齢者が地域で自立した生活を維持・継続できるよう、高齢者やその家族の状
況に合わせた高齢者福祉サービスを提供します。
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前期基本計画

＊地域密着型サービス
利用者が事業者の所在
する市町村に居住する
者に限定される介護保
険サービス。

具体的な取り組み

(1) 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の推進
・ 「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」に基づき、高齢者福祉を総合的、計画的

に推進します。

(2) 高齢者への日常生活支援
・ 介護予防を必要とする対象者を把握し、関係機関と連携した介護予防事業を実施し

ます。
・ 介護保険サービスとの整合性を図りながら、配食サービス、住宅改修相談等、在宅

福祉サービスを推進します。
・ 多様化する高齢者ニーズに対応した生活支援サービスを充実します。
・ 認知症に関する知識や認知症の予防について周知、啓発します。

(3) 介護保険サービスの充実
・ 利用者のニーズに合った介護保険サービスを提供するため、介護保険制度の円滑な

運営に努めます。
・ 訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリ等、各種居宅サービスの供給基

盤の整備を促進し、必要量の確保に努めます。
・ 将来の需要人口を見込み、地域密着型サービスと施設サービスの提供体制を整備し

ます。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　　容 担当課
高齢者保健福祉計画・介護
保険事業計画推進事業

「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」を策
定・推進します。 高齢者支援課

高齢者在宅生活支援事業 緊急通報システムの設置や介護用品の給付等を
行います。 高齢者支援課

地域密着型サービス事業者
指定等事業

市民のみを対象とする地域密着型サービス事業
所の整備を促進します。 高齢者支援課

期待される役割

市　民
積極的に介護予防に取り組む。
高齢者の身体面、心理面の特徴を理解し、高齢者の自立、自助に向けた支援
に協力する。

地　域 介護予防教室を開催し、地域全体で介護予防に取り組む。
高齢者の自立した生活を送るための支援に協力する。

事業所 仕事と介護の両立支援に取り組む。
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基本目標１　だれもが健康でいきいき暮らせるまち

シルバー人材センター会員数及び活動状況

年度 会員数 受託件数 活動延人員

20 508 3,303 43,852

21 572 3,572 44,927

22 603 3,888 48,330

23 614 4,250 49,340

24 572 4,396 49,615

シルバー人材センター会員数及び活動状況

会員数は各年度末
資料：福祉政策課

シニア健康づくり事業

４　

地
域
生
活
・
社
会
参
加
の
促
進

施策分野【高齢者支援】

施策４　地域生活・社会参加の促進

現況と課題

・高齢者福祉の中核である地域包括支援センター＊は、高齢化の進行とともに果たす
べき役割が多様化、複雑化しています。今後の高齢者の増加に備え、センター機能
の充実が必要です。

・ 本市の人口が最も増加した時期に転入した市民は、すでに多くが定年退職の時期を
迎えています。豊富な知識と経験を活かし、市民が地域の課題を解決し、住み慣れ
た地域をよりよいものとしていくことが期待されています。職場から地域へと生活
の中心を移しても、地域住民として活躍できる社会環境の整備が求められています。

・ 定年退職直後の市民は就労を希望する割合も高いことから、地域の課題解決につな
がる事業の立ち上げへの支援や就業の場の拡大が求められています。

基本方針

●住み慣れた地域で尊厳のある生活を可能な限り継続できるよう、地域包括ケア
体制の整備充実を推進します。

●一人ひとりの高齢者が、それぞれの生活の質の向上を実感できるよう、学び・
働き・活動する機会を創出し、生きがいづくりを推進します。
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前期基本計画

＊地域包括支援
センター

介護予防・総合相談・
生活支援など、高齢者
を包括的に支援するこ
とを目的に設置された
施設。

＊シルバー人材
センター

高齢者にふさわしい仕
事を、企業・家庭・公
共団体等から引き受け
て会員に提供する自主
的な会員組織。

＊シニアクラブ
地域の高齢者が集まっ
て交流などをはかる自
主的な組織。

具体的な取り組み

(1) 地域包括ケア体制の整備・充実
・ 地域包括支援センターの機能充実により、介護、介護予防、医療、住まい、生活支

援サービスが切れ目なく提供される体制を整備します。

(2) 高齢者の社会参加の促進
・ 高齢者の能力を活用した就業の場を確保するため、シルバー人材センター＊の活動

の充実を支援します。
・ 高齢者の社会参加を積極的に促進するための啓発、情報提供、能力の活用、人材育

成の推進を図ります。
・ シニアクラブ＊活動の運営やその活動の充実を支援します。
・ 高齢者が気軽に集い楽しめる場として、地域住民が設置するシニア憩いの里の運営

を支援します。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　　容 担当課
地域包括支援センター運営
事業

介護予防ケアマネジメントなど高齢者への総合
的支援を行うセンターを運営します。 高齢者支援課

シルバー人材センター支援
事業

シルバー人材センターに対する運営指導や補助
金の支出などを行います。 福祉政策課

施策指標

指標名 指標の説明 現況値 目標値
シルバー人材セン
ターの会員数 シルバー人材センターの会員数 572人 790人

期待される役割

市　民 地域で仲間をつくり、生きがいを見つける。

地　域 高齢者が集まり、交流できる場をつくり、誘い合って仲間を増やす。

事業所 高齢者の就労の場の提供に協力する。
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基本目標１　だれもが健康でいきいき暮らせるまち

（年度）平成

四街道市統計書（資料：障害者支援課）

障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳交付状況

５　

障
害
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

施策分野【障害者支援】

施策５　障害者福祉サービスの充実

現況と課題

・ 本市では、障害に関わる手帳所持者数は身体障害者手帳が２，７９０人、療育手帳
が４８４人、精神障害者保健福祉手帳が４９４人（すべて平成２４年度末）であり、
年々緩やかな増加傾向にあります。

・ 障害のある人が地域で安心した生活を送るためには、市民の理解が不可欠です。そ
のため理解促進のための啓発や公共施設等のバリアフリー＊化、障害のある人一人
ひとりの状況に応じたサービスの提供など、障害のある人が地域で活動しやすい環
境の整備が求められています。

・ 精神障害への理解をより一層深めるとともに、精神障害のある人の社会復帰、自立、
社会経済活動への参加に対する市民の協力が求められています。

基本方針

●障害のある人が地域において安心して生活できるよう、障害の特性に合わせた
生活支援を充実します。
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前期基本計画

＊バリアフリー
障害のある人や高齢者
が行動するうえで障壁
となるもの（段差など）
を取り除くこと。

＊地域活動支援
　センター
障害のある人が地域で
自立した日常生活を営
むことができるよう、
創作活動や生産活動の
機会を提供する施設。

＊意思疎通支援
手話または要約筆記等
による聴覚障害者等と
その他の者との意思の
疎通に対する支援。

具体的な取り組み

(1) 障害者基本計画の推進
・「障害者基本計画」に基づき、障害のある人一人ひとりのニーズに応じた障害者施策

を推進します。

(2) 障害のある人への日常生活支援
・障害のある人一人ひとりの生活状況に合わせたサービスが利用できるよう、必要な

情報提供や相談体制を充実します。
・障害のある人一人ひとりにあったサービスが提供されるよう、ケアマネジメントを

推進します。

(3) 障害のある人の社会参加促進
・障害のある人のスポーツ・文化活動等の社会参加への支援を充実します。
・手話通訳の派遣、福祉カーの貸し出しや福祉タクシー助成金の支給などにより、障

害のある人の外出支援を充実します。

(4) 精神保健福祉の充実
・精神障害のある人の自立や社会参加を促進します。
・医療機関や保健所、地域活動支援センター＊等との連携を図りながら、精神保健相

談体制の充実に努めます。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　　容 担当課
障害者基本計画・障害福祉
計画推進事業

「障害者基本計画」、「障害福祉計画」の策定、見
直し、進行管理を行います。 障害者支援課

障害者自立支援給付事業 介護給付、訓練等給付、自立支援医療費給付な
どの支援を行います。 障害者支援課

地域生活支援事業
意思疎通支援＊、地域生活支援給付費の支給、日
常生活用具給付・取付に対する助成などの支援
を行います。

障害者支援課

精神保健普及啓発事業 精神保健に精通した医師などによる講演会を開
催します。 障害者支援課

期待される役割

市　民 障害を正しく理解し、支援に協力する。

地　域 地域イベントへ障害のある人が参加しやすくなるよう工夫する。

事業所 障害者向けサービスの提供体制を整える。
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基本目標１　だれもが健康でいきいき暮らせるまち
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資料：障害者就労支援センターサンワーク　児童デイサービスセンターくれよん

障害者就労支援センターサンワーク・児童デイサービスセンターくれよんの年間延利用者数
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施策分野【障害者支援】

施策６　障害者支援施設の運営

現況と課題

・ 本市には盲学校等の特別支援学校、就労系事業所＊、地域活動支援センター＊な
ど、障害のある人の学校や福祉サービスを提供するための施設が複数あります。特
に、障害者就労支援センター＊サンワークや児童デイサービスセンター＊くれよん
を市で運営しており、障害者等の地域生活の支援を推進しています。

・ 平成２４年度に「障害者の雇用の促進等に関する法律」の一部が改正されるなど、障
害のある人の雇用にかかる法制度の整備が進んでいます。社会的自立をめざすため
の支援や日中活動の場を提供する障害者就労支援センターサンワークの充実が求め
られています。

・ 障害の有無に関わらず地域でともに育つ環境づくりが必要です。支援を必要とする
乳幼児への早期療育やその保護者への支援は重要であることから、児童デイサービ
スセンターくれよんの充実が求められています。

基本方針

●障害のある人が自立し、社会参加を促進するため、就労支援等を行う「サンワー
ク」の充実を図ります。

●心身の発達に支援を必要とする児童が豊かに成長するよう、集団生活への適応
訓練等を行う「くれよん」の充実を図ります。
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前期基本計画

＊就労系事業所
障害のある人の地域に
おける就労支援を進め
るための事業所。

＊地域活動支援
　センター
施策５参照

＊障害者就労支援
　センター
障害のある人へ一般就
労の機会を提供するた
め、ハローワーク等関
係機関と連携を図りな
がら、就労に向けた支
援や社会的自立に向け
た支援などを行う日中
活動系のサービス事業
所。

＊児童デイサービス
　センター
日常生活における基本
的な動作の指導や集団
生活への適応訓練など
を受ける、日帰りの通
所支援サービス事業所。

＊ノーマライゼーショ
ン

障害のある人を特別視
するのではなく、一般
社会のなかで普通の生
活が送れるような条件
を整えるべきであり、
ともに生きる社会こそ
ノーマル（あたりまえ）
であるという考え方。

具体的な取り組み

(1) 障害者就労支援センターの運営
・ 関係機関と連携して、障害のある人の就労に向けた支援や社会的自立のための支援

を図ります。
・ 利用者の工賃向上につながるよう、安定した事業の受託と収益の確保に努めます。

(2) 児童デイサービスセンターの運営
・ 日常生活における基本的動作の指導や集団生活の適応訓練等を行い、児童の発達に

応じた療育指導による豊かな成長を支援します。
・ 関係機関相互の連携体制の構築と課題の共有を図りながら、相談体制の充実を図り

ます。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　　容 担当課

就労支援事業 「サンワーク」において、日中活動の場の提供
と社会的自立に向けた支援などを行います。

障害者支援課
（障害者就労支援センター）

児童発達支援事業
「くれよん」において、日常生活における基本
的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を
行います。

障害者支援課
（児童デイサービスセンター）

施策指標

指標名 指標の説明 現況値 目標値

サンワークの利用延人数 毎年度の利用延人数 2,934人 3,000人

くれよんの利用延人数 毎年度の利用延人数 2,233人 2,470人

期待される役割

市　民 障害のある人の生産した物品を購入する。
障害のある人を正しく理解し、ノーマライゼーション＊を実践する。

地　域 障害者支援施設へのボランティア活動に協力する。

事業所 障害のある人の一般就労の場の提供に協力する。
障害のある人を正しく理解し、ノーマライゼーションを実践する。
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前期基本計画

福祉施設

番号 名　　　　称

1 総合福祉センター・保健センター・地域包括支援センター

2 南部総合福祉センター　わろうべの里・児童デイサービスセンター　くれよん

3 障害者就労支援センター　サンワーク

4 第一福祉作業所

5 第二福祉作業所

6 千葉労災特別介護施設　ケアプラザ四街道

7 視覚障害者総合支援センターちば

8 身体障害者療護施設　永幸苑

9 障害者支援施設　ピクシーフォレスト

10 国民保養センター　鹿島荘

11 介護老人保健施設のぞみ・地域包括支援センター西地区サブセンター

12 介護老人保健施設　栗の郷

13 介護老人保健施設　四街道徳洲苑

14 特別養護老人ホームあすみの丘・地域包括支援センター東地区サブセンター

15 特別養護老人ホームあさひ園・地域包括支援センター南地区サブセンター

16 特別養護老人ホームまごころ館四街道

17 地域密着型特別養護老人ホーム赤かぶ園四街道

18 地域密着型特別養護老人ホームリバーサイド

19 ケアハウス　ろうたす

20 ケアハウス　せきれい

21 有料老人ホームチェリーコート四街道

22 養護老人ホーム　四街道老人ホーム

23 グループホーム　四街道ケアセンターそよ風

24 チェリーコートグループホーム

25 グループホームよしおか

26 グループホームものいの家
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基本目標１　だれもが健康でいきいき暮らせるまち
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資料：福祉政策課 わろうべの里施設内

ボランティアセンター登録団体数・登録者数
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施策分野【地域福祉】

施策７　福祉のまちづくりの推進

現況と課題

・ 少子高齢化や核家族化の進行により、家庭内で支え合う力が時代とともに低下して
います。そのため、地域住民のつながりによる支え合いが可能となるような仕組み
づくりが期待されています。

・ ボランティア活動へ参加する市民の固定化や高齢化が進行しています。助け合いの
活動に参加したい市民が気軽に参加できる機会を増やし、地域における共助の活性
化を図る必要があります。

・ 高齢者や障害者の権利を守る日常生活自立支援事業＊や成年後見制度＊は、認知度
が低く制度の利用につながっていません。福祉に関する情報提供を充実し、福祉活
動の活性化に結び付けることが必要です。

・ 総合福祉センターや南部総合福祉センターわろうべの里は利用率が高くなっている
ことから、市民が充実した福祉活動を行うための拠点となる施設の整備、充実が求
められています。

基本方針

●市民がお互いに支え合い、障害の有無や年齢の相違に関わらず安心して生活で
きるよう、市民、地域、行政がそれぞれの役割を認識し行動する、協力的な社
会の構築を推進します。
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yotsukaido

前期基本計画

＊日常生活自立支援
　事業
判断能力が十分でない
高齢者などを対象に、
契約に基づき、福祉
サービス利用や日常的
な金銭管理サービスな
どを支援する事業。

＊成年後見制度
判断能力が不十分な方
の財産管理、契約など
の生活援助を行い、相
続、売買などで不利益
を被らないように保護
する制度。

＊社会福祉協議会
民間の社会福祉活動の
推進を目的とし、福祉
サービスの提供や相談
活動、ボランティアや
市民活動の支援などを
実施する、非営利の民
間組織。

具体的な取り組み

(1) 地域福祉計画の推進
・ 「地域福祉計画」を市民の意見を取り入れながら見直し、市民が主役となる地域福祉

を計画的に推進します。

(2) 地域福祉活動の推進
・ 社会福祉協議会＊と連携して、福祉を担うボランティアの育成や活動の支援を行い

ます。
・ 成年後見制度の普及・啓発や市民後見人の活動を推進します。
・ 社会福祉協議会と連携して、児童・生徒が福祉に対する理解を深められるよう働き

かけます。

(3) 福祉活動拠点の整備・充実
・ 福祉施設については地域の実情に応じた、利用しやすい施設整備を進めます。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　　容 担当課

地域福祉計画推進事業 地域福祉の推進にかかる方向性を示す計画を策
定し、推進します。 福祉政策課

社会福祉協議会支援事業 地域福祉活動を推進する社会福祉協議会への支
援を行います。 福祉政策課

総合福祉センター管理運営
事業

福祉活動の拠点として、総合福祉センターを運
営します。 福祉政策課

施策指標

指標名 指標の説明 現況値 目標値

ボランティアセンタ
ーの登録者数

ボランティアセンターに登録されたボラン
ティア団体の構成員と個人で登録する者の合
計の人数

2,266人 2,516人

期待される役割

市　民 支え合い活動を自発的に実践する。

地　域 支え合い活動を地域で実践する。

事業所 地域の支え合い活動に協力する。
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基本目標１　だれもが健康でいきいき暮らせるまち
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施策分野【健康づくり】

施策８　健康づくり活動の推進

現況と課題
・ がん、心疾患、脳血管疾患を原因とする死亡割合は、日本人の６割にもなります。

しかし、これらの疾病・疾患は食生活をはじめとする生活習慣の改善により予防す
ることが可能です。子どもの頃から食育活動などを通じた正しい生活習慣を身につ
けることが重要です。

・ 市民の健康への関心は高齢者を中心に高くなっていますが、その関心度には年代に
よる違いがみられます。性別や年齢別の特徴に合わせて、健康づくりに関する情報
提供や啓発を実施するとともに、子どもやその保護者、若い世代の市民に対して重
点的に働きかけることが重要です。

・ がん検診は、個別医療機関での受診拡大などを実施したものの、受診率はそれほど
伸びていません。受診しやすい体制づくりと啓発により、早期発見・早期治療に結
びつけることが必要です。

・ 母子保健においては、乳児全戸訪問をはじめ、各種教室等の開催、子育て電話相談
などを実施しています。孤立したり、複雑な問題を抱える家庭の子育てにも対応す
るため、関係機関との連携を図った体制整備が求められています。

・ さまざまなストレスが蓄積されやすい現代社会において、心の病は身近な病気と
なっています。早期発見・早期治療のため、心の病の正しい理解と正しい知識を深
めることが重要です。

基本方針

●市民の健康保持・増進により誰もが健康で暮らせるよう、自分の健康は自分で
守るという考え方を普及するとともに、年齢層に合わせた健康づくり活動を促
進します。



69

yotsukaido

前期基本計画

＊特定健康診査
糖尿病や高脂血症、高
尿酸血症などの生活習
慣病の発症や重症化を
予防するため、特定保
健指導を必要とする者
を、的確に抽出するた
めに行うもの。

＊生活習慣病
日頃の生活習慣の積み
重ねによって引き起こ
される病気の総称。糖
尿病、脳卒中、心臓病、
脂質異常症、高血圧、
肥満など。

具体的な取り組み

(1) 健康よつかいどう２１プランの推進
・「健康よつかいどう２１プラン」に基づき、市民の健康づくりを体系的に進めます。
・特定健康診査＊、各種がん検診等の受診率の向上のため、受診しやすい環境づくり

に努めます。
・健康の保持・増進のための生活習慣づくりの支援に取り組み、生活習慣病＊の発生予

防と重症化予防を推進します。
・市政だよりなどの既存の媒体に加え、多様な媒体を活用した健康情報の提供を進め

ます。
・乳幼児期から高齢期まで、年代に応じた健康相談にきめ細かな対応をします。

(2) 母子保健の充実
・乳幼児相談や健診事業の充実を図り、相談しやすい体制づくりを推進します。
・妊娠・出産にあたり、悩みや問題を抱える家庭に対し、よりよい子育てのスタート

ができるように関係機関と連携しながら支援します。
・学校との協同により思春期保健事業を推進します。

(3) こころの健康づくりの推進
・子育て・働き盛り世代に対して、健康行動への誘導や精神保健対策などを実施しま

す。
・市政だよりやホームページ、各種健診や地区活動を通じて、こころの健康づくりに

ついての啓発活動を実施します。  

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　　容 担当課

検診事業 各種がん検診や骨粗しょう症検診などを実施し
ます。 健康増進課

母子保健事業 乳幼児や妊産婦を対象に、相談・教室・健康診
査 ･ 家庭訪問を実施します。 健康増進課

成人保健事業 健康教育、健康相談事業などを実施します。 健康増進課

施策指標

指標名 指標の説明 現況値 目標値
各種がん検診の平均
受診率 市が実施する各種がん検診の平均受診率 30.5% 50.0%

期待される役割

市　民 健康づくりの重要性を認識し、積極的に健康増進に取り組む。

地　域 区・自治会などで健康づくりに取り組む。

事業所 会社ぐるみで健康づくり活動を行う。
メンタルヘルス対策に対する理解を深める。
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基本目標１　だれもが健康でいきいき暮らせるまち

市内医療施設数及び医師・歯科医師数

医師、歯科医師数については隔年調査、数値は各年12月末日時点
病院数、一般診療所数（病床数）、歯科診療所数については各年10月1日時点
資料：千葉県衛生統計年表

９　

地
域
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医
療
の
充
実

施策分野【健康づくり】

施策９　地域保健医療の充実

現況と課題

・ 近年、本市の医療施設は増加傾向にあり、それに伴い、本市を従業地とする医師や
歯科医師の数も増加しています。また、県域や二次医療圏での体制整備により高度
専門医療や救急医療が提供されています。市民がそれらの医療資源を適切に活用で
きるよう、かかりつけ医＊を持つことや医療機関の適正利用について啓発すること
が必要です。

・ 特に救急医療の現場では、軽症患者の受診や専門医志向が、本来の救急患者の診療
に支障をきたすこともあります。市民が安心して利用できる制度を維持するため、
救急医療体制や身近な相談機関の活用などについて、市民への情報提供が必要です。

・ 感染症の流行は毎年みられ、予防接種の内容も複雑になっています。医療機関との
連携による接種の勧奨やわかりやすい周知に努めるなど、接種率の向上を図る取り
組みが必要とされています。

基本方針

●市民が健康で安心して生活できるよう、広域的な医療連携体制の充実や医療機
関との連携による感染症予防に取り組みます。



71

yotsukaido

前期基本計画

＊かかりつけ医
地域の診療所や医院で、
患者の初期症状の治療
や、家族ぐるみの日常
的な健康管理にあたっ
ている医師。

＊二次救急体制
地域の病院がグループ
をつくり、輪番制で休
日、夜間に重症救急患
者を受け入れて入院治
療を行う医療体制。

具体的な取り組み

(1) 保健医療体制の整備
・市民が身近な地域で継続的な医療を受けられるよう、近隣の医療機関についての情

報提供やかかりつけ医の必要性について啓発します。
・医療機関の適正利用や急病時の対応などについて、市民への情報提供に努めます。
・休日夜間急病診療所の運営や印旛市郡小児初期急病診療所への運営協力による初期

救急医療の確保、印旛市郡地域での広域的な二次救急体制＊の充実などに関係機関
と連携して取り組みます。

(2) 感染症対策の充実
・感染症の予防に向けて、予防接種を実施するとともに、医療機関と連携した未接種

者への勧奨や接種機会を充実させるなどにより接種率の向上に努めます。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　　容 担当課

休日夜間急病診療所事業
保健センター内に休日夜間急病診療所を開設し、
第一次医療機関として急病患者に応急処置を行
います。

健康増進課

予防接種事業 各種予防接種を実施します。 健康増進課

施策指標

指標名 指標の説明 現況値 目標値
各種予防接種の平均
接種率 各種予防接種の対象者に対する接種者の割合 80.9% 85.0%

期待される役割

市　民 かかりつけ医を持ち、正しく医療機関を利用する。

地　域 感染症予防の知識を身につけ、感染症の流行拡大を防ぐ。

事業所 従業員の感染症対策に取り組む。
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基本目標１　だれもが健康でいきいき暮らせるまち

 

後期高齢者医療制度給付の状況

資料：国保年金課
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施策分野【社会保障】

施策10　社会保障制度の充実

現況と課題

・ 少子高齢化の急速な進行により社会保障費に対する市民や自治体財政の負担が重く
なっています。国においても持続可能な社会保障制度をめざし、給付・負担の両面
で世代間、世代内の公平が確保される制度への改革が取り組まれています。

・ 少子高齢化への対応等に伴う年金制度改革により、制度の複雑化が進んでいます。
適正な加入や保険料の納付につながるよう、制度の周知と啓発を行い、年金制度の
安定的な運営に結びつけることが必要です。

・ 国民健康保険制度や後期高齢者医療制度を適正に運営するため、保険税・保険料の
収納率向上による財源の確保と、疾病の早期発見・早期治療による医療費抑制が課
題となっています。

・ 生活保護の相談件数及び受給者数は年々増加しています。失業により若い世代が保
護受給者となるケースも増加しており、生活の保障とともに、ハローワークなどと
連携し、自立に向けた就労支援が求められています。

基本方針

●安心して社会保障制度が利用できるよう、制度の周知・啓発と適正な運用・運
営に努めます。
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前期基本計画

＊特定健康診査
施策８参照

＊レセプト
患者が受けた診療につ
いて、医療機関が保険
者（市町村や健康保険
組合等）に請求する医
療費の明細書。

具体的な取り組み

(1) 国民年金制度の啓発
・ 国民年金制度について周知、啓発活動を行い、国民年金への適正な加入につなげま

す。

(2) 医療保険制度の適正運営
・ 「第２次特定健診等実施計画」に基づき、特定健康診査＊及び特定保健指導の受診率

向上を図ります。
・ レセプト＊点検の強化等による適正な医療費の給付や事務処理の効率化による経費

削減及び制度の周知や啓発活動による保険税の収納率向上により、国民健康保険財
政の健全かつ円滑な運営を図ります。

・ 後期高齢者医療制度についての啓発活動に努めます。

(3) 生活の保障
・ 生活に困窮し、生活保護を必要とする人に対し、最低限度の生活を保障し、就労支

援など自立に向けた取り組みを推進することにより生活の向上を図ります。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　　容 担当課

国民年金事務事業 国民年金に関する窓口業務を行います。 国保年金課

国保保健事業 特定健康診査及び保健指導、人間ドックの助成
などを実施します。 国保年金課

生活保護給付事業 生活に困窮する世帯に対し、対象世帯に応じた
保護を適用します。 生活支援課

施策指標

指標名 指標の説明 現況値 目標値
国民健康保険税の収
納率 国民健康保険税の現年度分の収納率 88.8% 89.0%

期待される役割

市　民 公的制度を正しく利用する。

事業所 公的制度の維持に協力する。





基本目標２

安全・安心を実現するまち
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基本目標２　安全・安心を実現するまち

ヘリコプターによる救助訓練

防災訓練

11　
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施策分野【防災・減災】

施策11　防災・危機管理体制の強化

現況と課題

・ 東日本大震災を契機に「安全・安心」への意識は大きく変化し、防災の重要性が見直
されています。

・ 本市においても、首都直下地震等の発生の切迫性が高まっていることや集中豪雨の
増加など、自然災害への対応が急務となっています。被害を的確に想定し、可能な
限りの備えをハード、ソフト両面から、総合的かつ計画的に取り組むことが求めら
れています。

・ これまで本市では危機管理監や危機管理室を新設するなど、危機管理体制を強化し
てきました。今後も想定されるさまざまな危機に対応できる体制づくりが必要です。

基本方針

●大規模災害をはじめ、想定されるさまざまな危機に対応するため、「危機管理
指針」や「地域防災計画」などに基づき、総合的な体制整備を推進します。
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前期基本計画

＊地域防災計画
国の中央防災会議が作
成する防災基本計画に
基づき、市防災会議が
作成する計画。

＊緊急時職員参集
　システム
災害時に職員へ参集メ
ールを配信するシステ
ム。

＊危機管理指針
本市における危機対応
について基本的な考え
方を定めた指針。

＊危機管理マニュアル
「危機管理指針」に基づ
き作成する危機事態別
のマニュアル。

＊業務継続計画
(BCP)

ヒト、モノ、情報及び
ライフライン等利用で
きる資源に制約がある
状況下において、非常
時優先業務を特定する
とともに、非常時優先
業務の業務継続に必要
な資源の準備や対応方
針・手段を定める計画。

＊国民保護
大規模テロや武力攻撃
等の事態により生じる
災害から、国民の生命、
身体及び財産を保護す
ること。

＊ J アラート
　（全国瞬時警報
　システム）
弾道ミサイル情報、津
波情報、緊急地震速報
等、対処に時間的余裕
のない事態に関する情
報を、人工衛星を用い
て国から送信し、市の
防災行政無線等を自動
起動することにより、
住民まで瞬時に伝達す
るシステム。

具体的な取り組み

(1) 防災対応力の向上
・ 「地域防災計画＊」の推進と必要に応じた見直しにより、市全体の防災対策を計画的

に進めます。
・ 緊急時職員参集システム＊の活用や職員向けの防災研修、訓練の充実により、庁内

体制の強化と職員の防災対応力の向上を図ります。
・ 災害時における相互応援協定の締結など、他都市との応援体制を強化します。
・ 災害発生時に速やかに対策本部を設置できる体制を整えるとともに、収集した被害

状況や関係機関からの災害情報を一元管理、共有化できるシステムを構築します。

(2) 危機管理体制の充実
・ 「危機管理指針＊」に基づき、「危機管理マニュアル＊」の整備を推進します。
・ 「業務継続計画（ＢＣＰ）＊」を策定し、事前対策の充実や復旧体制の整備などにより、

非常時の業務継続力を高めます。

(3) 国民保護体制の充実
・ 「国民保護＊法」に基づく「国民保護計画」を推進し、大規模テロや武力攻撃などの緊

急事態に対応できる体制の充実を図ります。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　　容 担当課

地域災害対策事業 災害情報一元化システムを構築するなど災害に
対応できる体制を整備します。 危機管理室

危機管理事業 「危機管理マニュアル」や「業務継続計画（ＢＣ
Ｐ）」の整備を推進します。 危機管理室

国民保護計画推進事業 Ｊアラート＊の確実な運用を行うなど「国民保護
計画」を推進します。 危機管理室

期待される役割

市　民 自発的に地区における防災活動に協力する。

地　域 コミュニティが中心となる「地区防災計画」を策定する。

事業所 必要に応じて「業務継続計画（ＢＣＰ）」を策定し、災害時における事業活動の
継続的実施に努める。
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施策分野【防災・減災】

施策12　地域防災力の向上

現況と課題

・大規模災害の発生に備えて、市民一人ひとりが正しい知識に基づき行動できるよう
にするため、すべての世代に対する防災教育を充実させることが必要です。あわせ
て、災害時に的確な対応を図るため、迅速な情報提供手段を利用したタイムリーな
情報発信と情報の共有化が求められています。

・ 東日本大震災の経験から、防災対応の重要性が注目され、「自分たちのまちは自分
たちで守る」という意識が高まっており、本市の自主防災組織＊の組織率は７９％
まで高まっています。今後はこれをさらに高め、その実践力を向上させるとともに、
民間企業などとも連携を図っていくことが必要です。

・ 事業所や学校、四街道・物井両駅などで発生することが想定される帰宅困難者対策
を進めることが必要です。

・ 災害対応については、高齢者、障害者、乳幼児、女性など、多様性に配慮する視点
が求められています。

基本方針

●地域防災力の向上を図るため、自助、共助、公助の役割を明確にし、事業者を
含めた地域と連携した防災対策を進めます。

施策指標

指標名 指標の説明 現況値 目標値
自主防災組織の組織
率（世帯ベース）

区・自治会加入世帯に占める自主防災組織
加入世帯の割合

79.0％
（平成25年4月18日） 96.0％

防災備蓄倉庫整備数 市内における防災備蓄倉庫の設置数 ３か所 ６か所

期待される役割

市　民 防災知識を身につけ、防災訓練へ積極的に参加する。
最低でも３日間、可能な限り１週間分の飲料水、食糧、日用品などを備蓄する。

地　域 自主防災組織を設置する。災害時には地域住民の多様性に配慮しながら、住
民同士が支え合う体制を整える。

事業所 災害時に行政や地域と協力する体制を整える。
最低でも３日間、可能な限り１週間分の飲料水、食糧、日用品などを備蓄する。
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＊自主防災組織
一定地域の住民が当該
地域を災害から守るた
めに自主的に結成した
組織またはその連合体。

＊防災ハザード
　マップ
災害時の避難場所や平
時からの心構え等を冊
子化したもの。

＊よめーる
本市が運用する電子メ
ールを活用した情報提
供サービス。登録する
ことにより、気象情報
や災害情報などの提供
を受けることができる。

＊避難行動要支援者
高齢者、障害者、乳幼
児その他の特に配慮を
要する人のうち、災害
発生時に自ら避難する
ことが困難で支援が必
要な人。

＊避難所運営
　マニュアル
災害が発生したときま
たは災害が発生する恐
れがあるときに開設す
る避難所の運営に関す
る事項をまとめたもの。

＊福祉避難所
高齢者、障害者、妊産
婦、乳幼児、病人等、
一般的な避難所では生
活に支障を来たす人た
ちのために、何らかの
特別な配慮がされた二
次的な避難所。

具体的な取り組み

(1) 防災意識の向上
・ 防災ハザードマップ＊の配布などにより、市民の防災意識の向上を図るとともに、

学校教育や生涯学習を通して、防災について学ぶ場を増やすなど、正しい知識の普
及を推進します。

・ 防災訓練への参加者増加を図るとともに、さまざまな想定のもとで実践的な防災訓
練を実施し、市民の災害対応力の向上を図ります。

・ 防災行政無線や「よめーる＊」を活用し、警報・防災情報のタイムリーな提供を行い
ます。また、防災行政無線の難聴区域対策を推進します。

(2) 地域と連携した防災対策の推進
・ 自主防災組織を育成、強化し、地域の防災体制づくりを促進します。
・ 地域住民と連携し、災害時における避難行動要支援者＊への対応の充実を図ります。
・ 円滑なボランティアの受け入れができるよう、災害時ボランティア活動の受け入れ

態勢を整備します。
・ 医療機関や福祉施設、ライフライン事業者など民間企業などとの連携体制を強化し

ます。
・ 帰宅困難者対策協議会を設置し、事業所や学校、公共交通機関などと連携、協力し

た帰宅困難者対策を進めます。

(3) 多様性に配慮した災害応急対応
・ 高齢者、障害者、乳幼児、女性など、被災者の多様性に配慮した「避難所運営マニュ

アル＊」の策定を進めるとともに、一般の避難所では生活が困難な避難者に対応す
るための福祉避難所＊を指定します。

・ 紙おむつ（乳幼児用、大人用）や生理用品など多様性に配慮した備蓄を進めます。

(4) 備蓄・物流体制の整備
・ 備蓄倉庫の新設や大規模改造、備蓄品の整備など備蓄体制の充実を図るとともに、

家庭、地域、事業所における備蓄の重要性を啓発します。
・ 災害時の物資供給体制を確保するため物流体制の整備に取り組みます。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　　容 担当課

地域災害対策事業（再掲）

防災ハザードマップの配布、防災行政無線子局
の増設、各種防災訓練を実施します。

「避難所運営マニュアル」の整備及び福祉避難所
の指定を進めます。

危機管理室

自主防災組織育成事業 自主防災組織が行う防災資機材の購入や防災訓
練の実施経費に対して助成します。 危機管理室

防災備蓄倉庫整備事業 防災備蓄倉庫を新設します。 危機管理室
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前期基本計画

広域避難所

避難所・避難場所

番号 名　　　称 所　　在　　地

1 四街道総合公園 和田161

2 南小学校 物井１５３６

3 八木原小学校 千代田５－４

4 千代田中学校 千代田５－２７

5 栗山小学校 つくし座３－１－８

6 四街道北中学校 栗山１０５５

7 県立四街道北高等学校 栗山１０５５－４

8 県立千葉盲学校（避難場所のみ） 大日４６８－１

9 県立四街道高等学校 鹿渡８０９－２

10 中央小学校 鹿渡９１７

11 中央公園（避難場所のみ） 鹿渡無番地

12 四街道中学校 めいわ１－３

13 千葉敬愛高等学校 四街道１５２２

14 愛国学園大学附属四街道高等学校 四街道１５３２－１６

15 四街道小学校 四街道１５５７

16 四街道西中学校 大日２３

17 大日小学校 大日９７８

18 和良比小学校 美しが丘３－１２

19 四和小学校 和良比２２８

20 山梨小学校 旭ヶ丘１－９－１２

21 旭小学校 山梨１４８５

22 みそら小学校 みそら２－１３

23 旭中学校 南波佐間２６７

24 吉岡小学校 鷹の台３－２

25 四街道公民館（避難所のみ） 四街道１５３２－１７

26 千代田公民館（避難所のみ） もねの里３－２０－３０

27 旭公民館（避難所のみ） 和田５４－１０

28 四街道市文化センターホール棟（避難所のみ） 大日３９６

29 南部総合福祉センターわろうべの里（避難所のみ） 和良比６３５－４
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施策分野【防災・減災】

施策13　防災都市基盤の強化

現況と課題

・ 大規模地震による被害が想定されるなか、災害時に市民の生命を守る住宅やライフ
ライン、防災施設等の都市を構成する施設整備の重要性が一層高まっています。

・ 市役所庁舎など防災拠点となる公共施設や各地域の避難所となる学校などでは、災
害を想定した施設整備など、災害時に速やかに対応できる体制づくりが求められて
います。

・ 上下水道や道路などのライフラインは、防災の視点を持った更新、整備が必要です。

・ 災害時の被害を最小限に抑えるためには、住宅など建物の耐震化や施設・設備の修
繕に取り組み、建物の倒壊を最小限に抑え、避難路や避難場所を確保することが重
要です。

・ 近年、局地的大雨＊などの異常気象による災害が増加傾向にあります。このため、
市街地の排水機能の向上など、自然災害への対応強化が求められています。

基本方針

●災害の発生を防止し、また、災害が発生した際の被害を最小限に低減するため、
防災の視点から都市基盤の強化を図ります。

施策指標

指標名 指標の説明 現況値 目標値
住宅耐震化率 市内住宅の耐震化率（推計値） 78.0% 85.0%
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＊局地的大雨
狭い範囲に突然強い雨
が降り、短時間に数十
ｍｍ程度の雨量をもた
らすような雨。

＊マンホールトイレ
災害時、施設内のトイ
レが使用できないとき
に、井戸水やプールの
水等を活用して排泄物
を下水道本管に直接流
す仕組みの仮設トイレ。

＊受水槽給水栓
受水槽に設置する非常
用の給水栓。水道施設
が被害を受けて断水し
た場合でも受水槽に貯
まっている飲料用水が
利用できる。

＊雨水貯留施設
雨水を一時的にためる
施設。雨水の流出を一
時的に抑制することに
より、浸水による被害
を軽減させる。

具体的な取り組み

(1) 防災拠点等の整備
・ 防災拠点となる市役所庁舎の整備を行います。
・ 避難所となる学校施設等にマンホールトイレ＊、防災井戸、受水槽給水栓＊などを

設置し、防災機能の強化を図ります。

(2) ライフラインの強化
・ 災害時の避難や物資運搬、緊急車両の活動を視野に入れた、主要道路網の整備・強

化や橋梁の補強を推進します。
・ 水道管や下水道管などの更新及び下水道管の補強を実施します。

(3) 建物の耐震化の推進
・ 文化センター会館棟や学校施設等、公共施設の耐震化を推進します。
・ 住宅及び特定建築物の所有者等に対する啓発、情報提供及び耐震化の支援等を行い、

民間建築物の耐震化を促進します。

(4) 防災視点のまちづくりの推進
・ 冠水防止のため、雨水貯留施設＊の設置を推進し、排水機能の向上を図ります。
・ がけ崩れ土砂災害の防止対策を行います。
・ 災害時の避難や延焼防止のため、公園・緑地等のオープンスペースを計画的に配置

するとともに、ブロック塀等の倒壊による災害の防止や火災での延焼防止に優れた
生垣設置を促進します。

・ 安全な避難路の確保のため、屋外広告物など落下物等の安全対策や防災標識の整備
を進めます。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　　容 担当課

庁舎等整備事業 防災拠点となる市役所庁舎の耐震対策を行いま
す。 管財課

水道管布設事業（再掲） 主要水道管及び老朽管を耐震管に更新します。 工務課

建築防災行政事業 木造住宅に対する耐震診断費や耐震改修工事費
を助成します。 建築課

急傾斜地崩壊対策事業 がけ崩れ土砂災害の防止対策を行います。 道路管理課

期待される役割

市　民 住宅の耐震化を進めるとともに、家具の転倒・落下の防止対策、ブロック塀
等の倒壊防止対策を講じる。

地　域 地域の避難路の安全点検を行う。

事業所 建物の耐震化や屋外広告物などの安全対策を講じる。
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施策分野【消防・救急】

施策14　消防・救急の充実

現況と課題

・ 地震等の災害から市民の生命、身体及び財産を守るためには、消防活動の拠点とな
る消防本部機能の強化を図る必要があります。また、ちば消防共同指令センター＊

を通じた隣接地域への出動応援体制が整い、周辺市町との連携が進んでいます。今
後は消防体制の強化を図るため、広域化について検討していく必要があります。

・ 本市の救急出動件数は、平成２０年（２，７３６件）から平成２４年（３，４１３件）の
間に７００件近く増加しています。今後も高齢化の進行により、出動件数のさらな
る増加が見込まれ、救急体制の強化が求められます。あわせて、救急救命に関する
知識の普及により、市民一人ひとりの対応力を高めることが重要です。

・ 本市の火災件数は、１年間に３０件程度でほぼ横ばいで推移しています。火災予防
の正しい知識により火災の発生を未然に防ぐとともに、住宅用火災警報器＊の普及
により、火災発生時の被害を最小限にすることが重要です。

・ 消防団は１８個分団、団員数は２７７名（平成２５年４月現在）です。地域によって
は団員の高齢化や団員数の減少が進行していることから、組織の再編等の検討が必
要になっています。また、老朽化した分団詰所の建て替えや改修などが必要です。

基本方針

●市民の生命と財産を守るため、消防・救急体制を強化します。

施策指標

指標名 指標の説明 現況値 目標値
住宅用火災警報器
設置率 住宅用火災警報器設置率（推計値） 74.2%

( 平成25年6月1日 ) 100%

救急救命士数 救急救命士の資格を有する者の数 23人 28人
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＊ちば消防共同指令
　センター
千葉県北東部・南部の
20消 防 本 部 の119番
通報の受信や、消防車
や救急車の無線管制等
の通信指令業務を共同
で行うセンター。業務
の効率化が図られると
ともに、各消防本部の
連携及び情報の共有化
が可能となり、隣接地
域や大規模な災害時の
相互応援体制が充実・
強化される。

＊住宅用火災警報器
火災により発生する煙
や熱を感知し、音や音
声により警報を発して
火災の発生を知らせて
くれる機器。新築住宅
は、平成18年6月1日
から、既存の住宅は、
平成20年6月1日から
設置が義務化。

＊消防水利
消火栓や防火水槽など、
火災発生時に消火用の
水を確保する施設。

＊ AED（自動体外式
除細動器）

心臓がけいれんして全
身に血液を送り出すこ
とができなくなる心室
細動になった場合に、
心臓に電気ショックを
与えることにより正常
に戻すための医療機器。

具体的な取り組み

(1) 消防体制の充実
・ 地震等の大規模災害や多様化する災害に的確に対応するため、狭あいで老朽化した

消防本部庁舎の再整備を含め、市域の消防力の再編に取り組みます。また、消防職
員の確保及び研修・訓練を適切に行うほか、消防施設の維持管理、消防車両や装備、
消防水利＊の整備などを計画的に行い、消防体制の充実を図ります。

・ 「千葉県消防広域化推進計画」に基づき、広域化について調査・研究を行います。

(2) 救急体制の充実
・ 医療機関との連携、救急救命士の確保・育成、救急車両の整備などにより、救急体

制の充実を図ります。
・ 新たに児童や生徒向けの講習を行うなど、応急手当普及講習の充実によりＡＥＤ＊

の使用方法をはじめ、救急救命に関する知識の普及を図ります。

(3) 火災予防の推進
・ （仮称）消防フェアを新たに開催するなど啓発活動を充実させるとともに、防火指導

員等の活動促進や消防訓練を実施することにより、市民の防災意識、防災対応力を
高めます。

・ 防火管理指導の強化や住宅用火災警報器の普及促進など、防火対策を推進します。

(4) 消防団の充実・強化
・ 消防団員の確保に努め、消防団活動の充実を図るとともに、消防団の再編を検討し

ます。
・ 老朽化した分団詰所の建て替え・改修、消防団車両や被服等の更新を行います。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　容 担当課

消防施設等整備事業
狭あいで老朽化した消防本部庁舎の再整備を含め、市
域の消防力の再編に取り組みます。
老朽化した分団詰所の建て替え・改修を行います。

消防本部総務課

消防車両整備事業 消防車、高規格救急車の更新を行います。 消防本部警防課

火災予防事業 住宅用火災警報器の普及啓発を行います。 消防本部予防課

期待される役割

市　民
消防団に入団する、または消防団活動に協力する。
応急手当普及講習会へ参加する。
住宅用火災警報器を設置する。

地　域 消防団活動に協力する。

事業所
従業員の消防団活動に配慮する。
応急手当普及講習会を実施する。
ＡＥＤを設置する。
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四街道警察署管内の交通事故件数と
高齢者の関係した事故の割合（各年12月31日）刑法犯罪種別発生件数（各年12月31日）

15　

身
近
な
安
全
の
強
化

施策分野【防犯・交通安全・消費者保護】

施策15　身近な安全の強化

現況と課題

・ 本市の刑法犯罪発生件数は減少傾向を示しています。犯罪の少ないまちづくりをさ
らに推進するため、住民、行政、警察等の連携強化による継続的で効果的な防犯活
動が求められています。

・ 本市の交通事故発生件数は減少しています。しかし、高齢化の進行により、高齢者
が関わる交通事故の割合は増加傾向となっており、高齢者が加害者となるケースも
みられます。今後も警察など関係機関と連携した効果的な交通安全対策が求められ
ています。

・ 消費生活に関するトラブルは多重債務や振り込め詐欺など多様化、複雑化が進んで
います。犯罪の手口や対応方法の周知といった啓発活動を推進するとともに、消費
者学習による消費者自身の知識の習得により、被害を未然に防ぐことが必要です。

基本方針

●安全で犯罪のない社会の実現のため、関係機関や地域の住民等と協力・連携し
た安全・防犯対策を実施します。

施策指標

指標名 指標の説明 現況値 目標値

刑法犯罪発生件数 四街道警察署管内で発生した刑法犯罪発生件
数

1,051件
( 平成24年 ) 1,000件

交通事故発生件数 四街道警察署管内で発生した交通事故発生件
数

245件
( 平成24年 ) 200件
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四街道警察署管内の交通事故件数と
高齢者の関係した事故の割合（各年12月31日）

＊安全安心ステーショ
ン

市民生活における安全
及び安心の向上に資す
るための施設。
防犯にかかる啓発及び
相談や防犯パトロール
を行うほか、警察署、
防犯協会及び自主防犯
組織との連絡調整など
を行う。

＊防犯カメラ
多発するひったくり対
策の一環として市内の
幹線道路に設置するカ
メラ。

＊消費生活センター
安全安心ステーション
内に設置。暮らしの中
の消費生活に関するさ
まざまな相談や苦情に
消費生活専門相談員が
対応。

具体的な取り組み

(1) 防犯体制の強化
・ 安全安心ステーション＊を中核に地域防犯体制を確立し、市民による防犯活動を促

進するとともに、活動団体同士や警察との連携を強化し、防犯のまちづくりを推進
します。

・ 防犯カメラ＊を効果的に運用するとともに、今後も必要に応じてＬＥＤ防犯灯の設
置を進めます。

(2) 交通安全の推進
・ 警察や地域と連携し、啓発活動を行うなど交通安全を推進します。
・ 高齢者や子どもなどの交通弱者向けの交通安全教室の実施に加え、自転車や自動車

の運転者向けの講習会を開催するなど、交通安全教育の充実を図ります。
・ カーブミラーやガードレールなどの交通安全施設を計画的に整備するとともに、信

号機の設置等について警察に対し要望していきます。

(3) 消費者保護対策の推進
・ 消費生活センター＊を拠点に消費生活に関する相談機能の充実を図るとともに警察

などと連携し、タイムリーな消費者犯罪被害情報の提供に努めます。
・ 子ども向け、高齢者向けなどメニューの充実を図り、公民館講座や出前講座など、

多様な機会を使って消費者学習を推進します。
・ 消費者団体等の自主的な活動を支援するとともに連携強化を図ります。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　容 担当課

防犯対策事業 安全安心ステーションを中核にした防犯体制を
確立します。 自治振興課

交通安全施設保守・整備事
業

カーブミラーやガードレールなど交通安全施設
を整備します。 道路管理課

消費者保護事業 消費生活センターの相談機能の充実を図ります。 産業振興課

期待される役割

市　民 交通安全教室への参加や消費者学習を行うなど、自己の危機管理意識を高め
る。

地　域 防犯パトロールや見守り活動を行う。

事業所 防犯パトロールや子ども１１０番など地域の防犯活動に協力する。





基本目標３

豊かな心を育み学ぶ喜びを実感できるまち
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幼稚園児数推移（各年５月１日）

16　

幼
児
教
育
の
充
実

施策分野【子ども教育】

施策16　幼児教育の充実

現況と課題

・ 全国的に少子化・高齢化が急速に進行するなか、生涯にわたる人間形成の基礎を支
える幼児教育の重要性は、今後ますます高まると見込まれます。

・ 子育て支援を推進するうえで、子育て世帯の負担を軽減するため、保護者に対する
経済的支援が求められています。

・ 本市の幼児教育を担う私立幼稚園は９園あり、幼児教育環境の整備と幼児教育の向
上のためには、私立幼稚園に対する継続的な各種支援が必要です。

・ 経済状況の変化や女性の社会参画意識の変化により、働きながら子どもを育てたい
と考える市民が増加しており、幼稚園でも預かり保育＊のニーズが高まっているこ
とから、預かり保育の実施や認定こども園に対する支援などが求められています。

・ 幼児教育充実のため、幼稚園と小学校の連携が求められています。

基本方針

●幼児教育の充実のため、保護者の負担軽減や幼児教育環境の整備に努めます。
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＊預かり保育
保育ニーズの多様化に
対応するため、幼稚園
において、通常の教育
時間の前後や土曜・日
曜・長期休業期間中に
行う教育活動。

＊特別支援教育
障害のある幼児・児童
生徒一人ひとりの教育
的ニーズを把握し、そ
の持てる力を高め、生
活や学習上の困難を改
善または克服するた
め、適切な指導及び必
要な支援を行うもの。

＊幼稚園協会
市内の幼稚園７園で構
成する団体。市や教育
委員会と協力して、幼
児教育の振興や教育環
境の充実に取り組んで
いる。

具体的な取り組み

(1) 保護者負担の軽減
・ 幼児教育を受けやすい環境とするため、私立幼稚園児の保護者に対して助成を行い、

経済的負担の軽減を図ります。また、特別支援を要する私立幼稚園児の保護者に対
して支援を行います。 

(2) 幼稚園環境整備への支援
・ 私立幼稚園に対して教材などの整備にかかる費用、特別支援教育＊にかかる費用及

び預かり保育にかかる費用の助成を行います。

(3) 幼児教育への支援
・ 幼児教育水準の向上を図るため、幼稚園協会＊の活動に対して助成を行います。
・ 人格形成の基礎を培う幼児教育の推進のために、幼稚園や保育園と小学校との連携

を支援します。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　容 担当課
私立幼稚園保護者負担軽減
事業

私立幼稚園児の保護者に対して、就園児補助金
等を支給します。 こども保育課

私立幼稚園運営補助事業
私立幼稚園に対して、運営にかかる費用（教材費、
特別支援教育運営費、預かり保育運営費）の一部
を助成します。

こども保育課

学校法人立幼稚園協会補助
事業

幼稚園教員の研修や情報交換の機会等を充実さ
せるための費用として、幼稚園協会に対し助成
を行います。

こども保育課

施策指標

指標名 指標の説明 現況値 目標値

幼稚園の定員充足率 市内の幼稚園の定員数に対する在園者数の割
合 76.0% 100%

期待される役割

市　民 幼児教育に対する理解を深め、幼稚園等の運営に協力する。

地　域 幼稚園等の行事に協力する。

事業所 幼稚園等の行事に協力する。

　※幼稚園の一覧についてはＰ53参照。
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17　

義
務
教
育
の
充
実

施策分野【子ども教育】

施策17　義務教育の充実

現況と課題

・ グローバル化や知識基盤社会＊の到来、少子高齢化の進行など、社会が急速な変化
を遂げており、教育の重要性はますます高まっています。このような時代のなかで
子どもたちへの教育を一層充実していくよう教育機会の確保や教育水準の維持向上
が求められています。

・ 本市では、小学校低学年において少人数学級＊等を導入し、きめ細かな指導体制の
整備を進めています。今後さらなる学習指導体制の向上のために、少人数学級等の
充実と拡大が求められています。

・ 教育環境の一層の向上のため、学校施設の整備・充実が求められています。一方で、
学校規模や配置の適正化を検討する必要があります。

・ 個別の支援が必要な児童生徒は増加傾向にあり、一人ひとりに対する支援の充実が
求められています。

基本方針

●子どもたちの学力の向上と豊かな心を育むため、教育内容の充実と教育環境の
整備を推進します。

施策指標

指標名 指標の説明 現況値 目標値
耐震性能を有してい
る学校施設の棟数の
割合

市内の小・中学校の校舎・体育館・武道場等
の全学校施設に対し、耐震性能を有している
棟数の割合

95.1% 100%

期待される役割

市　民 学校の教育に対する理解を深め、学校の運営に協力する。

地　域 学校行事や教育活動に協力する。

事業所 学校行事や教育活動に協力する。
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＊知識基盤社会
知識が社会・経済の発
展を駆動する基本的な
要素となる社会。

＊少人数学級
国が標準として示して
いる数（小学校1年生
は35人、小学校2年生
から中学校3年生まで
は40人）を下回る児童
生徒数で1学級を編成
すること。

＊外国語指導助手
主に英語を母語とする
大学卒業者で、外国語
教師の指導のもとで授
業の補助などを行う外
国人。

＊少人数指導
学級を複数に分け、そ
れぞれに教員がついて
授業を行う指導方法。

＊ティーム
　ティーチング
複数の教員が協力して
授業を行う指導方法。

＊スクール
　カウンセラー
心理検査や心理療法等
を用いて、本人の抱え
る心の問題を改善・解
決していく心理の専門
家。

＊特別支援教育
施策16参照

具体的な取り組み

(1) 教育活動・内容の充実
・ 義務教育の９年間を一体的に捉え、子どもの学力向上、豊かな心の育成、基本的生

活習慣の確立が図られるよう、小中一貫教育を推進します。
・ 外国語指導助手＊の効果的な活用や教職員の英語力の向上により英語教育の充実を

図るとともに、実践的な英語力の向上をめざし、英語検定受験料の助成を行います。
・ 子どもたちが社会のなかで、自分らしい生き方を見出すことができるよう職場体験

や職場見学を通じて社会的、職業的基盤を学ぶキャリア教育を推進します。
・ 部活動の活性化や活動内容の充実を図るため、部活動に対する支援を行います。
・ さまざまな教育活動を通じて道徳教育の充実に取り組みます。

(2) 教育環境の整備
・ 少人数学級または少人数指導＊、ティームティーチング＊を中学校３年生まで拡大

することにより、きめ細かな指導の一層の充実を図ります。
・ 校舎等の耐震化や老朽化への対応を図るとともに、各小・中学校の普通教室にエア

コンを設置します。
・ 児童・生徒に安全な学校給食を提供するとともに、老朽化した学校給食施設の改築

を行います。
・ 情報教育を推進するため、小・中学校のコンピュータ機器を計画的に整備します。
・ 読書活動を推進するため、学校図書館の情報化を図り、学校間及び市立図書館との

ネットワーク化を実現します。
・ 児童・生徒が安心して学校生活を送れるよう、スクールカウンセラー＊の増員や語

学指導員の派遣を行います。
・ より良い教育環境を提供し、一層の教育効果の向上を図るため、学校の適正規模や

適正配置を検討します。

(3) 特別支援教育の充実
・ 教職員に対して、巡回相談員による相談・助言を実施するとともに、適宜、特別支

援教育支援員を派遣します。
・ 教職員の特別支援教育＊に関する資質の向上を図るため、特別支援教育の理念や進

め方を理解するための研修を実施します。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　容 担当課

小中一貫教育推進事業 義務教育９年間を一体的に捉えた教育を推進し
ます。 学務課

少人数学級推進事業
少人数学級推進教員等を活用し、少人数学級等
を拡大し、原則、小学校１、２年生は３０人学級、
中学校３年生まで３５人学級を実施します。

学務課

特別支援教育推進事業 巡回相談員による相談・助言を実施し、適宜、
特別支援教育支援員を派遣します。 指導課
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学校一覧
番号 学　校　名 住　　　所

1 四街道小学校 四街道１５５７

2 中央小学校 鹿渡９１７

3 旭小学校 山梨１４８５

4 南小学校 物井１５３６

5 大日小学校 大日９７８

6 八木原小学校 千代田５－４

7 山梨小学校 旭ヶ丘１－９－１２

8 栗山小学校 つくし座３－１－８

9 みそら小学校 みそら２－１３

10 四和小学校 和良比２２８

11 和良比小学校 美しが丘３－１２

12 吉岡小学校 鷹の台３－２

13 四街道中学校 めいわ１－３

14 千代田中学校 千代田５－２７

15 旭中学校 南波佐間２６７

16 四街道西中学校 大日２３

17 四街道北中学校 栗山１０５５

18 県立千葉盲学校 大日４６８－１

19 県立四街道特別支援学校 鹿渡９３４－４５

20 県立四街道高等学校 鹿渡８０９－２

21 県立四街道北高等学校 栗山１０５５－４

22 千葉敬愛高等学校 四街道１５２２

23 愛国学園大学附属四街道高等学校 四街道１５３２－１６

24 愛国学園大学 四街道１５３２



96

基本目標３　豊かな心を育み学ぶ喜びを実感できるまち

地域住民との連携による教育活動

18　

家
庭
・
地
域
・
学
校
の
連
携

施策分野【子ども教育】

施策18　家庭・地域・学校の連携

現況と課題

・ 子どもを取り巻く環境が大きく変化するなか、子どもたちを健やかに育むためには、
家庭・地域・学校が協力し、連携しながら教育に取り組むことが重要となっています。

・ 本市の各学校では、各家庭やＰＴＡ、地域住民との連携により、地域とともに教育
活動を豊かにしようとする取り組みとして「学校支援地域本部事業＊」が進められて
います。今後もこれらの活動を活性化させるため、支援体制の整備が必要です。

・ 核家族化の進行や、近年の社会的・経済的な条件の変化に伴い生活環境が安定しな
いなどの理由により、家庭の教育力の低下が指摘されるなか、家庭教育支援の充実
が求められています。

基本方針

●心豊かで健やかな子どもを育てるため、家庭・地域・学校との連携強化と、家
庭の教育力の向上に取り組みます。
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＊学校支援地域本部
　事業

「教育基本法」の「学校、
家庭及び地域住民等の
相互の連携協力」を具
体化する方策として、
学校・家庭・地域が一
体となって地域ぐるみ
で子どもを育てる体制
づくりを行う事業。

＊地域コーディネー
ター

学校と学校支援ボラン
ティアの間の連絡調整
を行う役割を担う人。
各学校に１名配置され
ている。

具体的な取り組み

(1) 地域の教育力向上
・ 地域住民や社会教育関係団体などが学校の教育活動に積極的に参加する取り組みを

推進します。また、これらの取り組みにより、地域の教育力の向上を図るとともに
子どもがさまざまな世代と交流できる機会を促進します。

・ 地域コーディネーター＊の知識や技術のより一層の習得を支援します。

(2) 家庭教育の充実
・ 家庭教育の重要性を学ぶとともに、保護者間の情報共有の場である子育て講演会や

地域家庭学級の充実を図ります。
・ 家庭学習の手引きなどの作成・配布により家庭教育を支援します。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　容 担当課

学校支援地域本部事業 地域のボランティアなどを中心に、地域が学校
を支援する体制づくりを行います。 指導課

子育て学習事業 子育て講演会や地域・家庭教育学級を開催しま
す。 社会教育課

施策指標

指標名 指標の説明 現況値 目標値
地域・家庭教育学級
の参加者数

地域・家庭教育の向上を目的とした講座等の
参加者数 1,437人 1,600人

期待される役割

市　民 家庭教育の重要性を理解し、家庭教育について学ぶ。

地　域 学校支援地域本部事業に参加する。

事業所 学校支援地域本部事業に協力する。
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資料：青少年育成センター要覧

青少年育成センター相談件数

19　

青
少
年
健
全
育
成
の
推
進

施策分野【子ども教育】

施策19　青少年健全育成の推進

現況と課題

・ 市内には小学校、中学校のほか、高等学校や大学などもあり、多くの児童・生徒や
学生が通学しています。また、平成２３年度に実施した市民意識調査においても、
青少年育成は、今後の重要度が高い分野となっています。

・ 青少年育成センターは、印旛郡市内では本市のみが設置しており、青少年の健全な
育成のための相談業務や青少年補導委員による非行防止のための街頭補導活動な
ど、青少年健全育成活動の拠点となっています。

・ 青少年健全育成の推進は、青少年育成活動団体や個人ボランティア、青少年リーダー
などの協力により進められていることから、これらの活動団体等への支援や人材の
確保・育成が必要です。また、活動内容の一層の充実を図ることが求められています。

・ 学校生活、家庭、友人関係など青少年特有の悩みは多岐にわたり、かつ複雑化して
います。さまざまな相談に対応できるよう、相談員の資質向上や専門家の配置が求
められています。

基本方針

●青少年の豊かな人間性や社会性を育むため、地域や異年齢間の交流機会の拡大、
体験活動の充実に努めるとともに、学校や関係機関と連携した相談・指導体制
の充実を図ります。



99

yotsukaido

前期基本計画

＊ジュニアリーダー
地域の子ども会活動な
どの支援をボランティ
アで行っている小学校
5年生から高校生まで
の青少年。

＊通学合宿
子どもたちが地域の公
民館等に2泊から6泊
程度宿泊し、親元を離
れ、団体生活のなかで
日常生活の基本を自分
自身で行いながら学校
に通うもの。

＊放課後子ども教室
放課後や週末に子ども
たちの居場所をつくる
ため、公共施設等を開
放し、地域住民などの
協力によってスポーツ
や文化活動ができるよ
うにする取り組み。

＊スクールソーシャル
ワーカー

子どもに影響を及ぼし
ている家庭・地域・学
校環境の改善に向け
て、家庭・地域・学校
の支援ネットワークを
築く教育と福祉の専門
家。

＊青少年補導委員
青少年非行の早期発見
及び未然防止のため、
主たる業務である街頭
補導に従事する者。さ
らに地域における青少
年非行の情報収集、連
絡を行っている。教育
委員会の委嘱により、
任期は2年、定員は80
名以内。

具体的な取り組み

(1) 青少年育成活動団体の支援
・ 青少年育成活動団体への支援を行い、育成活動の活性化を促進するとともに、青少

年が主体となって企画、運営するイベントの実施を支援します。
・ 青少年育成活動に参加するボランティアやジュニアリーダー＊等の人材を確保・育

成します。
(2) 青少年の体験や交流の推進
・ 青少年の自主性や協調性を伸ばし、生きる力を育む生活体験学習の場である通学合

宿＊を開催する地区の拡大を図ります。
・ スポーツ活動や文化活動を通して、地域や異年齢間の交流ができる事業を実施しま

す。
・ 地域や市民活動団体などが協力して実施している放課後子ども教室＊の運営支援を

継続するとともに、活動の充実を図ります。
(3) 青少年健全育成体制の充実
・ 青少年育成センターを中心として家庭、地域、学校、関係団体及び関係機関などと

の連携強化を図るとともに青少年を健全に育成するための人材の養成や確保に努め
ます。

・ 多様化・複雑化する児童・生徒に関わる問題行動等に対応できるようスクールソー
シャルワーカー＊を配置します。

・ 青少年健全育成推進大会の開催及び啓発キャンペーンの実施など、非行防止のため
の啓発活動を行います。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　容 担当課

青少年育成活動支援事業 青少年の健全育成を推進する団体に対して活動
支援を行います。 社会教育課

地域青少年活動活性化事業 青少年相談員が企画運営する青少年育成事業を
支援します。 社会教育課

青少年育成支援事業
スクールソーシャルワーカーを配置するととも
に、地域・関係機関と連携しながら、相談活動
や街頭補導活動等を行います。

青少年
育成センター

施策指標

指標名 指標の説明 現況値 目標値
「愛の一声」運動によ
る声かけをした人数

「愛の一声」運動で青少年補導委員＊が声かけ
した延べ人数 5,624人 6,500人

期待される役割

市　民 ボランティア活動などを通して、青少年の健全育成に協力する。

地　域 子ども会や区・自治会などでの子ども向けイベント、地区行事の開催などを
通して、青少年の健全育成に協力する。

事業所 地域のイベント、職場体験等に積極的に協力する。
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市民大学講座申込者数（一般課程）

20　

生
涯
学
習
推
進
の
た
め
の
環
境
整
備

施策分野【生涯学習】

施策20　生涯学習推進のための環境整備

現況と課題

・ 超高齢社会の到来、社会の成熟、余暇時間の増大、自己実現意欲の高まりなどによ
り、さまざまな活動や学習に取り組む市民が増加しています。そのため、生涯学習
推進のための環境の充実が求められています。

・ 市民の学習活動のニーズを常に把握しながら時代の変化に対応し、目的を持った学
習が可能になるよう、講座内容の充実や講師となる人材の発掘、育成が求められて
います。

・ 生涯学習を通じて学んだ成果をまちづくりに活かし、地域の活性化につなげること
が求められています。

基本方針

●生涯学習によって、生きがいや健康づくり、さらには地域づくりを実践してい
くため、市民の生涯にわたる主体的な学習活動を幅広く支援します。
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＊生涯学習まちづくり
出前講座

市民団体等が主催する
集会等に市職員を講師
として派遣し、市政の
説明や専門知識を活か
した実習等を行う講座。

＊社会教育指導員
教育委員会から委嘱を
受けた社会教育の特定
事項 ( 婦人教育、青少
年教育等 ) について指
導助言を行う非常勤の
職員。

＊人材バンク
資格・特技・知識・経
験などを持つ市民を登
録し、市内で活動して
いる団体やグループ・
サークルなどの指導者
として紹介するシステ
ム。

＊生涯学習生きがい
　づくりアシスト事業
学習の目的に合わせて、
あらかじめ登録された
市民が講師（指導者）と
してアシスト（手助け）
する事業。

具体的な取り組み

(1) 生涯学習支援の充実
・ 「生涯学習推進計画」に基づき、身近な生涯学習関連施設の確保や多様な学習機会の

提供など生涯学習環境の整備・充実を図ります。
・ 市民大学の設立に向けて、生涯学習まちづくり出前講座＊や市内の大学等と連携し

た市民大学講座の充実を図ります。
・ 生涯学習に関するガイドブックを配布するほか、ホームページを活用した生涯学習

関連情報の提供を強化します。
(2) 社会教育の充実
・ 多様化する地域課題や学習ニーズに対応した、幅広い分野にわたる学習機会の提供

に努めます。
・ 社会教育活動を行う団体への活動支援や社会教育指導員＊の設置などにより、社会

教育活動の活性化を図ります。
(3)  人材の発掘・育成・確保
・ 各分野で必要とされる人材を登録する人材バンク＊を整備し、市民が求めている学

習内容に沿った人材の提供に努めます。
・ 教えたい・学びたいをつなげるコーディネート機能を向上させることで、生涯学習

生きがいづくりアシスト事業＊の充実を図ります。
・ 学習で得た知識を地域活動などへ還元する「知の循環」の仕組みづくりを検討しま

す。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　容 担当課

市民大学講座事業 まちづくりにつながる視点での学習機会を提供
するために市民大学講座を開催します。 社会教育課

社会教育支援事業 社会教育活動を行う団体への活動支援や市内小・
中学校の特別教室の開放を行います。 社会教育課

生涯学習推進事業 生涯学習生きがいづくりアシスト事業とまちづ
くり出前講座を行います。 社会教育課

施策指標

指標名 指標の説明 現況値 目標値
市民大学講座の受講
者数 市民大学講座等の年間受講者人数 153人 200人

出前講座実施回数 まちづくり出前講座の年間実施回数 70回 80回

期待される役割

市　民 進んで生涯学習に取り組み、学習成果を地域に還元する。

地　域 生涯学習まちづくり出前講座などを活用し、地域づくりに取り組む。

事業所 学習機会の提供に協力する。
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図書館利用者数及び貸出冊数

21　

社
会
教
育
施
設
の
整
備

施策分野【生涯学習】

施策21　社会教育施設の整備

現況と課題

・ 市内の社会教育施設の多くは老朽化が進んでおり、大規模改修が必要な施設もみら
れます。今後、計画的な改修を進めるとともに、時代に合った利用しやすい施設と
なるよう、設備の改善が必要です。

・ 図書館では、開館日の拡大やインターネットを利用した図書予約サービスなど利用
しやすい環境づくりに取り組んできました。市民に対する講座、イベントなどを実
施するとともに、今後もさらなる図書館機能の充実を図るなど、利用者の利便性の
向上が求められています。

・ 公民館事業では、幅広い世代の市民に利用されるよう、さまざまなニーズに対応し
た講座の開催が求められています。

基本方針

●市民の多様な学習ニーズに対応するため、社会教育施設の整備と学習機会の提
供に取り組みます。
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前期基本計画

＊指定管理者制度
市が設置する「公の施
設」の管理を法人等が
代行する制度。

具体的な取り組み

(1) 図書館の整備・サービスの充実
・ 図書館システムの更新を行い、Ｗｅｂサービス等の拡充により利用者サービスの向

上を図ります。また、民間のノウハウの活用により、利用者サービスの向上と経費
の削減が見込まれる指定管理者制度＊導入について検討を行います。

・ 市民の利便性向上を図るため、閲覧場所や配架場所の拡大を含む施設の改修を行い
ます。

・ 子どもたちの読書に対する親しみと理解を深めるため、読書普及活動を推進します。

(2) 公民館の整備・充実
・ 老朽化した公民館の設備改修などにより快適な環境整備を行うとともに、指定管理

者制度による円滑な管理運営を行います。
・ 魅力ある主催事業の実施や子どもたちが集う居場所づくりの検討など公民館活動の

充実を図ります。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　容 担当課

図書館管理運営事業
閲覧場所や配架場所の拡大を含む施設の改修を
行います。また、指定管理者制度の導入につい
て検討を行います。

図書館

公民館管理運営事業
公民館の設備改修などにより快適な環境整備を
行うとともに、指定管理者制度による円滑な管
理運営を行います。

社会教育課

施策指標

指標名 指標の説明 現況値 目標値

図書館の利用者数 図書館本館・移動図書館・公民館図書室の利
用者数 99,230人 106,000人

公民館主催事業の参
加人数 公民館の主催事業（長期講座）の参加人数 5,643人 6,000人

期待される役割

市　民 社会教育施設を適正に利用する。

地　域 社会教育施設を適正に利用する。
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基本目標３　豊かな心を育み学ぶ喜びを実感できるまち

市民文化祭

和良比はだか祭り

22　
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承

施策分野【文化・スポーツ】

施策22　文化の創造と歴史の継承

現況と課題

・ 本市では、文化団体が活発に活動しており、市外に活動の場を広げる団体もみられ
ます。文化活動のさらなる活性化のためには、市民の活動意欲に応えられるような
支援の充実とともに、文化活動意欲を高める取り組みを充実させ、創造的活動のす
そ野を広げることが重要です。

・ 文化センター会館棟は、昭和５６年度にオープンして以来３０年以上が経過し、老
朽化が進んでいます。耐震改修などを計画的に進め、利用者ニーズに応える施設整
備が求められています。

・ 本市には多くの文化財が点在しており、八木原小学校や鹿放ケ丘ふれあいセンター
内の歴史民俗資料室など、民俗資料の展示により郷土史について学べる場がありま
す。これらの貴重な文化財を保護・保存し、ふるさと四街道の歴史を後世に継承し
ていくことが必要です。

基本方針

●市民の創造的文化活動を促進するため、文化に触れる機会の充実と活動の場の
確保に努めます。

●地域の歴史や文化を継承し次代へとつなげていくため、文化財の保護 ･ 保存や
活用を進めます。
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前期基本計画

具体的な取り組み

(1) 芸術文化活動の推進
・ 芸術や文化の振興を計画的に推進するための支援策を検討します。
・ 市民の芸術文化活動の発表・展示を行う市民文化祭を開催します。
・ 市内小・中学校音楽鑑賞会の開催や市民文化祭等における体験教室等の開催により、

子どもの芸術文化活動への意欲を高めます。
(2) 芸術文化団体の育成・支援
・ 芸術文化振興助成金などにより、市民が行う芸術文化活動の支援を行うとともに、

子どもの芸術活動の活性化を促進します。
・ 市民ギャラリー等を活用し、発表の場を提供することで、芸術文化団体を支援しま

す。
(3) 文化活動施設の維持・整備
・ 利用者の安全を確保するため文化センター会館棟の耐震工事を行うとともに、利用

者ニーズを踏まえた改修を検討します。
(4) 地域資産の保全・活用
・ 指定文化財等の活用の促進や古文書等の歴史資料の収集 ･ 整理を進めるとともに、

歴史資料が適正な環境のもとで保管され整理・活用が図られるよう努めます。
・ 地域資産の発掘・管理・活用をボランティアと協力して行います。
・ 郷土の歴史を明らかにし後世に継承するため、市史編さんを進めます。また、その

活用を図ることで、市民の郷土愛を育みます。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　容 担当課

市民文化祭事業 市民の芸術文化活動の発表・展示を行う市民文化祭
を開催します。 社会教育課

芸術文化活動支援事業 市内の芸術文化団体が行う活動を支援します。 社会教育課

文化センター管理事業 文化センター会館棟の耐震改修工事を行います。 管財課

文化財保護管理事業 文化財の保護・保存や活用を図ります。 社会教育課

施策指標

指標名 指標の説明 現況値 目標値
市民芸術公演等の入
場者数

市民文化団体との共催による舞台公演及び市
民ギャラリー等各種展示の入場者数 2,700人 4,000人

文化財普及活動におけ
る見学及び参加者数

文化財見学会、展示会、展示施設の利用・見
学者数 1,045人 1,500人

期待される役割

市　民 日常生活に芸術文化活動を取り入れる。
地域資産の発掘・管理・活用に協力する。

地　域 市民が行う芸術文化活動に協力する。
地域資産の発掘・管理・活用に協力する。

事業所 イベントへの参加、協賛など文化活動に協力する。
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基本目標３　豊かな心を育み学ぶ喜びを実感できるまち
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資料：スポーツ振興課 ガス灯ロードレース大会

ガス灯ロードレース大会参加申込人数
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施策分野【文化・スポーツ】

施策23　スポーツ・レクリエーション環境の整備

現況と課題

・ 本市には、総合公園体育館をはじめ、多目的運動場、野球場、テニスコート、武道
場、温水プールなどのスポーツ施設があります。また、スポーツによる健康づくり
に対する市民意識の高まりを受け、鷹の台地区や鹿放ケ丘地区に多目的スポーツ広
場を整備しました。

・ スポーツ施設のなかには老朽化した施設もあることから、今後、計画的に改修や建
て替えなどの対応を進めることが必要です。

・ ガス灯ロードレース大会は回を重ね、市内外から多くの人々が参加する市を代表す
るスポーツイベントとなりました。今後も参加者の安全確保のため、コース周辺の
環境の変化に対応した運営を行うことが必要です。

・ 本市では生涯スポーツに親しむことができる環境の充実をめざし、総合型地域ス
ポーツクラブ＊を設立しました。今後はこの取り組みを充実・拡大させていくこと
が必要です。

・ スポーツの普及や競技力の向上のため、指導者の確保、育成が求められています。

基本方針

●スポーツ活動を通じて心身の発達や健康の増進を図るため、市民がいつでも、
どこでも、気軽にスポーツを楽しむことができる環境を整備します。
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前期基本計画

＊総合型地域スポーツ
クラブ

地域住民が主体的に運
営し、子どもから高齢
者まで、さまざまなス
ポーツを愛好する人が
参加できる総合的なス
ポーツクラブ。

＊スポーツリーダー
　バンク
スポーツ指導者の登録
活用制度。ニーズに応
じた指導者を紹介する
仕組み。

具体的な取り組み

(1) スポーツ・レクリエーション施設の整備
・ 老朽化が著しいスポーツ施設の改修や建て替えを行い、スポーツ活動の環境整備に

努めます。
(2) スポーツ・レクリエーション活動の機会拡充
・ 参加者の安全を確保し、市内外の参加者が楽しめるガス灯ロードレース大会を実施

します。
・ 市民の体力向上や健康増進のため、スポーツ活動に取り組む機会を拡充するととも

に、スポーツイベントなどの情報提供の充実に努めます。
(3) スポーツ・レクリエーション推進団体の活動促進
・ スポーツ活動を活性化するため、体育協会や各種スポーツ団体への支援を行います。
・ 総合型地域スポーツクラブを育成し、子どもから高齢者まで、身近なところで気軽

にスポーツに参加できる環境を整備します。
(4) 指導者の確保と指導力の向上
・ 市民のニーズに応じたスポーツ指導者を紹介し、活用を促進するためのスポーツ

リーダーバンク＊を創設します。また、スポーツ指導者が指導方法等の各種研修会
への参加を促進し、技術力やマネジメント力の向上を図ります。

・ 市内小・中学校へ、専門知識と技能を有した指導者を派遣します。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　容 担当課

武道館建替事業 老朽化が進んだ武道館を建て替えます。 スポーツ振興課

ガス灯ロードレース大会事
業 ガス灯ロードレース大会を開催します。 スポーツ振興課

総合型地域スポーツクラブ
育成支援事業

総合型地域スポーツクラブの安定的な運営に向
けた支援を行います。 スポーツ振興課

学校体育振興事業 市内小・中学校へ、専門知識と技能を有した指
導者を派遣します。 指導課

施策指標

指標名 指標の説明 現況値 目標値
大会等の行事による
市内スポーツ施設の
利用件数

市内のスポーツ施設において、大会等の行事
が行われた件数 120件 132件

期待される役割

市　民 日常生活にスポーツ活動を取り入れる。

地　域 総合型地域スポーツクラブの活動に協力する。

事業所 イベントへの参加、協賛などスポーツ・レクリエーション活動に協力する。





基本目標４

みどりと都市が調和したうるおいのあるまち
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基本目標４　みどりと都市が調和したうるおいのあるまち

市内の水田風景

24　

環
境
行
政
の
推
進

施策分野【環境保全】

施策24　環境行政の推進

現況と課題

・ 高齢化、後継者不足などにより里山や谷津田＊の荒廃が見受けられる一方、下水道
の整備等による水質の改善や市民団体による自然環境回復など環境改善もみられま
す。

・環境問題は自動車の排出ガスによる大気汚染や家庭からの生活排水による水質汚濁
などのいわゆる「都市・生活型公害」から低炭素、循環型社会の形成や地球温暖化を
はじめとする「地球規模の環境問題」へと焦点が移りつつあります。

・本市では、市民、事業者、行政が連携して環境の保全及び創造に計画的に取り組ん
でいくため、「第２次環境基本計画＊」を策定しました。今後、本市にとって望まし
い環境像を実現すべく、「環境基本計画」を広く周知し、計画的に推進していくこと
が必要です。

・インターネット等を活用し誰もが環境情報を得ることができる環境整備を行うとと
もに、子どもから高齢者まで幅広い年代の市民が、環境問題やその解決策について
学ぶ機会の充実が求められています。

基本方針

●市民が健全で恵み豊かな環境を享受し、その環境を将来にわたって維持するた
め、市民、事業者、行政が連携し、総合的かつ計画的に環境行政を推進します。
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前期基本計画

＊谷津田
台地にはさまれた細長
い谷にある水田。

＊環境基本計画
「環境基本条例（平成９
年制定）」に基づき、本
市における環境の保全
・創造に関する総合的
かつ長期的な目標及び
施策の方向性を示す計
画。

具体的な取り組み

(1) 環境基本計画の推進
・ 望ましい環境像を実現するため、「環境基本計画」の周知徹底を図り、環境の保全及

び創造を計画的、体系的に推進します。

(2) 環境学習の推進
・ インターネットを利用した環境情報の公開など、分りやすい情報提供を行い、市民

の環境に対する意識啓発を行います。
・ 学校教育や生涯学習などに活用できる環境学習プログラムを作成し、各年代におけ

る学習機会の拡充を図ります。
・ 自然観察地など環境学習の場を確保するとともに、市民団体等が実施する自然観察

会への協力を行います。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　容 担当課

環境行政推進事業

「環境基本計画」を推進します。
環境情報の提供などの啓発活動、環境学習プロ
グラムの作成、自然観察地など環境学習の場の
確保などを行います。

環境政策課

期待される役割

市　民 積極的に環境学習に取り組む。
日常生活において環境へ配慮する。

地　域 環境学習の推進に協力する。

事業所 事業活動における環境への負担を軽減する。
環境保全のために自発的に取り組む。
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基本目標４　みどりと都市が調和したうるおいのあるまち
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施策分野【環境保全】

施策25　良好な環境の維持・形成

現況と課題

・人々の生活と自然が近接していることは本市の大きな特色であり、まちにうるおい
を与えていますが、希少動植物の生息・生育場所でもある里山や谷津田＊、農地な
ど市内の自然環境は、都市化の進展に伴い徐々に減少しています。

・本市には古木や巨木、樹林や防風林など次代に引き継ぐべき貴重な自然が残されて
います。本市の貴重な自然を守るため、今後も市民や事業者と連携して取り組むこ
とが必要です。

・空き缶や吸い殻等のポイ捨てなどを防止し、清潔で美しいまちにするため、環境美
化に対する市民のモラルを高めることが必要です。

・河川などの水質汚濁防止や、有害な化学物質の削減を進めるため、定期的な調査を
実施するとともに、必要な対策が求められています。

・羽田空港再拡張事業＊に伴い航空機騒音が新たな問題となっており、騒音軽減に向
けた対策が求められています。

・近年、市街化調整区域＊にはヤード＊が増加しています。これらのなかには各種法
令に違反しているものもあり、廃油などに起因する土壌や地下水の汚染など、環境
悪化が懸念されています。

基本方針

●健康で安心して生活できる良好な環境を維持・形成するため、優良な自然環境
を保全するとともに、環境美化活動や公害防止対策を推進します。

施策指標

指標名 指標の説明 現況値 目標値
高度処理型合併処理
浄化槽設置基数

市の補助により高度処理型合併処理浄化槽が
設置された基数 124基 240基
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前期基本計画

＊谷津田
施策24参照

＊羽田空港再拡張事業
羽田空港（東京国際空
港）の発着能力を拡大
させるため、新たに
4本目の滑走路（D 滑
走路）を整備する事業

（平成22年10月供用開
始）。

＊市街化調整区域
「都市計画法」で市街化
を抑制すべきと規定さ
れている区域。この区
域では、開発行為は原
則として行えず、都市
施設の整備も原則とし
て行われない。

＊ヤード
主に自動車解体業の許
可を受けた業者が、騒
音や塵の飛散対策とし
て敷地を鉄製の塀など
で囲い込んだ施設。

＊高度処理型合併
　処理浄化槽
合併処理浄化槽のう
ち、窒素、りん、また
は有機物の高度な除去
能力を有するもの。

具体的な取り組み

(1) 優良自然地の保全
・ 本市に残された貴重な緑や生態系を把握するための自然環境調査を行い、良好な生

態系や地域の特性を有する地域を、環境観察モデル地区として指定します。

(2) 樹木等の保存
・ 本市の貴重な古木や巨木などを保存樹木・樹林として指定し、保存に対する助成を

行うとともに、指定樹木等を広く市民に周知します。

(3) 環境美化へのモラル向上
・ 環境美化へのモラル向上につながる啓発を行うとともに、「まちをきれいにする条

例」に基づき、行政、市民、事業者や関係団体と連携を図り、それぞれの立場で役
割と責任を分担しながら、協働して環境美化施策の推進に取り組みます。

・ ペットの飼い主が責任を持って適正な飼育管理に努めるよう、しつけ教室を開催す
るなどマナー啓発を行うほか、犬の登録、狂犬病予防注射済登録などを行います。

(4) 公害防止対策の推進
・ 野焼き、土砂やごみ等の不法投棄に対する監視を行うとともに、大気汚染や水質汚

濁、騒音や振動等の公害防止に向け、調査測定を継続的に行います。
・ 生活排水による水質汚濁を防止するため、高度処理型合併処理浄化槽＊の普及促進

を図るとともに水環境改善に向けた啓発を行います。
・ 羽田空港再拡張事業に伴う航空機騒音については、県、関係自治体と連携し、国に

対して騒音軽減に向けた対策を求めていきます。
・ 不法ヤード対策を強化するため、県、警察など関係機関との連絡体制や地域と連携

した監視体制を整備します。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　容 担当課

環境行政推進事業（再掲） 自然環境調査を行い、環境観察モデル地区を指
定します。 環境政策課

保存樹木樹林等保存選定事
業

古木や巨木等を保存樹木に指定するほか、樹木
等の保存管理への補助を実施します。 産業振興課

環境衛生推進事業 「まちをきれいにする条例」に基づき、環境美化
活動を推進します。 環境政策課

合併処理浄化槽普及促進事
業 高度処理型合併処理浄化槽設置に助成します。 環境政策課

期待される役割

市　民 環境美化に対する意識を高める。

地　域 優良自然地の保全や地域の環境美化活動を積極的に行う。

事業所 地域の環境美化活動に積極的に参加する。
廃棄物の適正処理など公害防止に努める。
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し尿等の処理を行っている印旛衛生施設管理組合

合葬式墓地

26　

環
境
衛
生
対
策
の
推
進

施策分野【環境保全】

施策26　環境衛生対策の推進

現況と課題

・市民が快適で衛生的な生活を送るためには、公共下水道や合併処理浄化槽を活用
し、し尿の適正な収集・処理を図ることが必要です。

・市営霊園は合葬式墓地が整備されているものの一般墓地は余剰区画がないため、今
後、将来の需要を見据えた事業の方向性を検討する必要があります。

・葬祭事業については、佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合＊で広域的な運営を
行っています。施設が老朽化していることから、計画的な修繕を行うなど、今後も
適正な管理、運営を進めていく必要があります。

基本方針

●快適で衛生的な生活環境維持のため、し尿や浄化槽汚泥の処理、将来を見据え
た霊園や斎場の適正な管理運営などを行います。
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前期基本計画

＊佐倉市、四街道市、
酒々井町葬祭組合

本市のほか、佐倉市、
酒々井町で構成する一
部事務組合。公営の葬
祭施設「さくら斎場」
を運営する。

＊印旛衛生施設管理
　組合
本市のほか、佐倉市、
八街市、富里市、酒々
井町で構成する一部事
務組合。４市１町から
発生する、し尿や浄化
槽汚泥の処理を行う。

具体的な取り組み

(1) 環境衛生対策の充実
・ 印旛衛生施設管理組合＊において、し尿や浄化槽汚泥の安定した処理を行います。
・ し尿や浄化槽汚泥の適切な収集体制を確保するため、し尿くみ取り業者及び浄化槽

清掃業者への適切な指導を行います。

(2) 霊園事業の充実
・ 市営霊園の適正な管理、運営を行います。
・ 市民の霊園需要の動向に対応した整備方針を検討します。

(3) 斎場事業の充実
・ 佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合によりさくら斎場を適正運営します。
・ 修繕計画を策定し計画的な施設管理を行います。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　容 担当課

印旛衛生施設管理組合事業 組合に参画し、し尿や浄化槽汚泥の処理を行い
ます。 廃棄物対策課

市営霊園整備事業 市営霊園にかかる需要調査を行い、整備方針の
検討を行います。 環境政策課

葬祭組合事業 組合に参画し、公営葬祭施設「さくら斎場」を運
営します。 環境政策課

期待される役割

市　民 環境衛生対策を遵守し、衛生的な生活を心がける。
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27　

循
環
型
社
会
の
推
進

施策分野【循環型社会】

施策27　循環型社会の推進

現況と課題

・近年、環境への意識の高まりを背景に、持続可能な循環型社会に向けた取り組みの
重要性が高まっています。また、東日本大震災を契機とした東京電力福島第一原子
力発電所における事故により、我が国のエネルギー政策は見直しが求められていま
す。

・市民の再生可能エネルギーの利用や省エネルギーの実践などに対する関心も高く
なっていることから、これらの取り組みを推進していく必要があります。

・本市の１人１日当たりのごみの排出量は全国的にも少なく、リサイクル率は全国平
均と比べて高い水準にあります。今後も廃棄物による環境負荷の軽減を図るため、
市民生活や企業活動における廃棄物の３Ｒ＊（スリーアール）を推進することが必要
です。

基本方針

●地球環境への負荷を低減し、持続可能な循環型社会を推進するため、市民、事
業者、行政が協働して、省資源・省エネルギーの実践や３Ｒの推進に取り組み
ます。
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前期基本計画

＊3R（スリーアール）
廃棄物の排出を抑制す
る「リデュース」、製品
や部品を再使用する

「リユース」、新たな製
品の原材料として再生
利用する「リサイクル」
のそれぞれの頭文字を
とったもの。

＊再生可能エネルギー
太陽光や太陽熱、水力、
風力、バイオマス、地
熱などのエネルギー。
一度利用しても比較的
短期間に再生が可能で
あり、資源が枯渇しな
い。

＊雑がみ
家庭から排出される古
紙類のうち新聞・雑誌・
段ボール以外で紙の再
生原料となるもの。本
市ではごみの減量及び
リサイクルを目的とし
て、平成21年12月か
ら分別収集を行ってい
る。

具体的な取り組み

(1) 省資源・省エネルギーの推進
・ 小規模雨水利用設備、住宅用省エネルギー設備等の設置に対して助成するなど、資

源の有効利用や再生可能エネルギー＊の普及促進を図ります。
・ 公共施設等の照明器具を環境配慮型に更新するなど省エネルギーの取り組みを進め

るとともに、太陽光発電システムの導入を推進するほか、太陽光発電以外の再生可
能エネルギーについても導入可能性を検討します。

(2)  ３Ｒ（スリーアール）の推進
・ 「一般廃棄物処理計画」に基づき、３Ｒの推進及び適切なごみ処理を行うとともに、

ごみの発生抑制（リデュース）及び費用負担の公平化を図るため、新たに家庭ごみの
有料化を検討します。

・ 不用品の交換情報の提供や販売、買い物袋持参運動の推進などを通じて、ごみの減
量やリサイクルに関する意識啓発を図るとともに、リユースの拠点施設の整備を検
討します。

・ 雑がみ＊や植栽剪定枝などのリサイクルを推進するとともに、新たに廃食油や使用
済小型電子機器などリサイクル品目を拡大し、リサイクル率の向上を図ります。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　容 担当課

環境保全対策事業 住宅用省エネルギー設備の設置費用助成を行い
ます。 環境政策課

ごみ減量化・リサイクル推
進事業

３Ｒを推進し、新たに廃食油や使用済小型電子
機器等のリサイクルを行います。 廃棄物対策課

施策指標

指標名 指標の説明 現況値 目標値
住宅用省エネルギー
設備等設置件数

市の補助により住宅用省エネルギー設備等が
設置された延べ件数 169件 900件

リサイクル率 ごみ排出量に占めるリサイクル処理された量
の割合 24.9% 36.6%

期待される役割

市　民
家庭において省資源・省エネルギーを実践する。
無駄なものは購入しない、ものを長く使う、分別を徹底するなどごみの減量
化に取り組む。

地　域 資源物回収に協力する。

事業所 省資源・省エネルギーを実践する。
事業系ごみの削減に取り組む。
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四街道市統計書（資料：クリーンセンター） クリーンセンター

ごみの排出量推移

28　

ご
み
の
適
正
処
理

施策分野【循環型社会】

施策28　ごみの適正処理

現況と課題

・ごみの減量化や分別の促進のため、ごみに関する情報や学習機会を提供するなど市
民の意識啓発が必要です。

・公道などへのごみの不法投棄はさらなる不法投棄を誘発し、生活環境の悪化を招く
ため、不法投棄を抑制する対策をとることが必要です。また、不法投棄が行われた
場合には、迅速に撤去することが必要です。

・市民の快適で衛生的な生活を確保するため、ダイオキシン類などの有害物質の排出
を抑制し、安全かつ安定的な廃棄物収集運搬処理体制を構築することが必要です。

・本市は最終処分場を持たないため、ごみの減量化により焼却灰の排出を抑制すると
ともに、安定的な最終処分先を確保することが必要です。

・ごみ処理施設については、関係自治会等と協議のうえ、整備する必要があります。

基本方針

●将来にわたって適正なごみ処理を行うため、市民のごみに対する意識の高揚を
図るとともに、安全・安定したごみ処理体制を構築します。
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前期基本計画

具体的な取り組み

(1) ごみに関する意識の高揚
・ クリーンセンターの見学やゴミゼロ運動の実施、再資源化した結果の“見える化”な

どリサイクルに関する情報提供を行い、ごみの分別徹底、ごみの減量化などごみに
関する意識の高揚を図ります。

・ 地域が行う清掃活動を支援します。
・ 紙類の分別を促進するなど事業系ごみの減量化を推進します。
・ 公道などに不法投棄された廃棄物の撤去処分を行い、不法投棄の誘発や生活環境の

悪化を防止します。
(2) ごみ処理体制の充実
・ 収集運搬体制の充実を図り、高齢者や障害者のみの世帯のうち、ごみ出しが困難で

ほかに協力が得られない人を対象に家庭ごみの戸別収集を行います。
・ 安定的な最終処分先を確保します。
(3) ごみ処理施設の整備
・ 日常の運転管理、定期的な点検整備及び老朽化設備の修繕等を行い、ダイオキシン

類など有害物質の排出規制を遵守し、クリーンセンターを安全かつ安定的に運営し
ます。

・ 将来にわたって安定的なごみ処理を実現するため、関係自治会等と協議を行います。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　容 担当課

ゴミゼロ運動事業 市内一斉ゴミゼロ運動を実施します。 クリーン
センター

廃棄物収集運搬処理処分事
業

市内で発生する廃棄物を区分して収集・運搬す
るとともに、リサイクルに配慮した適正な処理・
処分を行います。

クリーン
センター

クリーンセンター管理運営
事業

日常の運転管理、定期的な点検整備及び老朽化
した設備の修繕等を行い、クリーンセンターを
適切に運営します。

クリーン
センター

施策指標

指標名 指標の説明 現況値 目標値
１人１日当たりごみ
排出量 市民1人が1日に排出するごみの量 875g 809g

期待される役割

市　民 ごみを出さない消費行動を実践する。
ゴミゼロ運動などの清掃活動に参加する。

地　域 地域の清掃活動を行う。

事業所 ゴミゼロ運動や地域の清掃活動に協力する。



120

基本目標４　みどりと都市が調和したうるおいのあるまち

公園種別 箇所数 面積（㎡）
総合公園 1 193,000
地区公園 1 41,323
近隣公園 6 111,603
街区公園 137 149,492
合計 145 495,418

四街道市統計書（資料：都市計画課）

都市公園の状況（平成24年９月１日）

四街道総合公園

29　

計
画
的
な
緑
の
整
備

施策分野【住環境】

施策29　計画的な緑の整備

現況と課題

・本市は、谷津田＊や斜面林などの自然を保全するとともに、どんぐりの森プレーパ
ークや四街道総合公園の整備など、緑を活かしたまちづくりを進めてきました。一
方で、都市化の進行や農林業者の減少に伴い、本市の財産である貴重な緑は徐々に
減少しています。

・市民の協力のもと策定した、本市の緑に関する基本的な考え方を示す「みどりの基
本計画」＊と「みどりの基本計画行動計画」に基づき、市民、事業者等と連携しなが
ら緑の保全、創出へ取り組むことが必要です。また、市民の身近な緑を大切にしよ
うとする機運を高めていくことも必要です。

・緑は、市民生活に安らぎやうるおいを与えるとともに、動植物の生息域としても貴
重な資源となっています。市街地内の緑が少ない本市では、緑の持つ、良好な景観、
防災機能や多様な動植物の生態系の機能をより高く発揮するため、緑に連続性を持
たせ、まとまりのある緑を創出していく緑のネットワーク化が必要です。

・公園施設では、施設や遊具の老朽化が進んでいることから、安全性を確保するため
の取り組みが必要です。また、公園施設に対する市民ニーズは多様化しており、公
園が持つ防災、環境保全、子どもや高齢者の憩いや健康づくりの場など、市民ニー
ズに沿った整備を進めていく必要があります。

基本方針

●緑地や公園が持つ多様な機能を享受するため、緑の拠点と市街地の緑地空間を
有機的に結ぶ緑のネットワークを形成します。また、公園の整備や緑地、里山、
谷津田などの保全を市民と協働して推進します。
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前期基本計画

＊谷津田
施策 24 参照

＊みどりの基本計画
「都市緑地法第 4 条」
に規定されており、本
市の緑地の保全及び緑
化の推進に関する基本
計画を定め、緑に関す
る基本的な考え方を示
した計画。

＊土地区画整理事業
「土地区画整理法」に
基づき、道路、公園な
どの公共施設を整備・
改善し、土地の区画を
整え、宅地の利用の増
進を図る事業。

具体的な取り組み

(1) 緑のネットワークの形成
・ 「みどりの基本計画」の中期取り組み内容を決定し、計画的に緑のまちづくりを推進

します。
・ 緑のまちづくりを進めるため、市民、事業者、行政の連携体制を整えるとともに、

緑の拠点づくりを進め、公園、市民の森等と、市内に広がる緑地、里山、谷津田な
どをつなぐ緑のネットワーク形成に努めます。

・ 市民の緑化に対する意識を高め、市民と連携して住宅地などの緑化を推進します。

(2) 公園・緑地の整備
・ 土地区画整理事業＊により物井地区などへの公園整備を促進します。
・ 安全で快適な都市公園を維持するため、老朽化した施設の計画的更新や遊具の安全

性を確保した更新を進めます。また、適正な利用に配慮し、利用者と周辺住民のト
ラブルなどを未然に防ぐとともに、市民の自主的な管理を促進します。

・ 市内に広がる緑地、里山、谷津田などの保全に努めるとともに、自然を活かした学
びや遊びを取り入れた活用が図られるよう、関係者や利用者の意向等を踏まえた整
備を進めます。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　容 担当課

緑化推進事業
栗山みどりの保全事業を推進するほか、「みどり
の基本計画」に基づき、計画的に緑のまちづくり
を推進します。

都市計画課

都市公園・緑地維持管理事
業

中央公園庭球場の改修のほか、公園内施設の点
検保守管理、樹木管理、遊具等施設修繕を行い
ます。

都市計画課

施策指標

指標名 指標の説明 現況値 目標値
市民一人当たりの都
市公園面積 市公園整備面積 / 人口 7.2㎡ / 人 8.9㎡ / 人

期待される役割

市　民 地域の公園の維持管理に積極的に参加する。また、自然環境を保全するとと
もに、住宅地における緑化の推進に努める。

地　域 公園・緑地づくりに積極的に関わるとともに、維持管理に努める。

事業所 地域の公園の維持管理に積極的に参加する。また、事業所における緑化の推
進に努める。
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計画的に開発された住宅地

30　
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好
な
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境
の
整
備

施策分野【住環境】

施策30　良好な住宅・住環境の整備

現況と課題
・本市の市街地は、ＪＲ四街道駅を中心とした既成市街地と、計画的に開発された住

宅地に大別され、計画的に開発した住宅地は、敷地面積も広く、生活基盤も整って
いることから、住環境について高い評価を得ています。一方、既成市街地は、安全
性や利便性を高める生活基盤の向上が求められています。

・計画的に開発された住宅地のなかには、整備後、３０年以上を経過した地域もあり、
世代交代による住宅の建て替えや住み替えが一部でみられるものの、住民の高齢化
や空き家の増加など、新たな問題が顕在化してきており、今後は、これらの課題に
対応していく必要があります。

・景観面では、整備が終了した松並木シンボルロード＊のほか、ガス灯をシンボルと
した住宅地など、良好な景観を有する地域があります。良好な住環境・景観は、定
住人口の維持・拡大のための大きな魅力の一つとなります。住環境・景観の形成に
あたっては、地区計画＊に基づくところも大きく、市民、事業者、行政がそれぞれ
の役割を果たし継続的に取り組んでいくことが必要です。

・今後、本市においてはこれまで以上に高齢者人口の増加が見込まれます。高齢者が
安心して自分の住宅で住み続けられるよう、バリアフリー＊化や、老朽化した家屋
のリフォーム等、住宅改善のための支援が必要です。また、市営住宅においても、
老朽化対策などによる居住環境の向上が求められています。

基本方針

●整備した住宅地など、地域の特性に応じた住環境の形成を図るため、総合的な
住宅施策の推進と地区計画制度等の適切な運用により、良好な住環境の形成に
努めます。
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前期基本計画

＊松並木シンボル
　ロード
JR 四街道駅北口より
市内中心市街地を南北
に貫く都市計画道路
3･4･2 号沿いの松並
木通り。快適な歩行空
間と良好な景観を形成
している。

＊地区計画
都市計画法に定められ
ている、住民の合意に
基づいて、それぞれの
地区の特性にふさわし
いまちづくりを誘導す
るための計画。

＊バリアフリー
施策5参照

＊都市計画マスター
　プラン
施策37参照

＊開発行為指導要綱
開発行為等によって、
無秩序な市街化が行わ
れることを規制し、良
好な市街地の造成並び
に快適な生活環境の保
持を目的に制定された
要綱。

＊住生活基本計画
市民の豊かな住生活の
実現をめざし、ストッ
ク重視、市場重視、福
祉・まちづくり等の関
係する施策分野との連
携、地域の実情を踏ま
えたきめ細かな対応な
どを基本として、住生
活の安定の確保及び向
上の促進に関する施策
を推進するための計画。

具体的な取り組み

(1) 居住環境の維持・向上
・ 住宅地については、「都市計画マスタープラン＊」や「開発行為指導要綱＊」などに基

づき、良好で快適な居住環境の維持、形成を誘導します。
・ 市民生活の利便性を高めるため、市街地の住居表示事業を実施します。
・ 違反建築物の発生を未然に防止するため、関係機関と連携して建築パトロールを実

施し、監視体制の強化に努めます。
・ 「住生活基本法」に基づき、本市の住宅施策を総合的に推進する「住生活基本計画＊」

を策定します。
・ 増加傾向にある空き家の実態調査を進め、空き家の効果的な対策を検討していきま

す。
・ 介護、子育てなど親世帯と子世帯がお互いに協力できる環境づくりを推進する親元

同居、近居等への支援を行います。
(2) 魅力ある景観づくりの推進
・ 住宅地については、地区計画を推進し、市民主導による住環境の向上に努めます。
・ 公共空間については、周辺の景観や環境との調和を図るよう、その意匠や、形態、

色彩などに配慮します。また、街路樹、ガス灯等の適正な管理に努め、景観維持に
取り組みます。

・ 放置自転車等については、パトロールを実施するとともに、指導、撤去を行います。
(3) 快適な住まいの整備
・ 家屋のリフォームやバリアフリー化を促進するための事業を推進します。
・ 「公営住宅等長寿命化計画」に基づき各市営住宅の個別改善を実施し、入居者の居住

性を高めていきます。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　容 担当課

住生活基本計画推進事業 本市の住宅施策を総合的に推進する「住生活基本
計画」を策定します。 建築課

街路樹管理事業
街路樹の剪定、危険木除去、除草などを行い、
景観の維持と道路交通の安全確保に取り組みま
す。

道路管理課

建築行政事業 住宅リフォームに対する補助を行います。 建築課

施策指標

指標名 指標の説明 現況値 目標値
放置自転車等撤去台
数

自転車等放置禁止区域における放置自転車等
の年間撤去台数 1,132台 1,000台

期待される役割

市　民 地区計画を遵守するなど、良好な居住環境の維持、形成に努める。

地　域 地区計画を遵守するなど、良好な居住環境の維持に努める。また、地区計画
がない地域は、地区計画の導入に努める。

事業所 地区計画を遵守するなど、良好な居住環境の維持、形成に努める。
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四街道雨水幹線

31　

排
水
対
策
の
推
進

施策分野【生活基盤】

施策31　排水対策の推進

現況と課題

・本市を流れる河川は、鹿島川、上手繰川、勝田川の３水系に分かれ、この３河川に
公共下水道の雨水幹線＊やその他の排水路などが流入しています。

・都市化の進展に伴い、生活排水の増量、土地の保水・遊水機能の低下や近年の局地
的大雨＊により、市街地内の一部に浸水・冠水などの被害が発生しており、雨水対
策の一層の強化が求められています。

・道路施設の排水機能を向上させるため、側溝整備を計画的に進めてきましたが、未
整備地区の解消にまでは至っていません。一方で、既存側溝の老朽化などによる改
修を要する箇所や側溝に土砂が堆積している箇所など、側溝の持つ機能が十分に発
揮できていない箇所もあり、市民ニーズを踏まえた側溝整備と適切な維持管理を進
めていく必要があります。

・雨水対策については、長期の整備期間を必要とする流域整備に留まらず、雨水が短
時間に河川へ流れ込まないよう、一時的に雨水を貯留するなど、さまざまな対策を
総合的に行っていくことが必要です。

基本方針

●大雨時における溢
いっすい

水を防止するため、河川、排水路、排水施設の整備や雨水を
貯留する施設の整備など、総合的な雨水対策を進めます。
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前期基本計画

＊雨水幹線
公共下水道のうち、雨
水の排水を目的とした
もの。生活雑排水用の
管とは別に設けられて
いる。

＊局地的大雨
施策13参照

＊雨水貯留施設
施策13参照

＊浸透ます
雨水流出抑制施設のう
ちの浸透型施設の一つ
で、雨水ますの底部を
開口または多孔にして
砂利や砕石を敷き並
べ、雨水を浸透させる
もの。

具体的な取り組み

(1) 河川・排水路の整備
・ 排水路の溢水対策として、雨水貯留施設＊を整備します。
・ 市内の浸水や冠水を防止するため、東部排水路の暫定改修及び第３排水路等の溢水

対策を進めます。また、河川やその他の排水路の整備を計画的に進めます。

(2) 道路排水施設の整備
・ 道路側溝の新設を進め、未整備地区の解消に努めます。
・ 道路冠水を未然に防止するため、道路側溝の改修や側溝内に堆積した土砂の撤去を

行うなど、道路側溝の機能を維持します。
・ 事業者の開発行為に対して適切な指導を行い、宅地からの雨水流出の抑制を図りま

す。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　容 担当課

四街道雨水幹線改修事業 四街道雨水幹線の溢水解消に向けた整備を行い
ます。 下水道課

排水溝整備事業 道路側溝の新設、改修を行います。 道路管理課

施策指標

指標名 指標の説明 現況値 目標値

下水道雨水整備率 整備済面積 / 計画面積 33.9% 38.9%

期待される役割

市　民 住宅敷地内での雨水貯留施設や浸透ます＊の設置に努める。

地　域 道路排水や排水施設の維持管理に努める。

事業所 事業所敷地内での雨水貯留施設や浸透ますの設置に努める。
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下水道普及率
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施策分野【生活基盤】

施策32　下水道の整備・充実

現況と課題

・公共下水道については、生活環境の向上、公共用水域の水質保全、浸水の防止な
　どを目的に、昭和４７年度から整備に着手し、平成２４年度末で事業認可面積
　１，３０９ｈａに対して整備面積は１，０９３ｈａ、処理開始区域内人口は

８１，３２２人で、普及率は８９．６％となっています。

・市街化区域＊内を中心に整備が進められた下水道の管路施設は、施設整備後４０年
を経過しているものもあり、老朽化に伴う更新費用の増大が懸念されています。今
後は、施設の損傷が軽微なうちに補修し、長持ちさせるという予防保全の考えに基
づく維持管理により、施設の長寿命化に取り組んでいく必要があります。

・公共下水道の整備は着実に進んでいますが、整備済区域のなかには、未接続の世帯
があり、下水道接続への啓発が必要です。

・本市では、市街化区域内の下水道整備率は高い数値となっています。今後は、市街
化区域内の未整備地区への普及を進めていくほか、市街化調整区域＊内における効
率的な汚水処理の方法について検討していく必要があります。

基本方針

●快適で衛生的な生活環境を維持するため、公共下水道の計画的な整備を進め、
未整備地域の解消を図るとともに、供用開始地域の公共下水道への接続を促進
します。
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前期基本計画

＊市街化区域
「都市計画法」におい
て、無秩序な市街化を
防止し、計画的な市街
化を図るため都市計画
区域を市街化区域と市
街化調整区域に区分す
ることができ、市街化
区域は、すでに市街化
を形成している区域ま
たはおおむね10年以
内に優先的かつ計画的
に市街化を図るべき区
域。

＊市街化調整区域
施策25参照

＊水洗化義務期間
くみ取便所が設けられ
ている建築物を所有す
る者が、汚水管が公共
下水道に連結された水
洗便所に改造すること
を定められた期間。公
共下水道の処理を開
始する日から3年以内

（下水道法）。

具体的な取り組み

(1) 公共下水道の整備
・ 市街化区域内の公共下水道の整備を着実に進め、未整備地域の解消を図ります。ま

た、「下水道長寿命化計画」に基づく予防型の対策事業を推進します。
・ 市街化調整区域内においては、合併処理浄化槽の普及状況と公共下水道の整備費用

を踏まえ、調査・研究を行います。

(2) 公共下水道の普及・促進
・ 整備済区域のなかに未接続の世帯があることから、水洗化義務期間＊経過後の未水

洗化家屋を中心に水洗化への指導等を行います。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　容 担当課

公共下水道整備事業 公共下水道（汚水）の計画的な整備を進めます。 下水道課

下水道普及・促進事業 整備済区域内の未接続世帯の解消に向けた接続
促進啓発の取り組みを実施します。 下水道課

施策指標

指標名 指標の説明 現況値 目標値

下水道整備率 整備済面積 / 計画面積 83.5% 90.8%

期待される役割

市　民 下水道には不適切な物を流さないよう正しい下水道の知識を習得する。整備
区域内において、下水道が未接続の場合は、下水道への接続を行う。

地　域 地域の市民に、下水道には不適切な物を流さないよう正しい下水道の知識を
共有する。

事業所 下水道には不適切な物を流さないよう正しい下水道の知識を習得する。整備
区域内において、下水道が未接続の場合は、下水道への接続を行う。
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施策分野【生活基盤】

施策33　安定した水の供給

現況と課題

・本市の水道事業は、昭和３７年の給水開始以来、急激な人口の増加に対応するため、
給水能力の向上に努めており、平成２４年度末には、９９％を超える高い水道普及
率となっています。

・本市は、水源を地下水に依存してきましたが、昭和４７年の県公害防止条例による
地下水取水規制により、昭和５６年から、印旛広域水道用水供給事業＊に参加し、
現在、表流水への転換を進めています。

・表流水への転換には、水資源の確保が必要であり、印旛広域水道用水供給事業を通
じて、水利権＊の確保に努めていく必要があります。

・今後は、主要水道管、老朽管及び浄水施設等の更新を引き続き進めるとともに、徹
底した水質の維持管理により、安全な水の供給が求められています。

基本方針

●安全な水を安定して供給していくため、水源の確保と浄水・取水・配水施設の
整備、更新を計画的に進めていきます。
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前期基本計画

＊印旛広域水道用水
　供給事業
市町村事務の一部を共
同処理することを目的
として設立された印旛
郡市広域市町村圏事務
組合の事業。利根川な
どから取水した原水を
水道水にして、水道事
業を行っている印旛郡
の７市１町１企業団へ
供給している。

＊水利権
河川の流水、湖沼の水
などを排他的に取水し、
利用することができる
権利。

具体的な取り組み

(1) 水資源の確保
・ 印旛広域水道用水供給事業に参加している市町との連携・協力のもと、水利権の確

保について国・県に対して要望していきます。

(2) 安全で安定した給水
・ 市民が常に安全な水の給水を受けられるよう、水質調査を行うとともに、水質管理

体制の強化を図ります。
・ 年数を経過した浄水施設、取水施設の適切な更新、改修を進めます。
・ 漏水の防止や安定した給水を図るため、老朽管、狭小管の更新を進めます。また、

配水管の耐震性の向上をめざし、主要水道管の更新を進めます。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　容 担当課

印旛広域水道用水供給事業 印旛広域水道用水供給事業に参加し、水道用水
の長期安定給水のための水源確保を行います。 政策推進課

水道管布設事業
老朽管、狭小管を更新します。また、配水管の
耐震性向上をめざし、主要水道管の更新を進め
ます。

工務課

施策指標

指標名 指標の説明 現況値 目標値

管路の耐震化率 耐震管路延長 / 管路総延長 26.3% 30.2%

期待される役割

市　民 水資源の重要性を理解し、節水を心がける。

地　域 赤水の発生や漏水を発見した場合、速やかに通報する。

事業所 水資源の重要性を理解し、節水を心がける。





基本目標５

にぎわいと活力にあふれるまち
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基本目標5　にぎわいと活力にあふれるまち

34　

道
路
網
の
整
備
・
拡
充

施策分野【道路・交通】

施策34　道路網の整備・拡充

現況と課題

・本市には、高規格幹線道路である東関東自動車道水戸線が市内北部を横断し、四街
道インターチェンジが設置されています。また、一般国道である国道５１号が市内
南部を横断しており、主要地方道（県道）が四街道駅を中心に市街地を横断する形で
整備されています。

・市内交通網を形成する本市の都市計画道路は、計２３路線、総延長５０．０２
km が計画決定されています。都市計画道路の整備率は、平成２４年度末時点で
４６．４％であり、県平均の５４．５％と比べて低い整備率となっています。

・千葉市に隣接し、成田空港に近接している本市は、通過交通量の割合も高く、ま
た、都市計画道路の整備も完了していないことから幹線道路の交通渋滞の発生とと
もに、生活道路への過剰な通過車両の流入が起きやすい状態となっています。

・市内をＪＲ線が横断しており、鉄道を通過するための路線が限られていることから、
今後は、交通渋滞の解消や防災力を強化するために効果的な路線の整備を進めてい
く必要があります。

・一般市道などの生活道路では、市街地の交通渋滞の影響から、住宅地内の道路が抜
け道として利用されているという状態であることを踏まえ、安全性や利便性を高め
るための整備を進めていく必要があります。

基本方針

●交通渋滞緩和や道路利用者の利便性、安全性の向上を図るため、「都市計画道
路整備プログラム＊」に基づく整備を進めるとともに、都市間交通を高める一
般国道・主要地方道（県道）の整備推進を働きかけます。また、安心して利用で
きる生活道路の整備に努めます。
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前期基本計画

＊都市計画道路整備
　プログラム
都市計画道路を計画的、
効率的に整備すること
を目的に、事業の費用
対効果、商業活性化や
災害からの観点など、
交通機能以外の多くの
要因についても客観的
な指標を用いて評価し、
都市計画道路の整備順
位を設定したプログラ
ム。

＊長寿命化修繕計画
これまでの使用上の問
題が発生した時点でそ
の都度対策を行う事後
保全的な対応から、計
画的かつ予防的な対応
に政策転換を図り、安
心した道路サービスの
提供とライフサイクル
コストの縮減・費用の
平準化を目的とした計
画。

具体的な取り組み

(1) 広域幹線道路の整備促進
・ 国道５１号や主要地方道（県道）については、市内の道路網の骨格となることから、

円滑な交通を確保するため、関係機関に整備を要望していきます。

(2) 都市計画道路等の整備
・ 都市計画道路については、防災や渋滞緩和の視点から市の南北を結ぶ道路の整備を

優先的に進めるほか、事業中の路線の早期完成と、未整備路線の早期着工に努めま
す。

・ 既存の幹線市道については、道路の改修や補修を行い、道路交通事故防止を図りま
す。

(3) 一般市道（生活道路）の整備・充実
・ 生活道路については、道路の新設改修を行うとともに、交差点改良を行い、交通事

故の防止を図ります。また、狭あい道路などの拡幅・整備を行います。さらに市が
管理する橋梁については、「長寿命化修繕計画＊」に基づく予防型の対策事業を推進
します。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　容 担当課

道路整備事務事業 国道、主要地方道（県道）の整備を国、県など関
係機関に要望していきます。 道路建設課

３・３・１号山梨臼井線整
備事業

都市計画道路３・３・１号山梨臼井線の整備を
行います。 道路建設課

道路新設事業 交差点改良事業や狭あい道路の改善を行い道路
の安全性・快適性を高めます。 道路建設課

施策指標

指標名 指標の説明 現況値 目標値
都市計画道路の整備
率 整備済延長 / 計画決定済延長 46.4% 49.5%

期待される役割

市　民 各事業者や市の道路整備のための事業推進に協力する。また、利用道路の改
修時は、通行回避などで協力する。

地　域 道路整備や利用道路の改修などの情報共有に努める。

事業所 各事業者や市の道路整備のための事業推進に協力する。また、利用道路の改
修時は、通行回避などで協力する。
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（平成２４年度現在）都市計画道路の現状 （平成２４年度末現在）

道路番号 名　　　称 幅員 延長 整備済延長

1 ３・３・１ 山梨臼井線 ２２ｍ ５，２００ｍ １，３６５ｍ

2 ３・４・２ 四街道駅前大日線 １８ｍ ２，４３０ｍ ２，０８０ｍ

3 ３・４・３ 四街道駅和良比線 １８ｍ １，１５０ｍ １，１５０ｍ

4 ３・４・４ 鹿放ケ丘佐倉線 １８ｍ ６，２４０ｍ ９７７ｍ

5 ３・４・５ 千葉鹿放ケ丘線 １８ｍ １，３００ｍ －

6 ３・４・６ 千葉四街道線 １８ｍ ４，７６０ｍ １，５８０ｍ

7 ３・４・７ 南波佐間内黒田線 １８ｍ ３，７３０ｍ ３９４ｍ

8 ３・４・８ 四街道鹿渡線 １６ｍ ２，８７０ｍ ２，３１０ｍ

9 ３・４・９ 四街道和良比線 １６ｍ １，５２０ｍ ７００ｍ

10 ３・４・１０ 鹿放ケ丘半台線 １６ｍ ３，０２０ｍ ２，６９０ｍ

11 ３・４・１１ 四街道大日桜ケ丘線 １６ｍ ２，３００ｍ １８０ｍ

12 ３・４・１２ 和良比鹿渡線 １６ｍ ２，０００ｍ １，２８０ｍ

13 ３・４・１３ 船橋四街道線 １６ｍ ７５０ｍ ５００ｍ

14 ３・４・１４ 物井駅前線 １６ｍ １，６００ｍ １，６００ｍ

15 ３・４・１５ 物井駅佐倉線 １８ｍ １６０ｍ １６０ｍ

16 ３・５・１６ 四街道駅前下志津新田線 １２ｍ １，０２０ｍ ２６０ｍ

17 ３・５・１７ 下志津新田四街道線 １２ｍ ２４０ｍ －

18 ３・４・１８ 鹿渡大日線 ２０ｍ ５９０ｍ ５９０ｍ

19 ３・４・１９ 小名木和良比線 １６ｍ １，６３０ｍ １，６３０ｍ

20 ３・４・２０ 物井1号線 １６ｍ ２，９７０ｍ ２，５９９ｍ

21 ７・６・２１ 物井2号線 １０ｍ ６７０ｍ ４８０ｍ

22 ７・６・２２ 物井3号線 ９ｍ ７００ｍ ７００ｍ

23 ３・３・２３ 国道51号 ２５.２５ｍ ３，１７０ｍ －

合計 ５０，０２０ｍ ２３，２２５ｍ
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前期基本計画

都市計画道路３・４・３号
四街道市和良比付近

都市計画道路３・３・１号
四街道市千代田付近

都市計画道路３・４・12号
四街道市美しが丘付近

都市計画道路
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基本目標5　にぎわいと活力にあふれるまち

ＪＲ四街道駅北口 道路パトロールカー

35　

交
通
環
境
の
整
備

施策分野【道路・交通】

施策35　交通環境の整備

現況と課題

・市が管理する市道は、実延長約４００㎞に及び、誰もが安全に道路を利用できるよ
う、道路パトロールの実施による損傷箇所の早期発見や市民要望への迅速な対応な
ど、適正な維持・管理に努めています。

・本市は、高齢者や障害者の利用頻度が高い医療施設や福祉施設が集中して立地して
いるとともに、今後、本市における高齢者人口の一層の増加が予測されることから、
交通弱者である高齢者、障害者そして子どもなどを含む誰もが使いやすいユニバー
サルデザインの視点による交通環境の整備が求められています。

・すべての市民が安心して道路を利用できるよう、歩道の拡幅やバリアフリー＊化、
交通安全施設の整備などに取り組んでいく必要があります。

・ＪＲ四街道駅周辺は、交通量が多いことに加えて、通勤時間帯での自家用車による
駅までの送迎、買い物などによる一時停車、放置自転車の発生などさまざまな要因
から交通渋滞を招きやすい状態となっており、道路環境の改善や迷惑行為の解消に
向けた取り組みを進めていく必要があります。

基本方針

●誰もが安心して利用できる交通環境を整備するため、道路のバリアフリー化を
進めるとともに、歩道・道路の適切な維持管理を行います。また、駅周辺にお
ける交通環境の改善に取り組みます。
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前期基本計画

＊バリアフリー
施策５参照

具体的な取り組み

(1) 道路管理の強化・充実
・ 道路パトロールを実施し、破損箇所の早期発見、早期修繕を行うなど、道路の適切

な維持管理に努めます。また、道路用地における除草、清掃など、適正な環境の維
持に努めます。

・ 交通環境を向上させるため、歩道のバリアフリー化や交通安全施設の整備を推進し
ます。

(2) 駅周辺の交通環境の整備
・ ＪＲ四街道駅周辺の交通混雑解消のため、北口広場の再整備を進めます。また、駅

南口にエレベーターを設置することで、駅南北の連絡性を向上させます。
・ ＪＲ物井駅周辺の利便性を向上させるため、西口広場の歩行者デッキや自転車駐車

場を整備します。
・ 駅周辺環境を維持するため、駅前広場、市営駐車場の維持・管理及び放置自転車等

禁止区域における放置自転車等への指導、撤去を行います。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　容 担当課

道路管理事業
道路パトロールを実施し、破損箇所の早期発見、
早期修繕により、道路の適切な維持管理を行い
ます。

道路管理課

物井駅西側自転車駐車場整
備事業 物井駅西側の自転車駐車場整備を行います。 道路管理課

施策指標

指標名 指標の説明 現況値 目標値
バリアフリー化した
歩道整備箇所数

歩道の段差解消のため、バリアフリー化を
行った箇所数 127か所 207か所

期待される役割

市　民

違法駐車・違法駐輪などの迷惑行為をしない。また、道路の陥没・破損など
を発見した場合、速やかに市に通報する。
道路沿線の住民は、道路交通の妨げとならないよう樹木や物件等の管理を行
う。

地　域 交通量の多い道路や通学路における子どもの安全確保に努める。

事業所 違法駐車・違法駐輪などの迷惑行為をしない。また、道路の陥没・破損など
を発見した場合、速やかに市に通報する。
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基本目標5　にぎわいと活力にあふれるまち

74,928 75,228
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四街道市統計書（資料：政策推進課） 市内循環バス「ヨッピィ」

ヨッピィの利用状況

36　

公
共
交
通
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

施策分野【道路・交通】

施策36　公共交通サービスの充実

現況と課題

・本市では、多くの市民が通勤通学などにＪＲ線を利用しており、市民生活に欠くこ
とのできない大切な公共交通機関となっています。

・ＪＲ線については、東京・千葉方面への輸送力の増強や駅舎のバリアフリー＊化な
どの改善が進められてきましたが、利便性の一層の向上を図るため、列車増発によ
る輸送力の強化や、終電時刻の繰り下げ、安全性に配慮した駅舎改善などが必要で
す。

・市内バス路線は、ＪＲ四街道駅、ＪＲ物井駅を主な起点として、市内各所を結んで
います。また、民間路線バスが通っていない地域の公共交通として、市内循環バス

「ヨッピィ＊」が運行されており、市民の重要な日常生活の足となっています。

・近年、バス路線によっては利用者が減少傾向にあり、バス事業者による路線の維持
が困難となってきています。バス路線の維持拡充のため、収益性の向上や地域との
協力体制の強化が必要であるとともに、バス路線の未整備地域に対する公共交通の
対応が求められています。

基本方針

●利便性の高い公共交通を実現するため、ＪＲ線における輸送力の増強や駅舎の
改善を求めるとともに、バス路線の維持と、便数の増加に努めていきます。ま
た、タクシー事業者等の活用による新たな公共交通の充実を図っていきます。
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＊バリアフリー
施策5参照

＊ヨッピィ
市内北西部の公共交通
空白地域の解消を図
り、地域の移動手段を
確保することを目的
に、平成13年から運
行しているコミュニ
ティバス。平成25年3
月から、ルートの変更
や増便、普通運賃の改
定を実施。

具体的な取り組み

(1) ＪＲ線のサービス強化
・ ＪＲ線の利便性向上のため、通勤時間帯における列車の増発や、終電時刻の繰り下

げなど、運行ダイヤのさらなる改善と安全性に配慮した駅舎改善を積極的に事業者
に要望していきます。

(2) 地域交通の確保・充実
・ 路線バスについては、バス利用者を増加させるため、運賃体系等の見直しなどサー

ビスの充実をバス事業者に働きかけていくとともに、広報等におけるＰＲを積極的
に行っていきます。また、バス路線沿線の地域住民の協力のもと、バス路線の維持
や拡充のための取り組みを進めます。

・ 市内循環バス「ヨッピィ」については、収益性と市民の利便性に配慮した運行の改善
を図ります。

・ タクシー事業者などの交通主体との連携や市民ニーズに応じた交通システムの構築
に努めます。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　容 担当課

交通計画推進事業 市民の利便性向上を図るため、交通事業者と協
議し、調整を図るとともに要望を行います。 政策推進課

市内循環バス運行事業 市内循環バス「ヨッピィ」の運行に対して、補助
金を交付します。 政策推進課

施策指標

指標名 指標の説明 現況値 目標値
市内循環バス「ヨッ
ピィ」利用者数 市内循環バス「ヨッピィ」の年間の利用者数 81,988人 82,000人

期待される役割

市　民 公共交通機関を可能な限り利用し、路線維持に協力する。

地　域 公共交通機関を維持するため、地域住民に利用を呼び掛けるとともに、路線
維持に協力する。

事業所 公共交通機関を可能な限り利用し、路線維持に協力する。
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四街道駅

物井駅

千葉

51

66

64
155

循環バス（ヨッピィ）路線

一般のバス路線

国道・県道

成田・佐倉

成田・佐倉

成田・佐倉

バス路線図
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基本目標5　にぎわいと活力にあふれるまち

平成24年12月31日
四街道市統計書（資料：都市整備課）

地 区 名 施行主体 施行面積

鹿渡 組合 5.70ha

四街道駅前 市 6.15ha

和良比 都市基盤整備公団 40.92ha

四街道南 組合 78.72ha

内黒田 住宅供給公社 27.34ha

駅南第１ 組合 0.86ha

駅南第２ 組合 1.45ha

和良比三才 組合 0.64ha

都市核北 市 11.33ha

地 区 名 施行主体 施行面積

物井 都市再生機構 95.70ha

成台中 組合 51.18ha

鹿渡南部 組合 9.66ha

物井新田 組合 1.52ha

終了した土地区画整理事業 現在施行中の土地区画整理事業

37　

市
街
地
の
計
画
的
整
備

施策分野【市街地形成】

施策37　市街地の計画的整備

現況と課題

・本市の市街地は、主にＪＲ四街道駅を中心に自然発生的に市街化が進んだ既成市街
地と、昭和４０年代以降、計画的に開発造成された住宅団地を中心とする新市街地
とに大別され、新市街地の開発は現在も続いています。

・新市街地としての開発が進む物井特定土地区画整理事業＊や成台中土地区画整理事
業などの地域は、今後、人口流入に向けた取り組みを積極的に進めていく必要があ
ります。

・新市街地のなかでも、昭和４０～５０年代に開発・造成された地域では、世代交代
による住宅の建て替えや住み替えが一部で進んでおり、これらの動きと連動した都
市基盤施設の更新や再構築を図ることが求められています。

・既成市街地のなかでは、防災対策や居住環境向上の面からも、市街地の再整備が必
要な地区があり、要整備地区の抽出や事業化に向けた調査研究を行う必要がありま
す。

基本方針

●快適な市民生活を実現し、かつ、定住人口増加に結びつけるため、既成市街地
における都市防災機能の強化や土地区画整理事業の継続的な支援に取り組むと
ともに、「都市計画マスタープラン＊」に基づいた計画的なまちづくりを進めま
す。
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前期基本計画

＊土地区画整理事業
施策 29 参照

＊都市計画マスター
　プラン
「都市計画法」により
規定された「市町村の
都市計画に関する基本
的な方針」（法第18条
の2）のこと。

＊市街化区域
施策 32 参照

具体的な取り組み

(1) 都市計画マスタープランの推進
・ 良好な住宅都市を形成していくため、「都市計画マスタープラン」の方針に基づき、

まちづくりを進めます。

(2) 居住環境の計画的整備
・ 鹿渡南部地区、物井地区、成台中地区、物井新田地区で行われている土地区画整理

事業の早期完了に向けて、適正な指導等により、良好な居住環境を有した新市街地
の計画的な形成を図ります。また、事業地周辺の地区においては、区画整理と連携
した効果的な事業の促進を図ります。

・ 市街化区域＊内の未利用地については、個別の無秩序な宅地化を防止するため、適
正な誘導を図り、公共空間の確保に努めます。

(3) 既成市街地の再整備
・ 防災対策や居住環境の向上の面から市街地の再整備が必要な要整備地区の抽出や、

地域の特性に合った整備手法の検討をしていきます。また、ＪＲ四街道駅南口地区
市街地の再開発事業の事業化に向けた調査研究を行っていきます。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　容 担当課

都市計画事務事業 「都市計画マスタープラン」の方針に基づき、ま
ちづくりを進めます。 都市計画課

成台中土地区画整理事業関
連事業

土地区画整理事業の指導・支援を行うとともに、
区画整理区域外整備等を行います。 都市整備課

都市整備事務事業
計画的な市街地整備を進め、ＪＲ四街道駅を中
心とした南北一体の拠点形成について、調査研
究を行っていきます。

都市整備課

施策指標

指標名 指標の説明 現況値 目標値
土地区画整理事業に
よる整備地区数 土地区画整理事業による整備済地区数 9地区 13地区

土地区画整理事業に
よる整備面積 土地区画整理事業による整備済面積 173.1ha 331.2ha

期待される役割

市　民 「都市計画マスタープラン」の方針に基づいたまちづくりに協力する。

地　域 「都市計画マスタープラン」の方針に基づいたまちづくりに協力する。また、
地域の未利用地や空き家等の情報提供を行う。

事業所 地域の特性に応じた秩序ある市街地の開発、再開発に協力する。
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住機能と商業機能が近接する都市核

38　

都
市
核
等
の
計
画
的
形
成

施策分野【市街地形成】

施策38　都市核等の計画的形成

現況と課題

・本市は、中心市街地として発展してきたＪＲ四街道駅周辺地区を都市核＊として位
置づけ、多様な都市機能の集積やにぎわいとふれあいのある中心拠点をめざし、土
地区画整理事業＊を実施するなど、さまざまな施策を推進してきました。

・本地区は、多様な都市機能のほか、松並木シンボルロード＊が整備されるなど、利
便性のみならず優れた景観も備えています。一方で、一部には、土地・建物等の低・
未利用が発生しており、今後は、これらの有効なストックについて利活用を促進し、
市の魅力を高める各種機能の充実が求められています。

・市域の均衡ある発展のためには、都市核１か所に都市機能を集中させるだけでなく、
都市核を補完する地域の発展が必要です。

・土地区画整理事業により、居住環境が向上し、商業業務機能の強化が図られたＪＲ
物井駅周辺地区と、広域的な幹線道路、都市計画道路が接続する交通上良好な立地
条件を有する成台中地区を地域核＊として位置づけ、これら地域核の整備を促進し
ていくことで、市内の均衡ある発展に結びつけていくことが求められています。

基本方針

●中心市街地をにぎわいやふれあいのある中心拠点とするため、本市の発展の核
「都市核」として位置づけ、諸機能の誘導を図ります。

●市の均衡ある発展のため、都市核を補完する地域を「地域核」として位置づけ、
諸機能の誘導を図ります。
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前期基本計画

＊都市核
商業業務機能をはじめ
として都市に求められ
る諸機能を有し、都市
発展の核となる地域。
基本構想23ページ参
照

＊土地区画整理事業
施策29参照

＊松並木シンボルロー
ド

施策30参照

＊地域核
周辺地区を含む地域の
核として、交通網を含
めた地域の地理的要件
を踏まえながら、的確
な機能の誘導を図るこ
とにより、市の活性化
に寄与する地域。
基本構想23ページ参
照

具体的な取り組み

(1) 都市核の整備
・ ＪＲ四街道駅周辺地区のにぎわいの創出や利便性の向上を図るため、ＪＲ四街道駅

北口広場の再整備と駅南口にエレベーターを設置します。また、都市核としての機
能集積の促進に努めます。

・ ＪＲ四街道駅南口の市街地再開発事業については、駅を中心とする南北一体の拠点
形成を図るため、事業化に向けた調査研究を行っていきます。

・ 都市核北地区については、その優れた立地特性を活かすため、周辺の土地利用を十
分に勘案し、市民の利便性確保に留意したうえで、活用の方策を検討していきます。

(2) 地域核の整備
・ ＪＲ物井駅西口広場の整備を進めるとともに、物井特定土地区画整理事業を促進し

ます。
・ 成台中地区の都市機能整備を進めるとともに、成台中土地区画整理事業を促進しま

す。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　容 担当課
四街道駅北口広場再整備事
業

四街道駅北口広場の各機能を効果的に配置し、
市民ニーズを踏まえた再整備を行います。 道路管理課

物井駅西口広場歩行者デッ
キ整備事業 物井駅西口に歩行者デッキを整備します。 道路管理課

施策指標

指標名 指標の説明 現況値 目標値

地域核における区画
整理区域入居率

物井、物井新田、成台中の区画整理区域内の
入居率

（入居人口 / 計画人口）
33.3% 62.3%

期待される役割

市　民 計画的なまちづくりに協力する。また、都市核等のにぎわいの創出に貢献す
る。

地　域 イベントを開催するなど、都市核等のにぎわいの創出に貢献する。

事業所 計画的なまちづくりに協力する。また、都市核等のにぎわいの創出に貢献す
る。
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「ぶるぶる四街道」と「地域活性化
フリーペーパーマガジン 4B」

39　

商
工
業
の
振
興

施策分野【産業・就業支援】

施策39　商工業の振興

現況と課題

・本市の商業環境は、県内他市と比較して事業者数は少なく、小売吸引力指数＊も低
い水準となっています。

・長引く景気の低迷や消費者の購買行動の変化などにより、中心市街地の商店会など
では多くの中小企業者が厳しい経営を強いられており、廃業などによる空き店舗も
発生しています。

・まちににぎわいを創出するためには、大型商業施設と中小企業者が共存していくこ
とが必要であり、創業者に対する支援や、地域と商店会などが連携し地域を活性化
する取り組みなどへの支援を充実させていく必要があります。

・工業環境は、都心や成田空港への交通アクセスが良好な本市の立地特性を活かした
企業立地が十分に進んでいません。

・就業意欲がある市民に対しては、関係機関と連携した就業支援を行うとともに、障
害のある人などの就業機会の確保についても福祉部門との連携を図っていくことが
必要です。

基本方針

●商工業の振興のため、商店会や商工会などと協力して中心市街地の活性化など
に取り組むとともに、新たな企業の誘致や創業支援、中小企業者に対する支援
などを実施します。

●雇用機会拡大のため、関係機関等と連携した就業支援を行います。

施策指標

指標名 指標の説明 現況値 目標値
中心市街地等活性化
イベント来場者数 中心市街地等活性化イベントの来場者数 1,000人 3,000人
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前期基本計画

＊小売吸引力指数
地域が買物客を引きつ
ける力を表す指標。指
数が1.00以上の場合
は、買物客を外部から
引 き つ け、1.00未 満
の場合は、外部に流出
していると見ることが
できる。（平成19年の
本市の小売吸引力指数
は0.79）

＊空き店舗等活用事業
補助制度

空き店舗及び空き家を
活用して出店する場合
に改装費や賃借料の一
部を補助する制度。

＊一店逸品運動
オリジナルの逸品やこ
だわりの商品・独自の
サービスなどで、店と
まちの魅力をより高め
ようとする運動。

＊農商工連携
農林水産業者と商工業
者がそれぞれの有する
経営資源を互いに持ち
寄り、新商品・新サー
ビスの開発等に取り組
むこと。

＊ジョブカフェちば
地域の実情に合った若
者の能力向上と就職促
進を図るため、若年者

（15歳から39歳まで）
が雇用関連サービスを
1か所でまとめて受け
られるようにした就職
支援のワンストップサ
ービスセンター。

具体的な取り組み

(1) 商工業の活性化
・ 空き店舗等活用事業補助制度＊の活用、地域活性化イベントや安心して買い物がで

きる環境づくりへの支援などを通じて、中心市街地等の活性化を図るとともに、中
小企業者と地域との連携が強化され、商店会などが地域福祉の担い手となれるよう
な取り組みを支援します。

・ ご当地グルメの商品化、一店逸品運動＊などを支援するとともに、商工会などが取
り組む情報発信事業を支援します。

・ 生産者・商工業者と消費者との相互理解を深めるため、産業まつりを開催します。
(2) 中小企業の支援
・ 中小企業者の経営基盤安定を図るとともに、新製品開発や技術革新などに前向きに

取り組む中小企業者を支援します。
・ 中小企業の経営者が抱える課題の共有、課題解決への相互協力、農商工連携＊の機

運を醸成するため、商工会などと連携し、異業種交流の場を設け、新たなビジネス
プランの創出を図ります。

(3) 企業誘致環境の整備と創業への支援
・ 企業誘致を実現するため、異業種交流の場に積極的に参加し、ニーズの把握や企業

とのネットワークの構築を図るとともに、金融機関などと連携して企業誘致が可能
な土地の情報収集を行います。

・ 市外の中小企業者などに対して、空き店舗等活用事業補助制度を活用した積極的な
誘致活動を行います。

(4) 就業支援の充実
・ 県、ハローワーク、ジョブカフェちば＊などと連携を図り、セミナー開催や雇用情

報の提供に努めます。
・ 空き店舗を活用し新たな雇用機会を創出するとともに、中小企業者などの協力を得

て、障害のある人などの雇用機会の確保に努めます。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　容 担当課

中心市街地等活性化事業

空き店舗などを活用した出店に対する補助や中
心市街地活性化に向けた関係者の連携強化、情
報発信、イベント開催への支援などを実施しま
す。

産業振興課

中小企業資金融資事業 中小企業者の資金調達を支援します。 産業振興課

企業誘致事業 企業誘致のために民間企業とのネットワークを
構築します。 産業振興課

労働行政事業 関係機関と連携し、セミナーなどを開催します。 産業振興課

期待される役割

市　民 市内で買い物をするなど市内中小企業者の育成に協力する。
地　域 商工業者と連携した地域づくり活動を行う。

事業所 異業種交流を通じた中小企業者間の連携強化に取り組む。
障害者などの雇用機会の創出に協力する。
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40　

農
林
業
の
振
興

施策分野【産業・就業支援】

施策40　農林業の振興

現況と課題

・本市の農業では米や多品種の野菜の生産が行われていますが、農業者の高
齢化や後継者難の問題などにより、農業従事者が減少し耕作放棄地＊もみ
られることから、生産基盤の整備や生産体制の効率化、新規就農者の確保
が求められています。

・メロンやカラーピーマンなどの特産品づくりを進めていますが、認知度が
低いため、情報発信を強化するとともに生産拡大を図る必要があります。

・本市では、市民が野菜や花を栽培して自然とふれあい、農業への理解を深
めることを目的に市民農園の貸し付けを行っています。

・市内で生産された新鮮な農産物が提供できる農産物直売所の設置や朝市の
開催を支援しています。今後も、情報発信などを通じて周知を図り、地産
地消を推進するとともに、新たな販路拡大が求められています。

・市内の森林は土地所有者の高齢化などの影響で荒廃が進んでおり、適切な
森林保全のための支援が求められています。

基本方針

●農林業の振興のため、生産基盤の整備や経営者の育成支援、特産品の
育成などを行うとともに、市民と農林業とのふれあいを推進します。
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前期基本計画

＊耕作放棄地
以前耕作があったもの
で、過去 1 年以上作
物を栽培せず、しかも
この数年の間に再び耕
作する考えのない土
地。

＊農業振興地域整備
　計画
農業の振興を図るべき
区域を明らかにし、そ
の土地の農業上の有効
利用と農業の近代化の
ための施策を総合的か
つ計画的に推進するこ
とを目的に、市町村が
定める総合的な農業振
興計画。

＊認定農業者
「農業経営改善計画」
を作成し、市町村の認
定を受けた農業者。認
定を受けることで、低
利融資制度などが利用
できる。

＊市民農林業大学
市が主催する市民を対
象とした農林業の講
座。「林業の部」では、
講習や実習を通じ林業
の基礎知識を学び、里
山の整備などに取り組
み、「耕作の部」では、
野菜の栽培講習会や作
業実習を行い、野菜づ
くりに関する基礎知識
や管理技術の習得に取
り組む。

具体的な取り組み

(1) 農林業生産基盤の整備
・ 農道整備など必要な基盤整備を行うとともに、計画的な土地利用と優良農地保全の

ため、「農業振興地域整備計画＊」の全体見直しを実施します。
・ 耕作放棄地を解消する農業者や団体への支援を行います。
・ 「森林整備計画」に基づき、造林や下刈りなどを計画的に進め、森林の保全と整備に

努めます。
(2) 農業経営者の育成と支援
・ 優れた農業経営者の育成と確保のため、認定農業者＊を拡充するとともに、地域と

ともに「人・農地プラン」を作成し、新規就農者や農地集積への支援を行います。
・ 農業者や農産物生産団体への支援を継続的に実施し、農産物の生産性向上や経営の

安定を図ります。
・ メロンやカラーピーマンの生産力を向上させるとともに広く消費者にＰＲし、市の

特産品として育成します。
・ 米の生産調整による転作に対して支援を行います。
(3) 農林業とのふれあいの促進
・ 市民が実際に農業を体験できる場として、市民農園の貸し付けや市民農林業大学＊

を開校します。
・ 朝市、産業まつりの開催、農産物直売所の整備支援を行い、生産者とのふれあいの

場を提供することにより、市内で生産された農作物の地産地消及び販路拡大を促進
します。

・ 森林保全を行っているＮＰＯやボランティア組織への支援や市民農林業大学卒業者
の参加を促進し、里山の手入れや保全活動を支援していきます。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　容 担当課

農業振興地域整備計画事業 「農業振興地域整備計画」の全体見直しを行います。 産業振興課

農業経営基盤強化促進事業 認定農業者を育成し農業経営の効率化、規模の拡
大を推進します。 産業振興課

市民農園事業 市内３か所（今宿・打越・大割）の市民農園の使用
者への貸し付けを行います。 産業振興課

施策指標

指標名 指標の説明 現況値 目標値
認定農業者数 市内の認定農業者（団体）の数 21 25

期待される役割

市　民 四街道産農産物を購入、消費する。森林保全活動などのボランティアに参加
する。

地　域 森林保全活動に協力する。

事業所 生産性を高め、経営基盤を強化する。農地集積に協力する。





基本目標６

ともに創る将来に向けて持続可能なまち
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資料：政策推進課 市民協働（コラボ四街道採択事業「にこにこ文庫」）

みんなで地域づくりセンター来館者

41　

み
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な
で
地
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進

施策分野【みんなで地域づくり】

施策41　みんなで地域づくりの推進

現況と課題
・ 本市は、市政に参加・協働するための仕組みを整え、真に市民による市民のための

地域社会を実現する、市民自治のまちづくりを推進しています。

・ まちづくりの基本理念である「みんなが主役のまちづくり」を進めていくためには、
市民をはじめとしたさまざまな主体の連携や協働が必要です。今後、これらの活動
をさらに活性化し、地域の課題解決に結びつけていくことが必要です。

・ 市民協働を推進するため、「みんなで地域づくり指針」を制定し、みんなで地域づく
りセンター＊を開設・運用しています。みんなで地域づくりセンターは地域で活動
する団体や市民の支援を行っており、これらの取り組みをさらに拡大していくため、
地域づくりを担う人材育成やみんなで地域づくりセンターの効果的な運用方法を検
討する必要があります。

・ 本市は、市民参加を推進するため、「市民参加条例」を制定しており、制定後におい
ても、パブリックコメントの実施の義務化や市民提案手続の年齢要件の緩和など市
民参加の機会拡大に努めてきました。一方で、参加者の固定化や参加者世代の偏り
などが発生しており、参加の少ない若い世代に対する市政への参加を促す取り組み
が求められています。

・ 広聴活動では各種行政相談や市長への手紙、電子メールなどにより、市民意見・要
望の把握に努めてきました。今後はインターネットのさらなる活用により広範な市
民の声や意見を幅広く取り入れて、市政に反映させていく必要があります。

基本方針

●市民と行政が協力して地域の課題解決に取り組むため、「市民参加条例」を適正
運用するとともに、「みんなで地域づくり」における活動の活性化・拡大を支援
します。
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前期基本計画

＊みんなで地域づくり
センター

「みんなで地域づくり
指針」に基づき、四街
道の地域づくり（地域
課題の解決を図る取り
組み）の推進エンジン
として、区・自治会、
NPO・ボランティア
団体、文化・スポーツ
団体、事業者、市など
のコーディネート役を
担う組織。

＊フェイスブック
ソーシャルネットワー
クサービスの一つ。実
名で登録することが条
件であり、会員数が多
いことから、コミュニ
ケーションツールとし
て効果が高いと言われ
ている。

具体的な取り組み

(1) みんなで地域づくり活動の推進
・ 「みんなで地域づくり指針」に基づき、みんなで地域づくりセンターを中核とした地

域づくりを推進します。また、活動団体同士の連携を深め、地域課題への対応力の
向上を図ります。

・ みんなで地域づくりセンターの機能を強化するため、コーディネーターの確保・育
成に取り組みます。

・ 市民団体が提案した事業を支援するみんなで地域づくり事業提案制度（コラボ四街
道）の円滑な運営を図ります。

・ みんなで地域づくりセンターによる地域づくりのための学びの場の提供と、地域資
源の活用を図ることのできる、まちづくりを担う人材の育成を支援します。

(2) 市民参加機会の拡充
・ 「市民参加条例」の適正な運用を行うとともに、若い世代の市民参加を促進するため、

ホームページ、フェイスブック＊等を活用した情報発信や中学生模擬議会の開催な
ど、さまざまな手法により市政への関心を高め、市民参加の機会拡充に努めます。

・ 市政やまちづくりに関する市民の意向を把握し、政策等に反映させるため、定期的
に市民意識調査を実施します。

・ 市長への手紙や電子メール、「市民の声」に加え、インターネットを活用したモニター
制度を実施するなど広聴業務の充実を図り、市民の意見・要望等の把握に努めます。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　容 担当課

コラボ四街道事業
市民団体が暮らしのなかで生まれたアイデアあふれた
事業を提案し、自主的に、または市と協力して事業を
実施します。

政策推進課

市民参加推進事業 「市民参加条例」に基づき、市民参加手続きの実施予定
の公表や市民提案手続きの実施などを行います。 政策推進課

施策指標

指標名 指標の説明 現況値 目標値
コラボ四街道による
協働事業件数

コラボ四街道事業で採択された協働事業の数
（５年間の総数） － 25件

期待される役割

市　民 地域活動や市のまちづくりに自発的に参加し協力する。

地　域 地域の市民に、地域活動やまちづくりへの関心を喚起する。また、多様な地
域活動を実施する。

事業所 地域活動や市のまちづくりに自発的に参加し、事業所ごとに持つ専門的知識
を活用する。
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資料：自治振興課 四街道ふるさとまつり

自治会加入状況の推移（各年４月１日）
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施策分野【みんなで地域づくり】

施策42　コミュニティ活動基盤の整備

現況と課題

・ 都市化などにより近隣づきあいの希薄化が進む一方、東日本大震災の経験から地域
の防災活動や防犯活動を担うコミュニティの重要さが再認識されています。

・ 本市では、平成２５年４月１日現在で８２の区・自治会が組織されていますが、加
入率は７４．１％に留まっており、地域における共助の体制を強化するためにも、
加入を促進することが必要です。

・ 区・自治会を活性化させるためには、活動やその拠点の整備に対する支援を行うと
ともに、市や区・自治会相互との連携強化を図る必要があります。

・ 市民がふるさと意識を共有し、市民同士の連帯感を生み、子どもや若い世代にふる
さと四街道の良さを伝えるイベントを継続的に実施し、郷土意識を高めることが求
められています。

基本方針

●地域住民がお互いに支え合い、協力し合うコミュニティを形成するため、コミュ
ニティ活動や活動拠点の施設整備などを支援するとともに、ふるさと意識の高
揚を図ります。
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前期基本計画

具体的な取り組み

(1) 地域自治活動の活性化
・ コミュニティの重要性を啓発し、区・自治会への加入促進を図ります。
・ コミュニティ活動が活発に行われるように、財政的な支援のほか、情報提供や助言

を行うなど、きめ細かく支援します。
・ 区・自治会相互の連絡調整や地域の枠を超えた問題の解決、情報交換などのため、

地区連絡協議会を開催します。
・ 地縁団体申請に関する相談を受けるとともに、申請に対し審査・認可を行います。

(2) 交流・連携拠点の整備
・ 区・自治会が管理・運営する自治会館などの地区集会施設の建設・修繕・備品購入

などにかかる経費の一部を助成します。
・ 市が所管するコミュニティセンター、地区集会場、ふれあいセンターなどを適正に

維持管理します。

(3) ふるさと意識の高揚
・ ふるさと意識の高揚を図るため、市民参加型の祭りである四街道ふるさとまつりを

開催します。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　容 担当課

市民自治組織運営補助事業 区・自治会の運営、お祭りなどの親睦事業など
に対して助成します。 自治振興課

コミュニティ施設維持管理
事業

区・自治会が管理する集会施設の建設・修繕や
備品購入などに対して助成します。 自治振興課

ふるさとまつり事業 四街道ふるさとまつりを開催します。 自治振興課

施策指標

指標名 指標の説明 現況値 目標値
区・自治会への加入
率 区・自治会に加入している世帯の割合 74.1% 75.0%

期待される役割

市　民 区・自治会に加入し活動に参加する。

地　域 区・自治会活動を行う。

事業所 イベントへの参加、協賛など区・自治会活動に協力する。
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コラボ四街道採択事業「おひさまおひさんぽ」
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施策分野【シティセールス】

施策43　シティセールスの推進

現況と課題
・ 市内外に向けてさまざまな情報を発信し、まちの知名度アップやイメージアップを

図るシティセールス＊に取り組む自治体は増加傾向にあります。

・ 本市は、これまで緑豊かな住宅都市として着実な発展を遂げてきました。今後は、
日本全体の人口が減少するなか、若い世代の転入・定住を促進し、まちの活力を維
持していくため、市の魅力を積極的に発信していくシティセールスへの取り組みが
求められています。

・ 本市では、公開番組の共催をはじめ各種イベントを実施していますが、今後はこれ
らのイベント情報を市内外に効果的に発信し、交流人口の増加、にぎわいの創出に
つなげていくことが必要です。

・ シティセールスは、効果的に情報を発信するための方法や手段を十分検討すること
が重要です。また、本市の魅力の一つでもある市民活動をさらに活発化させ、活動
主体と行政がともに協力して市の魅力の発掘や新たな魅力の創造に取り組み、市内
外に発信していく本市ならではのシティセールスの構築が必要です。

・ シティセールスの取り組みは行政のみならず、事業者や市民一人ひとりが市の魅力
や情報を把握し、外に発信することが重要です。また、情報の発信にあたっては、
インターネットなど多様な媒体を使用することで効果的に発信していくことが必要
です。

基本方針

●まちの魅力を積極的に発信し、交流人口の増加や定住人口の増加に結びつける
ため、また、市民の郷土愛を育むためシティセールスの推進に取り組みます。

●まちのにぎわいを創出するため、市民も来訪者も、ともに楽しめるようなイベ
ントを継続的に開催します。
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＊シティセールス
都市としてのイメージ
や知名度を高めること
により、人や企業に「住
んでみたい」、「ビジネ
スをしたい」と思われ、
ひいては都市の活性化
が図られることをめざ
す取り組み。

＊フェイスブック
施策41参照

具体的な取り組み

(1) シティセールス体制の整備
・ 良好な環境を持つ利便性の高い住宅地、里山をはじめとする緑、ホタルなどの貴重

な動植物など、本市が持つさまざまな魅力や市民の自主的な活動により創出する新
たな魅力を積極的に市内外に情報発信するため、シティセールス推進体制を整備し
ます。

(2) 地域の魅力創出
・ 公開番組などの各種イベントを開催し、市外からの交流人口の増加を図ります。
・ 市民が自主的に取り組む四街道ブランド創生のための活動を支援することで、四街

道ならではの魅力の創出を図ります。
・ みんなで地域づくり事業提案制度（コラボ四街道）により、市民団体が提案した地域

の魅力を創出する事業を支援します。

(3) ＰＲ活動の強化・推進
・ 市政だよりは、市民に最も身近な広報媒体として、見やすい・わかりやすい紙面づ

くりに取り組んでいきます。
・ ホームページは、情報量の充実を図り、利用しやすいコンテンツづくりに取り組み

ます。また、フェイスブック＊などを利用し、積極的に情報発信を行います。
・ 市民等が自らブログなどを活用し、市外に向けて本市の魅力を積極的に発信する仕

組みの構築を検討します。
・ 市民、事業者などの協力を得て、本市の魅力的な地域資源を旅行商品としてパッケー

ジ化し、企画から運営にわたり地域内外の多様な主体が関わることで、交流人口の
増加を図る観光まちづくりに取り組みます。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　容 担当課

シティセールス推進事業 シティセールスを推進するための体制づくり、「シ
ティセールス戦略」の策定などを行います。 政策推進課

イベント事業 公開番組など各種イベントを実施します。 政策推進課

ＰＲ事業 市の魅力をＰＲします。 政策推進課

施策指標

指標名 指標の説明 現況値 目標値
地域ブランド認定数 地域ブランドとして認定した件数 － ４件

期待される役割

市　民 市内で開催されるイベントに参加する。また、市の発信情報を把握し、市民
自らが本市の魅力を発信する。

地　域 市内で開催されるイベントの運営支援に協力する。

事業所 市内で開催されるイベントの運営支援への協力や四街道の名産品の開発に協
力する。
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市民サービスセンター 総合窓口

44　

計
画
的
・
効
率
的
な
行
政
運
営
の
推
進

施策分野【行財政運営】

施策44　計画的・効率的な行政運営の推進

現況と課題
・ 社会経済情勢が変化を続けるなか、市民の行政サービスに対する需要は多様化、複

雑化してきています。限られた財源のなか、増加する行政需要に対して、弾力的か
つ的確に対応できる効率的な行政運営が求められています。

・ 本市では、これまで、「四街道市行財政改革大綱」に基づき、事務事業の見直しや職
員数の削減など、経常的な経費の抑制と計画的な財源の確保に努めてきました。今
後も限られた財源や資源を有効に活用していくため、計画、行政評価、予算編成を
一体的に管理するマネジメントサイクル（ＰＤＣＡサイクル＊）の考え方に基づく運
営と、職員一人ひとりの意識改革や政策形成能力、専門実務能力のさらなる向上が
求められています。

・ 情報化社会の進展により、本市においても情報通信ネットワークの基盤整備を進め
てきました。今後も、情報技術の進展に合わせ、市民サービス向上のための更新や
改修を進めていくことが必要です。

・ 窓口における行政サービス向上を図るため、平成２２年よりワンストップサービス＊

　を導入しています。今後は増加傾向にある外国人や平日に来庁が困難な市民への
サービスの充実が求められています。

・ 本市は、「情報公開条例」及び「個人情報保護条例」により、情報公開や個人情報の保
護の適切な運営に努めています。今後も、市政に関する情報を的確に発信する透明
性の高い市政運営と情報通信技術の高度化に対応した個人情報の保護・管理が求め
られます。

基本方針

●多様な行政需要に応えるため、継続的な行財政改革と計画的な行政運営に取り
組んでいきます。また、行政運営の透明性を高め、市政に関する情報の公開・
提供を積極的に進めます。
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＊ PDCA サイクル
事業活動における生
産管理や品質管理な
どの管理業務を円滑
に進める手法の一つ。
Plan（計画）→ Do（実
行）→ Check（評価）
→ Action（改善）の 4 
段階を繰り返すことに
よって、業務を継続的
に改善する。

＊ワンストップ
　サービス
従来、複数の窓口で行
われていた届出や申請
といった手続きを専用
の窓口に集約した総合
窓口。引っ越し、結婚、
離婚、出生、死亡など
に関する手続きが原則
として、一つの窓口で
行うことができる。

具体的な取り組み

(1) 計画行政の推進
・ 総合計画の進行管理と行政評価、予算編成を関連づけ、ＰＤＣＡサイクルに基づく

計画的な行政運営を推進します。
(2) 事務執行体制の充実・向上
・ 限られた行政資源のなかで、質の高いサービスを提供していくため、組織・機構の

一層の効率化を図るとともに、職員の意識改革と政策形成能力向上や専門性向上の
ための研修を実施するなど、課題に対応できる組織体制を整えます。

・ 市の活性化の視点を十分に考慮したうえで、市民にとって利便性の高い、行政機能
が集約した市役所庁舎の整備に着手します。

・ 「情報化推進計画」を推進し、高度情報化社会に対応した情報基盤を構築していきま
す。

・ 住民福祉向上に向けた事務執行体制の維持・向上を図ります。
(3) 市民窓口サービスの向上
・ 市民窓口サービスは、ワンストップサービスの充実を図るほか、外国人や平日に来

庁が困難な市民への対応など、利用者の目線でサービスの充実を図ります。
(4) 情報公開の充実・個人情報の保護
・ 「情報公開条例」、「個人情報保護条例」等に基づき、市民が利用しやすい情報公開制

度の運用と、個人情報の適切な保護を図ります。また、「情報の公表の推進に関す
る指針」に基づき、市政に関わる情報の公表を積極的に推進します。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　容 担当課

総合計画推進事業 適切な進行管理等を行い、総合計画の推進を図
ります。 政策推進課

住民情報業務運営事業 住民情報や税情報など住民に関わる情報システ
ム等の維持管理を行います。 情報推進課

窓口証明交付事業 各種証明書の発行と利便性の高い総合窓口サー
ビスを提供します。 窓口サービス課

情報公開・個人情報保護事
業

情報公開及び個人情報保護について各条例に基
づき、情報公開請求及び自己情報開示請求への
対応などを適正に行います。

総務課

施策指標

指標名 指標の説明 現況値 目標値

委託等の推進 前期基本計画期間内における直営事業の委託
化件数 － ９件

期待される役割

市　民 行政運営に関心を持ち、市民参加機会を通じて意見を提出する。

地　域 行政運営に関心を持ち、市民参加機会の情報を地域の市民に周知する。

事業所 行政運営に関心を持ち、市民参加等の情報を事業所内に周知する。



160

基本目標6　ともに創る将来に向けて持続可能なまち

3,005 3,213
3,460 3,680

4,979
5,441 5,546

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

平成18 19 20 21 22 23 24

（百万円）

（年度）

7.7
6.9 6.6

8.4 8.5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

平成20 21 22 23 24

（％）

（年度）

資料：財政課

扶助費の推移 実質収支比率の推移

45　

健
全
な
財
政
運
営
の
推
進

施策分野【行財政運営】

施策45　健全な財政運営の推進

現況と課題
・ 地方財政が極めて厳しい状況が続いているなか、少子高齢化の進行に伴う社会保障

関係経費の増加、市民に身近な社会資本の整備・更新など、さまざまな財政需要へ
の対応が求められています。

・ 少子高齢化の一層の進行が予想され、税収の大きな伸びが期待しにくいなか、財政
の安定的な運営を行うため、歳入における新たな財源の確保に向けた取り組みと市
税徴収体制の強化が必要です。

・ 歳出では、社会保障関係経費である扶助費が平成１３年度以降増加を続けており今
後も義務的経費の増加が懸念されています。そのため、引き続き、行財政改革や市
有財産の有効活用に取り組み、継続的な経費の抑制に努めるとともに、ＰＤＣＡサ
イクル＊の考え方をより明確にした予算編成が必要となっています。

・ 市が管理する建築物の多くは、建設後２０年以上を経過しており、将来における修
繕費用の発生など、維持管理費用の増大が懸念されています。今後は、これらの資
産について、適正な管理・修繕に努めるとともに、総合的に有効活用を図るファシ
リティマネジメント＊の考え方による運営管理が必要です。

基本方針

●質の高い行政サービスを、将来にわたって持続的に提供できる行政運営を行っ
ていくため、歳入規模に応じた財政運営を堅持するとともに、徴収率の向上、
市有財産の有効活用等、効率的・効果的な方法により財源の確保を図ります。
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前期基本計画

＊ PDCA サイクル
施策44参照

＊ファシリティ
　マネジメント
業務用不動産（土地、
建物、構築物、設備等）
すべてを経営にとって
最適な状態（コスト最
小、効果最大）で保有
し、運営し、維持する
ための総合的な経営管
理活動。

＊課税客体
課税の対象となる物件
等。

＊指定管理者制度
施策21参照

＊地方公営企業法適用
地方公共団体が、住民
の福祉の増進を目的と
して設置し、経営する
企業に、地方公営企業
法の全部または財務規
定等の一部を適用する
こと。

＊実質収支比率
一般財源の標準的大き
さを示す「標準財政規
模」に対するその年度
に属すべき収入と支出
の実質的な差額である

「実質収支」の割合。一
般的には3～5% 程度
が望ましいと言われて
いる。

具体的な取り組み

(1) 財源の確保
・ 課税客体＊の正確な把握及び賦課、徴収率の向上に努めるほか、滞納者に対する適

正な対応により税収の確保に努めます。
・ 財源確保のため、使用料・手数料の定期的な見直しや、広告料収入の拡大に取り組

みます。
・ 公有地については、有効活用も含め適切な管理を行います。未利用地については売

却や貸付も視野に入れ、財源の確保に努めます。

(2) 効率的財政運営
・ 指定管理者制度＊など民間委託の検討や下水道事業の「地方公営企業法」適用＊の実

施、職員提案実施による事務の効率化の推進など、効率的な財政運営に向けて取り
組みます。

・ 総合計画、行政評価、予算査定が連動した、ＰＤＣＡサイクルを確立し、効果的・
効率的な財政運営に取り組みます。

(3) ファシリティマネジメントの推進
・ ファシリティマネジメントの考え方に基づき、公共施設の保全費用の削減やエネル

ギー等のコスト削減及び市有物件の活用等に努めます。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　容 担当課

広告事業 広告媒体の選定、広告内容・事業者の審査を行
います。 政策推進課

行財政改革推進事業 「行財政改革推進計画」に基づき、計画的な行財
政改革を推進します。 行革推進課

ファシリティマネジメント
推進事業

「ファシリティマネジメント基本方針」に基づき
土地・施設・設備など市有財産の一元管理、有
効活用の徹底を図ります。

管財課

施策指標

指標名 指標の説明 現況値 目標値

市民税等の収納率 市民税等の現年度分の収納率 97.9% 98.5%

実質収支比率＊ 実質収支額 / 標準財政規模 8.5% 3～5%

期待される役割

市　民 納税の義務を果たすとともに、市の財政運営に関心を持つようにする。

事業所 納税の義務を果たすとともに、企業ＰＲに市の広報媒体（広報紙、ホームペー
ジなど）を利用する。
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資料：四街道市男女共同参画市民意識調査報告書（平成25年2月）

男女の平等意識

46　

男
女
共
同
参
画
社
会
づ
く
り
の
推
進

施策分野【共生社会】

施策46　男女共同参画社会づくりの推進

現況と課題
・ 平成１１年に「男女共同参画社会基本法」が制定され、あらゆる分野で男女がともに

参画する社会を形成するための取り組みを国、地方公共団体において進めていく必
要があります。

・ 本市では、「第１次男女共同参画推進計画（平成１６～２０年度）」、「第２次男女共
同参画推進計画（平成２１～２５年度）」に基づき、各施策を継続的に推進してきま
した。しかし、平成２３年度に実施した市民意識調査では、男女共同参画に関する
施策の重要度が、他施策と比べても低いものと評価されていることから、男女共同
参画に対する一層の意識の向上が必要です。

・ 男女共同参画社会の推進にあたっては、固定的な性別役割分担意識の問題や男女間
の暴力などによる人権侵害への対応が必要です。

・ 本市の政策・方針決定等への女性の参画については、「審議会等に関する指針」に基
づく取り組みにより、審議会への女性登用率が平成２４年度末で２８．８％となり、
政策決定の場における男女共同参画は着実に広がっています。

・ 今後は、「第３次男女共同参画推進計画（平成２６～３３年度）」に基づき、各種施策
の着実な推進により、あらゆる分野で、男女がともに尊重し活躍できる環境の整備
が必要です。

基本方針

●あらゆる分野で男女が平等な立場で参画できる社会を実現するため、「男女共
同参画推進計画」に基づく各種施策を総合的・体系的に進めます。
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前期基本計画

男女共同参画通信「わわわ」 男性の料理教室

＊ＤＶ
施策２参照

具体的な取り組み

(1) 男女共同参画意識の醸成
・ 男女共同参画をテーマとする講座や男女共同参画フォーラムを開催し、男女共同参

画に関する意識の向上を図ります。
・ 男女共同参画に関する各種情報について、市ホームページへの掲載や情報紙の発行

などによる広報活動に努めます。
・ 男女間の暴力発生を防止するため、「四街道市児童及び配偶者等に対する暴力防止

対策地域協議会（Ｃ
キ ャ ン ピ ー

ＡＮＰＹ）」の活動を強化するとともに、ＤＶ＊防止の啓発に努
めます。

・ 「第３次男女共同参画推進計画」に基づき、男女共同参画施策を総合的、計画的に推
進します。

　
(2) 女性の社会参加促進
・ 「審議会等に関する指針」に基づき、審議会・委員会への女性委員の登用を推進しま

す。
・ 女性の社会参加を促進するため、育児、介護、セクシュアル・ハラスメントなどへ

の対応を図ります。
・ 女性の就業を促進するための講座を開催します。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　容 担当課

男女共同参画推進事業 「男女共同参画推進計画」を推進するとともに、進行管
理を行います。 政策推進課

施策指標

指標名 指標の説明 現況値 目標値
審議会・委員会への
女性委員登用率 審議会等の委員定数に対する女性委員の割合 28.8% 35.0%

期待される役割

市　民 男女共同参画に関する講座に積極的に参加し、男女共同参画に対する理解を
深める。

地　域 自治会等においても、男女共同参画の考え方に基づいた運営に努める。

事業所 男女共同参画やワーク・ライフ・バランスを考慮した取り組みの推進に努め
る。
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外国人人口の推移

47　

国
際
化
へ
の
対
応

施策分野【共生社会】

施策47　国際化への対応

現況と課題
・ 本市では、平成２３年度に「四街道市国際交流協会（Y

ヨ ッ カ

OCCA）＊」が設立され、ボラ
ンティアにより運営されています。本市の外国人人口は増加傾向を示しており、平
成２４年１２月３１日現在では１，２３７人に達しています。学校教育現場におけ
る外国人児童・生徒への対応など、地域で安心して暮らせるようサポート体制が求
められます。

・ 本市は、昭和５２年にリバモア市（米国）と姉妹都市提携を締結して以来、さまざま
な交流事業を実施しており、中学生による短期交換留学では、これまでに２００名
以上の中学生を送り出しています。今後も国際感覚に優れた人材の育成のため、継
続的な実施が求められます。

・ 本市では、昭和５８年に「核兵器廃絶平和都市宣言」を行い、市民一人ひとりの平和
意識の高揚を図っています。戦争体験を持つ市民が減少するなか、平和の大切さを
継続して啓発することが重要となっています。

基本方針

●市民の国際理解を深めるため、異文化を理解し、地域でともに暮らせる環境づ
くりに取り組みます。

●平和意識を高めるため、「核兵器廃絶平和都市宣言」を踏まえた啓発活動を実施
します。
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前期基本計画

リバモア短期留学の様子

＊四街道市国際交流
　協会

（Ｙ
ヨ ッ カ

ＯＣＣＡ）
国籍を問わず四街道市
に住む市民同士や姉妹
都市等との相互交流を
通じて、市及び市民の
国際化に寄与すること
を目的に設立された任
意団体。ボランティア
によって運営されてい
る。

具体的な取り組み

(1) 国際交流の推進
・ 国際交流の中心的役割を担う国際交流協会と積極的に連携し、市民が主体となって

行う事業を支援します。
・ 市内に暮らす外国人に対し、国際交流協会を窓口とした相談業務を実施します。
・ 日本語を母国語としない児童・生徒に対する学習支援を行います。
・ 姉妹都市リバモア市との短期交換留学制度を継続して実施します。

(2) 平和意識の高揚
・ 「核兵器廃絶平和都市宣言」を周知し、原爆写真パネル展や市民団体が行う平和活動

への支援などを通じて、平和意識の高揚を図ります。

取り組みごとの主な事業

事業名 内　　　　容 担当課

国際交流事業
国際交流協会と協力しながら外国人市民のサポートを
行います。姉妹都市リバモア市との短期交換留学を実
施します。

秘書広報課

平和関連事業 市民団体等の活動支援、平和都市宣言モニュメントの
管理、原爆写真パネルの展示などを行います。 総務課

期待される役割

市　民 外国人市民のサポートや、交換留学生の受け入れ先として協力する。

地　域 区・自治会活動に外国人市民を受け入れる。

事業所 外国人市民に配慮した多国語表記に努める。





資 料 編
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１．新総合計画策定の趣旨

　四街道市は、少子化・高齢化により将来的に見込まれる人口の減少や人口構成の不均衡への
対応並びに東日本大震災により必要性の高まる災害対応や防災対策の再構築を図る必要が生じ
たことから、それらをはじめとした社会状況の変化に的確に対応するため、新たな総合計画「（仮
称）四街道市新総合計画」（以下「新総合計画」という。）の策定を行うものとする。

２．基本構想の位置付け

　新総合計画を構成することとなる基本構想については、平成２３年の地方自治法の改正によ
り、策定を義務付ける規定が廃止され、法的位置付けを喪失したところであるが、基本構想が
市政の長期的ビジョンを示すものであり、計画的な市政の推進に重要な指針となるものである
こと、また、市政運営の一体性の観点から、政策体系上、市政の各政策分野に渡る諸計画の最
上位の方針として位置付けられるものであることから、引き続き明確な位置付けを付与し、継
続的な市政運営に資する必要がある。このため、基本構想の位置付け、策定等を規定する条例
の制定を目指すものとする。

３．策定の視点

　新総合計画は、次に掲げる視点に基づき策定するものとする。

(1)　社会状況・市民ニーズの十分な把握・分析

　社会・経済・財政状況等、当市を取り巻く様々な環境や状況の変化及び市民意識調査に基
づく市民ニーズを的確に把握・分析し、課題を認識した上で、課題に的確に対応する計画を
策定する。
　特に、市の持続可能なまちづくりに大きな影響を及ぼす少子化・高齢化による人口の減少
や人口構成の不均衡への対応、また、東日本大震災により市民ニーズや広域的観点から必要
性の高まる災害対応や防災対策については、大きな課題として捉え、十分な検討を行い、計
画の中で明確な方向性を示すものとする。

(2)　充実した市民参加

　総合計画の策定については、四街道市市民参加条例第６条第１項第１号に規定する行政活
動に該当し、市民参加手続の対象となるものであることから、条例を遵守し、市民参加手続
を実施するものとなる。
　なお、総合計画は、市政の長期的ビジョンとそれに基づく施策を定める重要な計画である
ことから、策定過程における透明性の確保や市民の意見・意向の把握、市民の市政への参加
促進を図る意味からも充実した市民参加を実施するものとする。

 １．四街道市新総合計画策定方針
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(3)　実効性のある計画

　行財政マネジメントの基礎となる総合計画と予算、行政評価が有機的に連携する行財政管
理システムを構築することにより、実効性の高い計画とする。

４．新総合計画の構成

　新総合計画は、市の最上位の計画として位置付け、次のとおり基本構想と基本計画から構成
するものとする。

○基本構想
　市政の長期的ビジョンを示すものであり、将来都市像など、目指すべきまちづくりの方向
性を示すものである。
○基本計画
　基本構想に基づき、その実現に向け方向性を明らかにするとともに、各部門の施策を体系
的に定めるものである。

※　新総合計画の計画的かつ効果的な推進を図るため、基本計画で示した施策の目標を達成
するための具体的な事業計画を明示する実施計画を作成する。
実施計画は、３年計画とし、事業の進捗状況や財政状況を踏まえながら、基本計画の期
間内において毎年度見直しを行うものとする。
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目標年度：平成 35（2023）年度

平成 26（2014）年度～平成 30（2018）年度 平成 31（2019）年度～平成 35（2023）年度

５．目標年次及び計画期間

　基本構想の期間は、平成２６年度から３５年度の１０年間とする。また、基本計画は、基本
構想期間を「前期」と「後期」の２期に分け、「前期」については、平成２６年度から３０年度の５
年間とする。

 



172

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

・ ・ ・

次長

※構成：経営企画部政策調整担当者・

　　　　各所属から所属長の推薦によ

　　　　り選出した者

※土地利用、財政推計、行政管理、

　防災対策の専門部会

市長・副市長・危機管理監・水道事業センター長・会計管理者

教育長・消防長・議会事務局長及び各部の長

新総合計画策定委員会

６．策定体制

　新総合計画の策定に当たっては、総合計画審議会をはじめとした多様かつ充実した市民参加
を推進するとともに、市議会への情報提供や協議を行い、意見の把握に努めながら、市民意見
を十分に反映した計画の策定を目指す。また、全庁が一体となって策定に関与することにより、
計画の実現性と精度を高めるため、庁内推進体制を整備する。策定体制は次のとおりとする。
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（設置）
第１条　四街道市の新たな総合計画（以下「新総合計画」という。）の策定に関し、総合的な調整

を図りながら、庁内組織の意見を反映するとともに、全庁が一体となって策定に関与するこ
とにより、計画の実現性と精度を高めるため、四街道市新総合計画策定本部（以下「策定本部」
という。）を設置する。

（所掌事務）
第２条　策定本部が所掌する事務は、次に掲げるとおりとする。
（１）　新総合計画の策定方針に関する調査、審議及び策定方針の作成。
（２）　新総合計画に関する調査、審議及び新総合計画案の作成。
（３）　前号に掲げるもののほか、新総合計画の策定に関する調査及び審議。

（策定本部の組織）
第３条　策定本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
２　本部長は市長とし、副本部長は副市長とする。
３　本部長は、策定本部の事務を総理し、策定本部を代表する。
４　副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代

理する。
５　本部員は、別表第１に定める者をもって充てる。

（策定本部の会議）
第４条　策定本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
２　本部長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、説明又は意見を求める

ことができる。
（策定委員会）
第５条　策定本部に策定委員会を置く。
２　策定委員会は、本部長の指示を受け、総合計画の策定に関する調査及び審議を行い、新総

合計画案の作成、その他必要事項の検討を行った上、本部長に新総合計画案の提案、その他
必要な報告を行うものとする。

３　策定委員会は、前項の新総合計画案の作成、その他必要事項の検討を行うに当たり、第７
条に定める政策班会議又は第９条に定める専門部会に当該事項に係る調査及び作成を行う旨
を指示し、新総合計画案の提案、その他必要な報告を求めるものとする。

（策定委員会の組織等）
第６条　策定委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
２　会長は副市長とし、副会長は経営企画部長とする。
３　会長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。
４　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
５　委員は、別表第２に定める者をもって充てる。
６　委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

２．四街道市新総合計画策定本部要綱
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７　会長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、説明又は意見を求めるこ
とができる。

（政策班会議）
第７条　策定委員会に政策班会議を置く。
２　政策班会議は、策定委員会の指示を受け、総合計画の策定に関する調査及び審議を行い、

新総合計画案の作成、その他必要事項の検討を行った上、策定委員会に新総合計画案の提案、
その他必要な報告を行うものとする。

（政策班会議の組織等）
第８条　政策班会議は、会長及び委員をもって組織する。
２　会長は、経営企画部政策調整担当者とする。
３　会長は、会務を総理し、政策班会議を代表する。
４　会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名した者が、その職務を代

理する。
５　委員は、別表第３に定める各所属から、所属長の推薦により選出された者各１名をもって

充てる。
６　政策班会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

（専門部会）
第９条　本部長は、新総合計画の策定に関する調査に当たり、特定の事項について専門的な調

査が必要と認めるときは、策定委員会に専門部会を置くことができる。
２　専門部会は、策定委員会の指示を受け、総合計画の策定に関する特定の事項の調査及び審

議を行い、策定委員会に報告するものとする。
（専門部会の組織等）
第１０条　専門部会の組織及び運営に関する事項は、本部長が別に定める。

（資料の提出要求等）
第１１条　本部長、策定委員会及び政策班会議の会長並びに専門部会を代表する者は、各組織

が所掌する事務の執行に当たり、必要があると認めるときは、関係各部局に資料の提出又は
説明その他必要な協力を求めることができる。

（庶務）
第１２条　策定本部の庶務は、経営企画部政策推進課において処理する。

（補則）
第１３条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

　　附　則
　この要綱は、平成２４年２月１３日から施行する。
　　附　則
　この要綱は、平成２４年３月９日から施行する。
　　附　則
　この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。
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別表第１（第３条第５項）
　　　
危機管理監・経営企画部長・総務部長・福祉サービス部長・健康こども部長・環境経済部長
都市部長・水道事業センター長・会計管理者・教育長・教育部長・消防長・議会事務局長

別表第２（第６条第５項）

経営企画部次長・総務部次長・福祉サービス部次長・健康こども部次長・環境経済部次長
都市部次長・教育部次長 ・消防本部次長・選挙管理委員会事務局長・監査委員事務局長
農業委員会事務局長

別表第３（第８条第５項）
危 機 管 理 監 危機管理室

経 営 企 画 部 政策推進課・秘書広報課・財政課・管財課・契約課・情報推進課

総 務 部 総務課・自治振興課・行革推進課・人事課・課税課・収税課
窓口サービス課

福 祉 サ ー ビ ス 部 福祉政策課・生活支援課・高齢者支援課・障害者支援課

健 康 こ ど も 部 こども保育課・家庭支援課・健康増進課・国保年金課

環 境 経 済 部 環境政策課・廃棄物対策課・産業振興課・クリーンセンター

都 市 部 都市計画課・道路管理課・道路建設課・建築課・都市整備課
下水道課

水 道 事 業 セ ン タ ー 業務課・工務課

－ 会計課

消 防 本 部・ 消 防 署 総務課・予防課・警防課・消防署

教 育 部 教育総務課・学務課・指導課・社会教育課・スポーツ振興課
四街道公民館・図書館・青少年育成センター

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局

監 査 委 員 事 務 局 監査委員事務局

農 業 委 員 会 事 務 局 農業委員会事務局

議 会 事 務 局 議会事務局
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（目　的）
第１条　この条例は、市のまちづくりの方向性を示す基本的な構想 ( 以下「基本構想」という。)

の位置付け、策定等について定めることにより、総合的かつ計画的な市政の推進を図るとと
もに、継続的な行政運営の確保に資することを目的とする。

（基本構想の位置付け）
第２条　基本構想は、市政の最上位の方針とする。

（基本構想の策定）
第３条　市は、基本構想を策定するものとする。

（総合計画審議会への諮問）
第４条　市長は、基本構想を策定し、又は変更するときは、あらかじめ、四街道市総合計画審

議会条例 ( 昭和５５年条例第３８号 ) 第１条に規定する四街道市総合計画審議会に諮問する
ものとする。

（議会の議決）
第５条　市長は、前条に規定する手続を経て、基本構想を策定し、又は変更するときは、議会

の議決を経るものとする。
（公　表）
第６条　市長は、基本構想を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

（基本構想との整合）
第７条　市の個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更する

に当たっては、基本構想との整合を図るものとする。
（委　任）
第８条　この条例に定めるもののほか、基本構想の策定等に関し必要な事項は、市長が別に定

める。

　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。

３．四街道市基本構想条例（平成24年9月28日条例第30号）
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（設　置）
第１条　本市に地方自治法 ( 昭和２２年法律第６７号 ) 第１３８条の４第３項の規定に基づき、

四街道市総合計画審議会 ( 以下「審議会」という。) を設置する。
（所掌事務）
第２条　審議会は、市長の諮問に応じて、住民福祉の向上と、市勢の健全な発展を図ることを

目的として策定する本市の総合計画に関する事項について、調査及び審議する。
（委　員）
第３条　審議会は、委員１５人以内をもつて組織する。
２　委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1)　学識経験を有する者
(2)　市教育委員会委員
(3)　市農業委員会委員
(4)　関係行政機関の職員
(5)　市民代表

（臨時委員）
第４条　特別な事項を審議するため、審議会に臨時委員３人以内を置くことができる。
２　臨時委員は、審議事項を明示して市長が委嘱又は任命する。
３　臨時委員は、その審議事項が審議されるときに限り会議に出席する。

（任　期）
第５条　委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。
２　委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
３　臨時委員は、その審議事項の審議が終了したときに解任されるものとする。

（会　長）
第６条　審議会に会長を置く。
２　会長は、委員の互選による。
３　会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
４　会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

（会　議）
第７条　審議会の会議は、会長が招集する。
２　審議会は、委員 ( その審議事項に係る臨時委員を含む。以下同じ。) の半数以上の出席が

なければ、会議を開くことができない。
３　審議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。

（庶　務 )
第８条　審議会の庶務は、規則で定める機関において処理する。

（委　任）
第９条　この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

４．四街道市総合計画審議会条例（昭和55年12月23日条例第38号）
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　附　則
１　この条例は、公布の日から施行する。
２　四街道町開発審議会条例 ( 昭和４７年条例第１３号 ) は、廃止する。
　　　附　則 ( 昭和５６年条例第８号 )

　この条例は、昭和５６年４月１日から施行する。
　　　附　則 ( 昭和６１年条例第３４号 ) 抄

（施行期日）
１　この条例は、公布の日から施行する。

　　附　則 ( 平成２年条例第１６号 )
　この条例は、平成２年４月１日から施行する。
　　附　則 ( 平成１２年条例第１２号 )

( 施行期日 )
１　この条例は、平成１２年４月１日から施行する。
( 経過措置 )
２　この条例の施行により新たに委嘱される委員の任期は、この条例施行の際現に委員となっ

ている者の残任期間と同様とする。
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四街道市総合計画審議会委員名簿（平成２２年度～平成２３年度） （敬称略）

氏 　　 名 役　職　等（当時）

会　　　長 髙　橋　洋　二 日本大学総合科学研究所教授

会 長 代 理 岡　本　眞　一 東京情報大学教授

第１号委員 鈴　木　奈穂美 専修大学准教授

第１号委員 島　内　憲　夫 順天堂大学教授

第２号委員 花　井　育　代 市教育委員会委員長

第３号委員 岡　田　桂　一 市農業委員会委員

第４号委員 松　本　秀　夫 県印旛地域振興事務所長

第４号委員 髙　浦　　　操 県印旛土木事務所長

第５号委員 大　倉　秀　樹 市民代表（公募）

第５号委員 小　森　節　子 市民代表（公募）

第５号委員 千　村　晃　三 市民代表（公募）

第５号委員 西　岡　とし子 市民代表（公募）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（任期：平成２２年４月１日～平成２４年３月３１日）

四街道市総合計画審議会委員名簿（平成２４年度～平成２５年度） （敬称略）

氏 　　 名 役　職　等（当時）

会　　　長 髙　橋　洋　二 日本大学総合科学研究所教授 

会 長 代 理 岡　本　眞　一 東京情報大学教授 

第１号委員 園　川　　　緑 帝京平成大学講師 

第１号委員 藤　本　一　雄 千葉科学大学准教授 

第１号委員 米　村　美　奈 淑徳大学准教授 

第２号委員 花　井　育　代 市教育委員会委員長 

第３号委員 岡　田　桂　一 市農業委員会委員 

第４号委員 玉　井　日出夫 県印旛地域振興事務所長 

第４号委員 櫻　井　謙　治 県印旛土木事務所長＊ 

第５号委員 浅　野　　　彰 市民代表（公募）

第５号委員 金　子　篤　正 市民代表（公募）

第５号委員 田　中　俊　成 市民代表（公募）

第５号委員 飛　田　周　彬 市民代表（公募）

第５号委員 松　隈　天　三 市民代表（公募）

　　　　　　　　（任期：平成２４年４月１日～平成２６年３月３１日）
＊任期 平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日までは吉田正彦
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四街道市総合計画審議会

５．四街道市総合計画諮問・答申



181

yotsukaido

四街道市総合計画について（答申）

　四街道市では、少子化・高齢化により将来的に見込まれる人口の減少や人口構成の不均衡へ
の対応並びに東日本大震災により必要性の高まる災害対応や防災対策の再構築を図る必要が生
じたことから新たな総合計画（基本構想・基本計画）の策定を進めてきたところです。
　このような中、本審議会がまちづくりの基本理念や将来都市像を示す「四街道市基本構想

（案）」及び基本構想期間１０年間のうちの前期５年間の計画であり、子育て世代を中心とした
若い世代の転入促進・定住促進の観点から設定された四街道未来創造プロジェクト、そして分
野別計画などで構成される「前期基本計画（案）」について、市長より諮問を受け、審議を託され
たことは極めて重要な意義を有するものであり、その責務を深く認識するところです。
　本審議会は、こうした認識の下、諮問を受けた四街道市総合計画案について市の現状や課題
を把握した上で、市勢進展の観点を十分に踏まえながら、総合的な視点に立って慎重に審議し
た結果、その内容についてはおおむね適切であると考えます。
　また、計画策定過程においては、市民意識調査、まちづくり市民会議（ワークショップ）、タ
ウンミーティングなどにより、市民に対し丁寧に説明を行い、そして広く市民に意見を求めた
上で真摯に本計画案にいかす取組をされたことに対し、本審議会としても高く評価をするもの
です。
　今後は「みんなが主役のまちづくり」の基本理念の下、市民、地域、事業所など様々な主体が
自助・共助・公助の役割を認識し、共に連携・協働しながらまちづくりに関わっていく本計画
の着実な推進を期待するものです。
　なお、下記の意見・要望を付すものとしますので、当該意見等を尊重し、案の修正に当たり
十分検討・精査されるとともに、その実現に努められるよう要望します。

記

１　四街道市総合計画（基本構想）について

（１）　市民と行政が協働でまちづくりを進める上で、それぞれの主体がその役割を強く意識
して連携・協力できるよう、まちづくりの基本理念に掲げる「みんなが主役のまちづくり」
の周知を積極的に図られたい。

（２）　将来的な人口減少が予測される中、１０年後の見込み人口９万３千人は現在の人口を
上回る数値であり、簡単に達成できるものではない。見込みどおりの若年層の流入が図れ
ない場合は財政面での支障が生じる恐れもあることから、持続可能なまちづくり、持続可
能な財政運営を図るためにも、子育て世代を中心とした若い世代の流入による定住人口の
増加を着実に進めるという強い意志を持って、計画事業の推進に取り組まれたい。
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総合計画審議会での審議の様子

２　四街道市総合計画（前期基本計画）について
（１）　四街道未来創造プロジェクトは、定住人口の増加を目指し、施策横断的な観点から、

特に先導的な役割を担う事業を設定したものであることから、分野別基本計画の各事業と
の関係や新たな事業が明確に分かるよう、また、相互の記載内容に留意されるよう配慮さ
れたい。

（２）　基本理念の「みんなが主役のまちづくり」と前期基本計画の取組方針の自助・共助・公
助の視点を踏まえ、期待される役割について、設定の充実を図られたい。また、推進に際
しては、市民が市の発展に向け、それぞれの役割を果たしていけるよう、意識の醸成に努
められたい。

（３）　都市核北地区の市有地については、その優れた立地特性から、活用推進に向けた市民
の関心は高いものがある。本用地については、これまでの経緯や今後の事業計画との関連
から、直ちに活用に着手することは困難にしても、将来的な方向性については示されたい。

（４）　庁舎整備については、防災面だけでなく、都市核の活性化も視野に入れながら計画の
中での位置付けを図られたい。

（５）　ごみ処理施設については、市民の日常生活に密接に関わる重要な項目であることから、
安定的なごみ処理を実現していくため、関係自治会等へ真摯な対応を図るとともに、引き
続き市民への情報の提供に努められたい。

（６）　都市核と地域核のそれぞれの地域における発展をこれまで以上に進めていくために
は、各地域の連携をより高めていくことが重要である。特に新たな核となった成台中地域
核の発展を促すため、鉄道駅を有する物井周辺地域核への連絡性を高める道路の整備を着
実に推進されたい。

３　その他

（１）　総合計画の内容は、市民に分かりやすいものとなるよう、また、誤解を招くことのな
いよう、表現や表記、説明に配慮されたい。
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平成２３年度

年　月　日 会　議　等 主　な　内　容
平成２３年 ６月２２日 政策調整担当者会議 総合計画の見直し、策定スケジュール

 ７月　６日 庁議 総合計画の見直し、策定スケジュール

 ９月１５日 土地利用基礎調査開始
土地利用の見直しを中心とした基本構

想の基礎調査

１０月１２日 総合計画審議会①
総合計画の見直し、策定スケジュール　

他

１１月１２日 ポスターセッション①

新しい四街道市総合計画に向けた市民

アンケート　

会場：中央公園（産業まつり開催時）

１１月１８日

　 ～

１２月　４日

市民意識調査
市民３，０００人

（有効回答率５７．３％）

１２月１７日
「四街道市のまちづくり

を考えよう」市民会議①

ワークショップ

市の現状分析と課題抽出①

平成２４年 １月１４日
「四街道市のまちづくり

を考えよう」市民会議②

ワークショップ

市の現状分析と課題抽出②

 １月２８日
「四街道市のまちづくり

を考えよう」市民会議③

ワークショップ

課題解決策の検討

 ２月　５日 街づくりシンポジウム

「子供たちが住みやすい街づくり」、「住

んでみたい街づくり」をテーマとした

パネルディスカッション　

会場：愛国学園大学

 ２月１５日 策定本部会① 新総合計画策定方針（案）

 ２月１８日
「四街道市のまちづくり

を考えよう」市民会議④

ワークショップ

市への提言案作成

 ２月１９日 ポスターセッション②

新しい四街道市総合計画に向けた市民

アンケート　

会場：和良比小学校（わくわく市民フェ

スタ開催時）

 ２月２２日 策定委員会① 新総合計画策定方針（案）

 ２月２９日 策定本部会② 新総合計画策定方針（案）

 ３月　３日
「四街道市のまちづくり

を考えよう」市民会議⑤

市民会議報告会

「市への提言書」を市長に提出

 ３月１４日 土地利用専門部会① 土地利用構想（案）①

 ３月１４日 総合計画審議会② 新総合計画策定方針（案）

 ３月１５日

 　～

 ３月１８日

インターネットアンケー

ト

市外のファミリー世帯を対象に、四街

道市内への移住に関する調査

６．四街道市総合計画策定経過



184

年　月　日 会　議　等 主　な　内　容

 ３月１９日
新総合計画策定方針の決

定
－

 ３月２９日 土地利用専門部会② 土地利用構想（案）②

 ３月２９日 特別委員会① 正・副委員長決定

 ３月２９日 市議会全員協議会① 新総合計画策定方針

※この他、各分野で活動する団体に対しての団体インタビューと、インターネットを利用した「四街道市のま
ちづくりを考えよう」メールモニターを実施。

平成２４年度

年　月　日 会　議　等 主　な　内　容
 ５月１８日 総合計画審議会③ 基本構想条例（案）

 ６月　１日 特別委員会協議会①
基本構想条例（案）、土地利用基礎調査

の結果

 ６月　１日

 　～

 ７月　２日

基本構想条例制定に係る

意見提出
パブリックコメント

 ６月２８日

新たな総合計画策定に向

けたキックオフミーティ

ング

全庁的推進意識の強化

 ７月　４日 まちづくり市民会議①
ワークショップ

講演「協働のまちづくり」他

 ７月２２日 まちづくり市民会議②

ワークショップ

四街道ウォッチング「市内視察」

市の概況の確認

 ８月　８日 行政管理専門部会① 総合計画・予算・行政評価の連携①

 ８月　９日 土地利用専門部会③ 土地利用構想（案）③

 ８月１６日 財政推計専門部会① 財政推計①

 ８月２２日 まちづくり市民会議③
ワークショップ

市の現状分析と課題の再確認

 ９月２６日 まちづくり市民会議④

ワークショップ

課題解決のための具体的な取り組みの

検討

 ９月２８日 基本構想条例の制定 －

１０月１７日
中学生・高校生インタ

ビュー

「市長と語ろう 今の四街道 将来の四

街道」をテーマとした市長との意見交

換

１０月２４日 まちづくり市民会議⑤
ワークショップ

各グループの中間発表

１１月１９日 政策班会議①
序（案）、基本構想骨子（案）、土地利用

構想（案）

１１月２１日 まちづくり市民会議⑥
ワークショップ

市への提言案作成
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年　月　日 会　議　等 主　な　内　容

１２月　８日 まちづくり市民会議⑦
市民会議報告会

「市への提言書」を市長に提出

１２月１７日 特別委員会協議会② 総合計画の策定状況

１２月１８日 策定委員会②
序（案）、基本構想骨子（案）、土地利用

構想（案）

１２月１８日 行政管理専門部会② 総合計画・予算・行政評価の連携②

平成２５年１月　８日 策定本部会③
序（案）、基本構想骨子（案）、土地利用

構想（案）

 １月３１日 総合計画審議会④
序（案）、基本構想骨子（案）、土地利用

構想（案）

 ２月　１日 特別委員会②
序（案）、基本構想骨子（案）、土地利用

構想（案）

 ２月１１日

　 ～

 ２月２０日

まちづくりを考えるタウ

ンミーティング

全７回

基本構想骨子（案）

会場：旭公民館、千代田中学校、市役

所第二庁舎、わろうべの里、吉岡小学

校、四街道西中学校、保健センター

 ３月　１日 総合計画審議会⑤
序（案）、基本構想骨子（案）、土地利用

構想（案）

※この他、各分野で活動する団体に対しての団体インタビューと、インターネットを利用した「四街道市のま
ちづくりを考えよう」メールモニターを実施。

平成２５年度

年　月　日 会　議　等 主　な　内　容

 ４月１９日 防災対策専門部会
安全安心に関する施策体系及び施策内

容（案）

 ４月３０日 政策班会議②
現行基本計画施策の評価、前期基本計

画の施策体系（案）

 ５月　２日 財政推計専門部会② 財政推計②

 ５月１４日 行政管理専門部会③
総合計画・予算・行政評価の連携③

実施計画

 ５月２２日 策定委員会③
基本構想（案）、前期基本計画骨子（案）、

現行基本計画施策の評価

 ５月３０日 策定本部会④
基本構想（案）、前期基本計画骨子（案）、

現行基本計画施策の評価

 ６月　６日 特別委員会協議会③
総合計画の策定状況、現行基本計画施

策の評価

 ６月２０日 特別委員会③ 基本構想（案）、前期基本計画骨子（案）

 ６月２８日 総合計画審議会⑥
基本構想（案）、前期基本計画骨子（案）

現行基本計画施策の評価
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年　月　日 会　議　等 主　な　内　容

 ６月２８日

 　～

 ７月１１日

小学生ランチトーク

（給食時間）

全５回

「市の将来像など」をテーマとした市

長・教育長との意見交換

会場：四街道小学校、和良比小学校、

旭小学校、中央小学校、八木原小学校

 ６月２９日

 　～

 ７月　７日

まちづくりを考える

タウンミーティング第２

弾

全７回

前期基本計画骨子（案）

会場：千代田公民館、旭公民館、四街

道公民館、保健センター、わろうべの

里、吉岡小学校、市役所

 ８月２９日 政策班会議③
前期基本計画（リーディングプロジェ

クト）

１０月　９日 策定委員会④ 前期基本計画（総論、分野別計画）（案）

１０月１６日 策定本部会⑤ 前期基本計画（総論、分野別計画）（案）

１１月　８日 総合計画審議会⑦
総合計画（基本構想・前期基本計画）

（案）諮問

１１月１５日 特別委員会④
総合計画（基本構想・前期基本計画）

（案）

１１月２０日 総合計画審議会⑧
総合計画（基本構想・前期基本計画）

（案）答申

１１月２５日 市議会全員協議会②
総合計画（基本構想・前期基本計画）

（案）

１２月１２日 策定本部会⑥
総合計画（基本構想・前期基本計画）

（案）

１２月１６日

 　～

平成２６年 １月１５日

総合計画（基本構想・前

期基本計画）策定に係る

意見提出

パブリックコメント

 ２月　５日 庁議
総合計画（基本構想・前期基本計画）

（案）前期基本計画第１次実施計画（案）

 ２月　６日 特別委員会⑤
総合計画（基本構想・前期基本計画）

（案）前期基本計画第１次実施計画（案）

 ２月２７日 特別委員会⑥
総合計画（基本構想・前期基本計画）

（案）前期基本計画第１次実施計画（案）

 ３月　３日
平成２６年第１回市議会

定例会開会

総合計画（基本構想・前期基本計画）

議案上程

 ３月１１日 特別委員会⑦
総合計画（基本構想・前期基本計画）の

委員会審査可決

 ３月２８日
平成２６年第１回市議会

定例会閉会

総合計画（基本構想・前期基本計画）

議案可決

 ３月３１日

総合計画（基本構想・前

期基本計画）及び前期基

本計画第１次実施計画策

定

－

※　特別委員会＝市議会新総合計画調査特別委員会
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　平成２６年度を開始年度とする新たな四街道市総合計画策定に向けて、市民の意向を把握す
ることにより、四街道市の現状及び課題を抽出し、行政運営方針や計画立案のための基礎資料
とするため、平成２３年１１月に市民意識調査を行いました。調査の方法は、四街道市内に居
住する満１８歳以上の男女３，０００人を無作為抽出に選び、そのうち１，７２０人から回答を
得ました（回収率５７．３％）。結果の概要は、以下のようになっています。

●住み良さに対する意識
　７割以上が、四街道市は“住み良い”と感じている
　住み良さについてみると、「非常に住み良い」
１１．４％、「まあ、住み良い」　６２．８％で、両者を
合わせた７４．２％が“住み良い”　と感じています。
一方、「やや住みにくい」は８．８％、　「非常に住みに
くい」は１．９％となっています。
　これを平成１８年・平成２１年調査の回答結果と比
較すると、“住み良い”と回答した人の割合は２．７ポ
イント増加し、“住みにくい”（「やや住みにくい」＋「非
常に住みにくい」）も０．９ポイント増加しています。

●定住意識
　“ずっと住み続けたい”という回答が過去と比べ増加
　定住意識については、「ずっと住み続けたい」
３８．９％、「当分は住んでいたい」３５．３％で、両者
を合わせた７４．２％が“住み続けたい”と回答してい
ます。一方、「できれば移転したい」は８．２％、「すぐ
に移転したい」は０．７％となっています。
　平成２１年調査の回答結果と比較すると“住み続け
たい”と回答した人の割合は０．８ポイント減少し（た
だし「ずっと住み続けたい」は３ポイント増加）、“移
転したい”（「できれば移転したい」＋「すぐに移転した
い」）と回答した人の割合は０．４ポイント減少してい
ます。

７．市民意識調査の概要（一部抜粋）
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●土地利用のあり方
　「森林の保全、公園など、緑地の整備・拡充」が約半数
　土地利用のあり方についてみると、「森林の保全、公園など、緑地の整備・拡充」が４６. ２
％で最も高く、次いで「ショッピングセンターなど、商業用地の整備・拡充」３９．０％、「ス
ポーツ施設や文化施設など、公共施設用地の整備・拡充」２８．０％となっています。
　平成２１年と比較すると、「森林の保全、公園など、緑地の整備・拡充」「スポーツ施設や文
化施設など、公共施設用地の整備・拡充」の割合が減少する一方、「ショッピングセンターなど、
商業用地の整備・拡充」が増加しています。
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●整備が望まれる公共施設
　①市全体として充実・整備すべき施設
　「高度な医療が受けられる病院」が４９．８％で第１位

　市全体として充実・整備すべき施設についみると、「高度な医療が受けられる病院」
４９．８％が最も高く、次いで「介護福祉施設」３３．７％、「歩道」２６．０％、「大規模な
ショッピングセンター」２０．５％などとなっています。



190

　②あなたがお住まいの地域で充実・整備すべき施設
　「身近な商店」が３０．０％で第１位

　居住地域で充実・整備すべき施設についてみると、「身近な商店」が３０．０％で最も高く、
次いで「歩道」２７．４％、「介護福祉施設」２２．３％、「身近な医院・診療所」２２．０％、「高
度な医療が受けられる病院」２１．０％などとなっています。
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n=350

●災害への強さに関する意識
　半数以上が災害に対して“強い”と感じている

　災害への強さに関する意識についてみると、「強いと感じている」７．６％、「どちらかと
いうと強いと感じている」４６．８％で、両者を合わせた５４．４％が”強い”と感じていま
す。一方、「どちらかというと弱いと感じている」は１２．７％、「弱いと感じている」は
７．７％となっており、両者を合わせた”弱い”と感じている回答者は２０．４％となってい
ます。

■「弱いと感じている」、「どちらかというと弱いと感じている」理由
「側溝、排水路等の整備が進んでいないから」が第１位
　災害に“弱い”と感じている理由は、「側溝、排水路等の整備が進んでいないから」の
４５．７％が最も高く、次いで「避難路や緊急時の輸送路となる道路が整備されていないか
ら」３７．７％、「公共施設の耐震改修など災害対策が進んでいないから」３０．３％などと
なっています。
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　●防災対策として、市に特に力を入れてほしい取り組み
　　「災害時における市民への迅速かつ正確な情報提供」が第１位

　特に力を入れてほしい取り組みは、「災害時における市民への迅速かつ正確な情報提供」
の５５．２％が最も高く、次いで「飲料水や食糧、毛布などの十分な備蓄」５０．６％、「高
齢者や子ども、障害者など、災害時要援護者に対する安全対策」４０．５％などとなってい
ます。
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サクラ（バラ科）

サクラソウ（サクラソウ科）

市 の シ ン ボ ル

１　市　章　

　「四」、「街」、「道」の三文字を円形に組み合わせたものであり、円形としたのは、市民の和
を象徴したためです。昭和３０年３月１０日に四街道町章として制定。その後、昭和５６年４
月１日の市制施行に伴い、市章といたしました。

２　市の木　　サクラ
　昭和４６年４月５日に指定されました。
　ソメイヨシノや八重桜など公園や学校などを中
心に数多く植えられ、里山には山桜も多く自生し
ています。
　花見風景は四街道の春の風物詩ともなってい
て、市民に大変親しまれています。

３　市の花　　サクラソウ
　市制施行２０周年を記念し、市民のふるさと意
識の高揚及び市のイメージアップを図るため、平
成１３年６月２３日に指定されました。
　春に美しい花を咲かせ、市民に親しまれやすく、
花ことばの「希望」は将来をみつめる四街道市にふ
さわしいということで、市民アンケートで一番支
持の多かった花です。

　サクラソウシンボルマーク
　市の花「サクラソウ」をデザイン化して、四街道のイメー
ジを広くアピールすることを目的に作成したものです。
　多くの市民からの応募の中から長谷部義弘さんの作品
を基に制定しました。
　四街道市にちなんだ４つの花と四街道の「Ｙ」をモチー
フにした葉がシンプルにデザインされています。
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市 民 憲 章

　私たちは、みどりと太陽に恵まれた四街道市民です。

　おたがいに力をあわせてこの憲章を守り、住みよい豊かなのびゆくまちをつくりましょう。

　　１　私たちは道徳を守り、文化的なまちをつくりましょう。

　　１　私たちはスポーツを愛し、すこやかなまちをつくりましょう。

　　１　私たちはみどりを愛し、樹木や花の多い、きれいなまちをつくりましょう。

　　１　私たちは老人と子供をいたわり、心豊かなまちをつくりましょう。

　　１　私たちは創意と工夫をもって、あかるいまちをつくりましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和４７年２月５日制定
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